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開 会 挨 拶 

財団法人アジア人口・開発協会

理事長 

「第11回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議」にご出席賜りました桜井新AFPP 

D議長、各国議員並びに今回初めて参加されたアフリカのジンバブエとザンビア両国議員、安

藤博文・国連人口基金事務次長、V. T．パラン国際家族計画連盟東・東南アジア・オセアニア

地域局長、アジア人口・開発協会を代表して、心から歓迎とお礼のご挨拶を申し上げます。 

今年は、国連50周年の年です。いま、人類がかつて経験したことのない『人口爆発』の脅威

に全世界の大きな危機感が高まっております。昨年 9月にはエジプトのカイロで「国際人口・

開発議員会議」、国連主催の「国際人口・開発会議」が開かれ、また本年 9月には北京で「第 

4回国連世界女性会議」が相次いで開催されます。 

先のカイロでの「国際人口・開発議員会議」並びに「国際人口・開発会議」では『女性』に

佳占をあて、 「女性の地位向上」、 「女性の教育」、 「女性の健康」などが取り上げられ、そ

の実現のための「カイロ宣言」や「行動計画」が採択されました。 

私どもアジア人口・開発協会は、昨年のカイロでの「国際人口・開発会議」に先駆け、すで

に『女性』をテーマに取り上げ、第10回APDA会議から議論を深めて参りました。その共通

テーマは、 121世紀における女性一平和と繁栄への戦略一」であります。本年は 2年目でサブ

テーマは、 「女性の労働力参加と経済発展一21世紀の戦略一」であります。昨年に引き続き女

性議員を中心とした活発な討論をご期待いたします。また、本日午後、スライドを上映いたし

ますが、テーマも『女性』について取り上げました。 

アジアは、世界人口のほぼ 60％を占める地域であり、アジア地域の人口問題の趨勢が世界

の人口問題を大きく左右すると言っても過言ではありません。そのアジア地域の人口と家族計

画の状況を見ますと、他の地域に比べ出生率や死亡率が低下してきましたが、まだまだ安心で

きる状況ではありません。家族計画や保健サービスの普及が行き届かない地域も多くあります。 

人口増加により農耕地の地力が低下し農業生産力が低下している地域もあります。また、人

口の都市への集中によりスラム地区の発生など居住環境の悪化もすすんでおります。このため、 

人口・開発・環境分野からの総合的アプローチによって問題解決に取り組まなければなりませ

ん。 

一方、アジア地域の経済発展状況は、世界銀行が最近実施した調査によりますと、とりわけ

東アジア、東南アジアの経済発展が顕著で『東アジアの奇跡』と名付けられ、高く評価されて

おります。 

『東アジアの奇跡』は今後、アフリカ地域の経済開発のモデルとして移転するよう検討中だと

聞いております。 

また、日本政府がこれまですすめてきたタイ国、インドネシア国への人口・家族計画協力は

大きな成果を収め、近隣諸国のモデルになっております。新しい国際協力の姿『南々協力』と 



して脚光を浴びております。 

さて、今回のセッションでは、インド国及びタイ国の人口・開発議員連盟のご協力により実

施いたしました調査研究成果について川野重任先生並びに黒田俊夫先生からご発表いただきま

す。どうぞご期待下さい。 

私ども、アジア人口・開発協会は設立13年を迎えますがまだまだ微力であります。私どもは、 

更にアジアの人ロと開発問題の解決に向けて一層の努力を続けてまいりますので、従来にも増

して、ご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

本協会事業に、ご理解とご協力をいただいております、国連人口基金、国際家族計画連盟、 

人口と開発に関するアジア議員フォーラム、各国政府、研究機関並びに専門家の皆様に深く感

謝申し上げ、今回の会議が予期以上の成果を上げますことを祈念してご挨拶といたします。 



来 賓 挨 拶 

AFPPD議長

桜 井 新 

ご列席の各国国会議員の皆様、国連人口基金安藤博文事務次長、国際家族計画連盟V.T. 

パラン東アジア・南東アジア・オセアニア地域局長、御参会の皆様、本日はアジア国会議員代

表者会議に御参集賜わり厚く御礼申し上げます。 

また、常にAFPPD活動を支援いただき、この会議を主催いただいております財団法人ア

ジア人口・開発協会の日頃の御支援に対し前田福三郎理事長を始め広瀬次雄常務理事・事務局

長に厚く御礼を申し上げたいと思います。 

昨年、今年と人口と開発問題に深い関係を持っております国連主催の政府間会議が引き続い

て行われております。昨年 9月には各国の今後20年間の人口・開発政策の基本を決める国際

人口・開発会議がェジプト国カイロで行われ、本年 3月にはデンマークのコペンハーゲンで世

界社会開発サミットが開催されました。また、本年 9月には中国北京で世界女性会議が開催さ

れます。 

それぞれの国連主催の会議にあわせ、私ども人口と開発に関するアジア議員フォーラムがイ

ニシアティブをとって国会議員会議を開催致しました。また本年 9月に北京で開催されます世

界女性会議でも各地域の人口と開発問題に関する議員連盟の協力を得て、人口問題の主体であ

る女性と人口問題に関しても国会議員会議を開催する予定でおります。 

これらの会議はアジア議員フォーラムの皆様方の熱心な御協力と国連人口基金および本会議

の主催団体でありますアジア人口・開発協会の後援なくしては開きえなかった会議であったと

思います。この機会に重ねて厚く厚く感謝申し上げたいと思います。 

ここにご参集の皆様方はよくご存じのことと思いますが、カイロでは世界 107か国から 2 

70余名の国会議員が集い、熱心な討議が行われました。このカイロ会議では、アジア、アフ

リカ、中南米の意見を明確に反映させ、世界中で人口・開発問題に携わっている参加国会議員

の総意として、 「人口・開発問題に関するカイロ宣言」を採択し国会議員の関与を誓いました。 

また、コペンハーゲンでは人口問題を解決する上で不可欠となる社会開発に焦点を当て、カイ

ロ会議の宣言を具体化してまいりました。 

現在、これを契機として世界中の国会議員が人口・開発問題に対して積極的な関与を行う気

運が盛り上がっております。これは、一連の人口と開発問題に関する国会議員会議の重要な成

果であります。この機を生かし、人口と開発問題に対する国会議員の関わりを大きな力に結集

していかなければなりません。 

これらの成果は、福田越夫先生が始められ、AFPPD初代議長であり、APDA前理事長

であった佐藤隆先生、AFPPD事務総長サット・ポール・ミッタール先生はじめ幾多の先達

が文字どおり献身された木の上に実ったーつの果実であります。 

また、これらの会議の具体的な成果のーつといたしまして、アフリカ地域で人口・開発に関 



する国会議員活動が再び活発になったことがあげられます。ここに、ご来席いただいたアフリ

カ・アラブ地域人口・開発国会議員委員会ラブ・ムリンバ運営委員会議長ならびにM.T.S 

チナマサ事務総長がその国会議員活動の中心としてご活躍をされておられます。今後アジア地

域の議員活動との交流も実質的な形で深まりを見せ、相互協力の道を開くものと信じておりま

す。 

言うまでもなく人口と開発問題は会議を行えば解決すると言う問題ではありません。しかし

ながら、各国国民から民主的に選ばれた国会議員が人口と開発問題に重要性を認識し、会議を

通じて認識を共有することには重要な意義があります。私ども国会議員が立法者としての立場

から国民の理解を得て、各国の政策に明確な意思表示を行い、政策の方向性に影響を与えるこ

となくして、人類の未来を決める人口と開発の問題は解決しえないからです。 

私どもが国会議員としてなすべきことは山積しております。現実を省みてみますと、私ども

には憎しみあっている猶予はもはやないにも関わらず未だに膨大な軍事支出を行っております。 

人口問題・開発問題のために使えば人類の幸福を実現しうる資金が争いのために浪費されてい

るのです。私達は、各国行政府に国会議員としての立場から強力に意見具申を行い人類の未来

のための選択を実行に移していかなければなりません。 

人類の命運を決める今の選択を誤らないように、立法者としての立場から各国行政府と国民

に働きかけ、皆様と手を携え共に人類の未来のために効果的に活動を行ってまいりたいと思い

ます。人類の未来を見据え、私達の子孫が尊厳をもって生きていくことができる社会を作るの

は、私ども各国国会議員の責務であり、使命なのであります。共に手を携えて努力してまいり

たいと思います。 

今後、本年 9月には人口問題の主体であり、その地位の向上が人口問題の解決に深い関わり

を持つ女性問題に関する会議が北京で開催されます。私どもアジア国会議員フォーラムからも

レティシア・ラモス・シャハニ女性委員会委員長、ハオ・イ・チュン副議長を中心として深く

関わっていくことになると思います。また、今回のアジア国会議員代表者会議の主題もまた 

「女性と労働」であると伺っております。このテーマは、まさに人口問題、社会開発問題、そ

して女性問題という昨年から今年にかけて開催されました各会議の討議に共通するテーマです。 

皆様方の討議は本年 9月の女性会議に反映されることと信じております。 

理解し実行するーこの意味で本年は、人類の未来のために新しい第 1歩を踏み出す記念す

べき大きな節目となる年でありましょう。人類の将来を希望あるものとするために、私達は責

任をもって人口・開発問題に関わっていかなければなりません。私達は、これらの成果を踏ま

え、私達の子孫の未来を希望あるものとするために、私どもの責任はこれからますます大きな

ものとなっていきます。新たな活動に向けてたゆまぬ歩みを共に続けてまいりましょう。 

本会議の成功を祈り、挨拶に代えさせていただきます。 



挨 拶 

中国全人大教育科学文化衛生委員会

議 長 趨 東 宛 

尊敬する議長、議員各位、ご参会の皆様、 （財）アジア人口・開発協会（APDA）は 19 

82年に設立されて以来、アジア・太平洋地域の各国議員間の交流と協力を促進し、人口と発

展という地球的な問題を解決するために、努力を重ねられてきました。 

ここで私は中国全人大教育科学文化衛生委員会を代表して、アジア人口・開発協会（APD 

A）人口と開発に関するアジア国会議員フォーラム（AF PP D)、 また中国の人口と開発の

プロジェクトにー貫して支援をいただいております国連人口基金と国際家族計画連盟およびそ

の他の国際機関に対して深く敬意を表したいと思います。 

国連は、1994年9月 5日から13日にかけてエジプトのカイロで開かれた、国際人ロ・

開発会議の中で行動計画をまとめ、この行動計画によって、地球規模の人口と開発の分野での

国際協力に対して方向づけがなされました。これは来る20年間の人口・開発政策に重要な影

響を与えることになると思います。 

人口と開発の問題はアジア各国議員の注目を集めた問題です。うれしいことに、ここ 10年

来、アジアの国々においては人口増加の勢いがコントロールされたことによって、巨大な人口

規模が社会発展に対する圧力がいくぶん軽減され、世界の一部の国々の経済発展が減速、停滞、 

あるいは衰退したにもかかわらず、アジア太平洋地域の経済は安定成長ができ、平等互恵のも

とで地域間の協力を拡大させております。 

1970年代以来、わが国は、出産計画の政策を遂行し、注目すべき成果をあげてきました。 

出生率は1970年の33. 4 3%0から1994年には 1 0, 70/J 0. 1/00に減りました。 2月中旬、 

わが国の大陸の人口は、12億に達しました。しかし、出産計画を実行せず、70年代初期の

出生率が続いていれば、わが国の人口は 15億となってしまっていたかもしれないのです。 

計画生育が実行された20年間で、人口の増加が 3億ぐらい減ったことは計画生育の成果で

す。この成果により、人口の急増によって経済・社会発展が阻害されるという矛盾がある程度

緩和され、現代化建設の促進と人民生活と民族の質を向上させるために十分な役割を果たして

くれました。 

このように、わが国の出産計画政策は、顕著な成果を上げましたが、引き続き人口増加の速

度をコントロールしなければなりません。出産計画政策を社会・経済発展、資源利用、環境保

護とバランスを取りながら実施し、中国の社会経済の発展を促進することが必要なのです。わ

れわれは、一貫して、人口問題は結局、開発問題であると思っています。 

生産力を増し、貧困をなくし、環境・資源を保護し、生活保障を完備させ、教育を普及し、 

人間資源を開発し、女性と子供の保健と出産計画などのサービスを提供することによってはじ

めて、根本的に人口問題を解決できると思っております。 

各国は自国の国情に基づいて、自主的に人口政策と人口目標およびこれを実現するための法 



案と措置を決め、これを基礎にして国際協力を行うべきであると思います。 

議長先生、本会議が「女性の労働力参加と経済発展」を主題とされていることは、たいへん

重要です。女性の地位向上をはかり、その権利と利益を法的に保障し、女性の労働参加を促進

することは更なる社会開発にとって重要であるばかりではなく、出生率を下げ、人口問題を解

決する重要な手段のーつでもあります。 

女性が十分に社会発展のプロセスに参加するために必要とされる知識、技能と自信を提供し、 

女性の重い家事労働を軽減し、公共生活に参加することをさまたげる障害をとりのぞくことが

できれば、女性は教育、保健、科学技術、体育、文化などの各種生産活動と経済活動の行為者、 

決定者、または受益者になることができると思います。 

中国はアジア地域の他の発展途上国と同じ、人口増加と社会発展との不均衡の問題をかかえ

ており、中国としてはアジア各国と友好関係を構築することを重視しております。本会議では

人口と開発、特に女性の労働参加と経済発展問題について、広範な交流と討論を展開されるこ

とを希望しております。 

一国の議員としてわれわれは、人口と開発の分野で共同の崇高な使命を背負っており、私は、 

議会が人口と開発の分野でより重要な役割を果たすことができると信じています。 

中国代表団としては、今大会に出席されている各国代表議員といっしょに会議の成功のため

に力をつくしたいと思っております。 

今年9月、第 4回世界女性会議が、中国・北京で開かれます。これは女性の地位と役割を向

上し、世界の女性問題を解決するために、共同研究または討論される国際的な祭典です。 

皆様、北京でまた会いましょう。今大会の成功をあらかじめお祈りして、私のご挨拶とさせ

ていただきます。 



挨 拶 

国連人口基金（囲FPA) 

事務局長 ナフィス・サディック 

代読 安 藤 博 文 

国会議員代表者の皆様方、ご列席の皆様方、国連人口基金を代表して、そして私どもUNF 

PAのサディック事務局長の代理と致しまして、ここに参加することができ、たいへん光栄に

存じます。 

この第11回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議は、たいへん重要な時期に開催

されております。と申しますのは、まず第 1に、昨年 9月にはカイロで開かれました国際人口 

・開発会議（I CPD）をはじめ重要な国際会議が行われている時期です。従いまして、皆様

のこの場での重要な討論は 1つのフオローアップとなります。 

第 2 は、現在は、I CPDの 1つの成果として、現在人口の分野で、その分野全体が大きな

変革を遂げようとしており、新しい考え方、そして市民社会の全体像を代表する方々全員が参

加するような変革をいま成し遂げようとしている時期です。 

最後に、現在、国際社会は新しい開発のためのアジェンダを作りあげつつあります。 「開発

のためのアジェンダ」と名づけられた、このアジェンダは国連事務総長によって提案され、リ

オ、カイロ、コペンハーゲンでの一連の国連主催の会議およびそれに伴う諸活動の中でコンセ

ンサスをえ、形づくられてきたものであり、そして開発協力における重要な転換点となるもの

です。 

この会議はこのような重大な時期に開かれているのであります。 

私は、これら人口と開発問題という緊急の課題に対し協議を行い、また効果的な行動のため

の道筋を議論する機会をお与え下さいました側アジア人口・開発協会に対し感謝申し上げたい

と思います。 

このアジア・太平洋地域の国会議員の皆様は、人口と開発に関する挑戦を解決に導く上で、 

永きに渡って先駆者としての役割を果たされてきました。皆様のこういった関心の長い伝統が

カイロで結集したといえましょう。 

この 2日間のスケジュールは包括的でたいへん密度の高いものですので、挨拶を簡単なもの

とさせていただきますが、 2つの点について申し上げたいと思います。 

I CPDで採択された行動計画というものは、包括的で全体的な開発に対するアプローチと

して広く賞賛されています。このアプローチは課題と戦略を巨視的にも微視的にも認識するの

みならず、人間を人ロ・開発活動の中心として据えたものです。 

この視点から考えますとマクロ経済的な課題というものは、人間を無視して考えるのではな

く、つねに人間との関係において考えられなければならないのです。1つの良い例が食糧生産

と人口の傾向でありましょう。特に急速な人口増加のなかでは、今日の重要な基調講演のテー 

マとなる問題は重要な問題となるのです。 
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こういったチャレンジに立ち向かう際に、 I CPDの行動計画は次のような議論を展開して

います。まず、持続可能な経済成長と持続可能な開発を達成するには、最も重要な戦略として、 

個々の人間の健全な生活、その人間の生産性に対して、投資をしなければならないということ

です。 

カイロにおいては、人間に投資をするということ、人間の健康、人間の教育に投資すること

こそ、開発の礎となるものであるというコンセンサスを得ることができました。このことこそ

開発の基礎となるものです。 

このような全人的な、人間思考的な開発に対するアプローチを採択する上で、 I CPDの行

動計画は、特に女性の役割の重要性を認めています。女性が、完全にそして男性と平等に参加

しなければ、持続可能な人間の開発も、また成功する人口プログラムもありえないということ

を強調しているのです。 

このことがカイロ会議の最も大きな成果であるといえましょう。カイロ会議の行動計画は、 

男女の不平等の問題を是正し、そして女性に力を与える、女性のエンパワーメントに関する重

要な決意であったと思います。この成果を踏まえ、今後も特にアジア・太平洋地域の国会議員

代表の皆様は、アジアの女性達の今後の将来の役割やその状況について十分に検討していただ

きたいと思いますし、特に生殖に関する健康と家族計画の問題をとりあげていただきたいと思

います。 

こういった国際開発の新しい傾向と努力は、資金的な支援なくしては実現しえないものであ

ります。 I CPDの行動計画を実施していく上においても必要となる投資がされなければなり

ません。世界社会開発サミット（WSSD）の前に開かれました国際人口・社会開発国会議員

会議（ IMP PS D) は、人口と開発に関するアジア国会議員フオーラムによって組織され、 

桜井先生のご貢献と的確なご指導のもとで大成功を収めることができました。 

この会議においてGNPの 0. 7 ％をODAに割り当てるという目標が全員に支持され、賛

同が得られたのです。 

また、この議員の会議においては、国家予算を人々のベイシック・ニーズを満たすために優

先的に社会的な支出に向けるという、いわゆる 2 0/2 0 コンセプトの実現を呼びかけました。 

このコンセプトは貧困と戦い、開発協力を行う上で非常に有益な概念です。私ども国連人口基

金は、社会開発において2 0/2 0 の実現を促進している 5 つの国連組織の 1つです。 

最後にあたりまして、今後も、そして今までもなされましたように、特に日本の国会議員の

皆様は、現在の人々と未来の人々がより良い生活を送れるように、政治的な意志を動員し、 I 

CPDの行動計画の目標を実現に移すために必要とされる資金を動員される上で重要な役割を

もっておられることを改めて申し述べたいと思います。皆様は国民と政府との緯であり、皆様

の選挙民の声を政策に反映させる役割を持っておられます。皆様が政府に資源の配分を行う上

での正しい優先順位を助言し、そして計画を作られることで持続可能な人間開発を達成するこ

とができるのです。 

皆様の成功をお祈りしまして、私のご挨拶とさせていただきます。 



挨 拶 

議長公邸にて 

衆議院議長 

土 井 たか子 

「第11回人口と開発に関するアジア国会議員代表者会議」に出席のためご来日をいただきま

した各国国会議員代表の皆様、国連人口基金及び国際家族計画連盟などの国際機関代表の皆様、 

ならびに（財）アジア人口・開発協会の関係者や専門家の皆様に心からの歓迎を申し上げます。 

21世紀を間近かに控えて、人口と開発の問題は、食糧、ェネルギー、あるいは環境問題など

にまたがり、まさに地球的規模で取り組まなければならない極めて重要な問題であります。 

更に、西暦2050年には、世界の人口が 100億人に達すると予想される中、われわれの

子孫のため、人類の平和と繁栄のために先進国と途上国とが協調して早急に解決していかなけ

ればならない問題でもあります。 

ここにご参集の皆様は長年、人口問題に取り組み、国や地域において指導的な役割を果たさ

れ、大きな成果を生み出してこられました。また、人口問題における女性の果たす役割に、積

極的に佳占を当ててこられましたが、今回も「女性の労働力参加と経済発展」をテーマとして

研究・討議されますことは誠に有意義なことと存じます。 

わが国としても人口と開発の問題は、その緊急性と重要性を深く認識しており、今後とも、 

国際協力に積極的に取り組んでいく所存であります。 

皆様には、この度の会議が活発で実りある成果を上げられ、その目的が十分達成されますこ

とを心からお祈りして、歓迎のご挨拶といたします。 



基調講演 

「人口 と食料」 

元日本国首相 

福
 
田越夫 

代読 

衆議院議員 

鹿野道彦 

元農林水産大臣 

元総務庁長官 

国際人口問題議員懇談会会長代行 



1．はじめに 

本日は人口と食料というテーマについてお話をさせていただきますことをたいへん光栄に存

じます。昨年から本年にかけて人口と開発問題に関する議員活動が盛り上がりました。昨年 9 

月には、エジプト国カイロで、 「国際人口・開発国会議員会議（I CPPD) 」 が開かれ、世

界107か国270余名の国会議員がカイロに集い、人口・開発問題に熱心に取り組まれたと

聞いております。 

これだけの規模で人口と開発に関わる会議が開かれましたのは、まさに有史以来初めてのこ

とであります。また、本年 3月にはデンマークの「世界社会開発サミット」に併せて、 「国際

人口・社会開発国会議員会議」が開かれ、人口問題を解決する上で必要となる、人口と社会開

発に関する討議がされたと聞いております。 

これらの会議の実現には、アジアの国会議員が大きな役割を果たし、その宣言にはアジア、 

アフリカ、中南米の意見が十分に盛り込まれたとお聞きしました。人ロ・開発問題を解決する

上での国会議員の役割の重要性を認識し、活動を提唱してきた者として、皆さんのご努力に対

し深い敬意を表し感謝申し上げる次第であります。 

また、この一連の国会議員活動の中で、地域を越えた協力の再活性化が果たされ、人口問題

に対する国会議員の取り組みが、全地球規模に拡大したことは、大きな喜びであります。私は

これまで、人口問題は国を超え、地域を超えた、全人類の問題であるとの認識のもとで取り組

んで参りました。これは、決して理想主義で申してきたわけではありません。人類が今この問

題に対する選択を誤ったならば、この地球上で生存していくことができないからであります。 

今、人口と開発の問題がーつの節目を迎えております。このところ、地球上で人類が生きて

いくために必要な「国連環境・開発会議（UNCED) j 、 「国際人口・開発会議（ 'CF 

D)j 、 「世界社会開発サミット（WSSD)」の 3つの会議が相次いで開かれました。まず、 

最も基礎となる地球の生態的バランスについて「国連環境・開発会議」で討議がなされ、 「リ

オ宣言アジェンダ21」が採択されました。次に、人類の未来にとって最も重要な人口と開発問

題について、昨年 9月に「国際人口・開発会議」が開かれ、バチカンやイスラムの反対で寸前

までその採択が危ぶまれました「行動計画」が採択され2015年までの国際的な取り決めと

して各国政府の人口政策の基礎が決定致しました。 

人口問題を解決する上で不可欠な関わりを持つ社会開発に関しましても、つい先日デンマー 

クのコペンハーゲンで各国元首、首脳を集め、 「世界社会開発サミット」が開かれ、社会開発

に関する行動計画が採択されました。更に、本年九月には、人口問題の主体である女性の問題

に関しまして、中国北京で「第 4 回世界女性会議」が開催されます。 

このことは地球と人類の未来に対する、国際的な危機意識の高まりであり、人類社会がぎり

ぎりの選択を迫られているということを示しているのであります。この意味で、まさに「今」 



私達人類は大きな歴史の転換点に立っているのであります。目先のことにとらわれず、グロー 

バルな視点に立って目を開き、人類の未来のための賢く偉大な「意識改革」をしなければなり

ません。 

環境 

ここで人類生存の鍵を握る、人口と環境、食料について、述べてみたいと思います。 

人口増加に伴い、環境破壊は急速に進んでおります。単純に申しますならば、環境破壊は、 

人間の活動により発生するものであり、人口が増えれば増えるほど起こるということが申せま

しょう。こうした状況のもとでも、技術の改良や活動の仕方によって、つまり人間の心がけに

よって地球環境に与える影響は大きく変わってきます。 

人間が何かの活動を行うと、そこには程度の差はありますが、環境に影響を与えてしまいま

す。人口が急増し続ける中で、環境問題の解決はあり得ないということであります。人口増加

の抑制こそが環境問題解決のキーポイントと申せましょう。 

人口と食料 

次に本日の私の主題であります食料問題であります。 

古来から日本には「衣食足りて礼節を知る」という諺がありますが、食料は人間が生きてい

く上で不可欠のものであります。 

食料問題の現状と将来見通しは“人口爆発”という強大な圧力をうけて、いま非常に厳しい

状況にあります。 

1995年年央の世界人口は 57億4156万人と推計されております。つい本年2月にお

隣の中国の人口が 12億人を突破いたしましたが、この12億人という数字は 19世紀後半の

世界人口に匹敵します。 19世紀後半の世界中の人口が100年後には世界一の人口大国であ

るとはいえ、 1国の人ロとなってしまったのであります。地球上の人口は毎年確実に 9, 50 

0万人ずつ増えているのであります。 

このおそるべき“人口爆発”により世界人口は2000年までに62億人、2025年には 

85億人、2050年には 100億人に膨れ上がります。果たしてこの地球はこれだけの人口

を養っていけるのでしょうか。 

一説では、この地球上で人類が生きていける食料の限界は 85億人といわれております。だ

とすると、あと 30年後に、人類滅亡の日がくることになります。 

スタンフォード大学のポール・エーリック教授によりますと「十分かつ健康的な」食事を摂

ると現在の地球上では、約25億人分は供給できるが、その他の人々には食料が行き渡らない 



ことになります。 

現状では、肉や卵、乳製品などで十分過ぎるほどの栄養を摂っているのは豊かな国の 10億

人の人達であります。その反対に、最も貧しい 10億人の人達は、飢えに苦しみ、栄養失調に

泣かされております。このような不幸な人達の中で更に 4 億人は飢餓線上でフラフラしながら

やっと生きている。親がやっと生きているのですから、生まれてきた赤ん坊はもっと悲惨で、 

生後1ケ月以内にバタバタと死んでいる。最低開発国で乳児死亡率がなかなか下がらないのは、 

ここに原因があるのであります。 

それでは、この増え続ける人口を支える食料増産は可能なのでしょうか。また、増え続ける

人口を支える食料生産の具体的な現状はどのようになっているでしょうか。 

食料の生産は、主に米、小麦、トウモロコシを中心として 1 9 60年代から1970年代に

かけ「緑の革命」で農業技術の飛躍的な進歩がありました。世界の穀倉地帯となっております、 

インドのパンジャブ平原、中国、アメリカの大平原では、高収量品種（Hi帥 Yeild Variety) 

の導入、肥料の大量投入、潅既等の整備によって急激な生産の増大が実現しました。しかし、 

緑の革命による食料増産にも陰りがみえております。現在、土壌の喪失、地下水枯渇、塩害等

で、今後の収穫量の増大は望めず、世界の一人当たりの穀物生産でみますと 1984年をピー 

クとして既に減少してきております。 

ワールドウォッチ研究所長レスター・ブラウン氏によれば、オーストラリアの小麦地帯を覆

っている表土の量とほぼ等しい 260億トンの表土が毎年喪失する中で、毎年9, 500万人

分の追加食料生産をしなければなりません。世界の穀物生産は将来、年率、わずか 0. 9％の

伸びに留まるなかで、世界人口のこれからの増加率が年率 2％ほどの割合で増加することを考

えると、背筋が寒くなるような予想です。 

これは単に穀物生産ばかりではありません。重要な蛋白質資源であります海洋資源は、乱獲

と海洋汚染などで1989年の 1人当たり 19kgをピークとしてその生産量は減り続け、 2 

030年には 1950年の水準である 1人当たり 11kgに減少するとみられております。先

日発表されたブリティッシュ・コロンビア大学の調査では、ほとんど無尽蔵にあるとみられた

カナダ太平洋岸の鮭の資源が枯渇するので、鮭の漁獲量を現在の1/5にしなければならない

そうです。需要が増え続けるにもかかわらず、供給の伸びは期待できないのであります。 

食肉に関しては事情は更に深刻です。牧畜は、急増する需要に対応するためにすでに過放牧

の状態となっており、これ以上の増産は困難であるとみられております。更に食肉の生産を支

える牧草地が急激な人口増加の結果、狭められ、砂漠化しつつあります。特にサハラ以南のア

フリカでは、人口増加からくる貧困、過放牧、その結果として希少な緑が再生不可能な形で破

壊され、砂漠化し、更に貧困を拡大するという悪循環になっています。 

更に、この食肉の生産は、相当な植物資源を必要とします。たとえば、牛肉 1キロ作るのに

穀物が 7キロ、豚肉を1キロ作るのに穀物 4 キロが必要であるといわれます。経済開放に伴い

多くの国で所得が上昇し、食肉の需要が増え続けております。このことはとりもなおさず、食

肉の増産によって、世界の貧しい人々の食料が奪われているということを意味しております。 



このような厳しい状況に私達はどのように対応していけば良いのでしょうか。 

4. 現在の経済システム 

これまで食料生産を行ってきた国、特に途上国では外国の投資を受け入れ、工業化を進める

ことで急速な経済成長の実現を果たそうとしております。 

我が国も工業化を通じて国を豊かにしてまいりました。その一方で、現在の食料自給率は 3 

0 ％代に低下し、この点で日本は顕著な「食料赤字国」であります。もし我が国が米の自給を

果たし得なかったとしたら、この数字はどこまで低下するのでしょうか。現在日本は、自国で

供給できる食料の他は、全て工業製品を売ったお金で購入しているのであります。 

現在の経済システムの中で、この方法は非常に効率的な方法であるかにみえます。殊に我が

国のように、限られた国土面積しか持っていない国では、経済成長を行う上で他に選択はなか

ったのかも知れません。しかし、この工業化を全ての地域が進め、工業製品ばかりを作ったら

どのようになるのでしょうか。工業化だけで食料生産を代替することはできないのであります。 

例えば、現在、人口大国である中国は経済の開放と急速な工業化を進めており、それに伴っ

て世界の注目を集めるほど急速な経済成長を遂げております。現在の勢いで経済と人口が増加

し、成長したとするならば、2015年には中国の食料輸入量だけで、現在の世界の食料輸出

量を上回ると考えられております。 

更に、現在9億3574万人という世界第 2の人口を擁しながらも、食料自給を達成してい

るインドも、2030年には人口が 5億2000万人も増加し、14億5508万人に達する

とみられております。これでは、いかに食料増産のための努力を行ったとしても、現在の食料

事情を維持できるかどうかは非常に厳しくなります。 

このような状況の中で今後、各国が工業化を進め、お金があっても食料を購入することがで

きないということになったらどうするのか。現在の経済システムを真剣に検討し、各国が自分

の国の人口と食料問題に責任を持たなければなりません。 

5．具体的方策 

では、このような食料と人口の現状の中で、私達はどのような方法を採り得るのでしょうか。 

言い古されたことですがまず、人口増加をできるだけ抑制する。そのための方法として、家族

計画の実施、教育の普及、公衆衛生の普及を同時に徹底的に実施する。 

次に、環境を守るためにできるだけ負荷のかからないような技術開発を行い、普及する。ま

た、食料生産については、新たな農業技術の開発を行うと同時に有機農法など、循環的でかつ

持続可能な生産方式を普及させるためにかかるコストを、社会的に負担するようなコンセンサ

スを形成する。更に、食料生産者が食料生産に対する意欲を持ち得るような社会的環境を整え 



特に先進国においては、過剰消費の生活パターンを変え、地球に対する負荷を減らす事が絶

対に必要であります。人口と食料の問題は先進国、途上国の双方が真剣に取り組まなければ解

決しない問題だからです。 

加えて、これらの人類共通の課題に取り組み得る社会環境を作る上で不可欠な、社会的安定

性を確保することが必要になってまいります。特に現在、冷戦が終結したにも関わらず、社会

的な紛争や不安が世界中に蔓延しております。世界中で、貧困、民族紛争が続発し、その社会

不安が更に新たな不安定性の原因となり、巨額の資金を使い続けているのであります。 

同じ人類が、憎しみあい、戦い、更に貧困を生みだし、人類の未来のために使い得る資源を

浪費しているのであります。今、私達には争っている余裕などないはずです。その資金を人口

と環境、食料開発問題の解決に回すことができれば、かなり希望を持ってこの問題を解決に導

くことができると思うのであります。 

おわりに 

人口、環境、食料の問題は、その限界が来て崩壊する時には急速に、しかも止めようもなく

一気に崩壊してしまうと考えられます。 

この問題を解決する上で、国会議員が果たすべき役割は、まことに重大で、大きな責任があ

ります。国会議員の役割は、各国の国民が尊厳を持って生きていくことができるように、幸福

を追求することでありましょう。 

現在の社会では、私達人類は運命共同体であります。人口爆発や環境の壊滅的破壊が起こっ

た時、その影響は国を越え、地域を越えて降りかかってまいります。いまや自国の幸福を追求

するだけでは、その国の幸福すら得られなくなるのであります。富める国は、より多くの富を

求めたり、無益な軍事的強化を図る事を中止すべきであります。そして貧しい国の緊急課題の

解決に力をかす。このように地球全体の問題を考えなければならない時だと思いますが、いか

がでしょうか。 

先にも述べましたように、人類の命運を決める国連主催の重要な政府間会議がこのところ相

次いで開かれました。しかし、これらの会議では残念ながら、全体からみればすぐに理解でき

る重要性がしばしば見失われてしまうことがありました。 

たとえば国連環境・開発会議では、環境に最も大きな影響を与える人口問題の陰が薄くなり

ました。更に、国際人口・開発会議でも人口問題の特定の側面に偏って、食料を含む持続可能

な開発と人口との関係があまり議論されなかったのです。これは全般に専門的な技術的な議論

に終始してしまうからで、その大きな根本が見失われやすいのであります。 

このような現状のもとで、各国国民から直接選ばれた国会議員の方々には、環境・人口・開

発、特に食料開発の関係をよく理解して、各国政府の政策の方向性を決定していく責任と義務

があります。 



現在既に、 “人口爆発”によって環境破壊、食料不足が起こって貧困による難民が生じ、人

口問題、食料問題、環境問題の解決を非常に困難にしております。余りにも複雑にからみあっ

た問題であるために行政では包括的に対応することは非常に困難です。 

複雑で重要な問題であるからこそ、全地球的な、グローバルな視点に立った政治的な意志が

必要となるのであります。人類の平和のために予算を決定するのが国会議員の役割であり、そ

の役目を果たし得るのは、各国国会議員しかおりません。国会議員は人類の未来を考え、人々

の声を直接くみあげ、正しい方向に向けて実行しなければなりません。 

重ねて申し上げます。国会議員が地球的規模の問題の解決に向けて、その一歩を踏み出さな

ければ人類に未来はありません。これまで以上に、人口、食料、環境問題に対し、熱心に、献

身的に取り組んでいくことをお願いして講演を終わります。 



セッション I 

と 開 発 に 関 す る 研 究 
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国際人口・開発議員会議および国際人口・社会開発議員会議 

報 告 

人口と開発に関するアジア議員フォーラム議長 

桜井 新 

昨年から本年にかけて、人口と開発に関するアジア国会議員フォーラム（AFPPD）が発 

起人となって世界の国会議員を集め、人口と開発に関する 2つの国会議員会議を開催しました。 

この 2つの会議についてそれぞれの会議の運営委員会議長として、ご報告申し上げます。 

1．国際人口・開発議員会議 

昨年 9月には、国際人口・開発会議（I CPD）に先駆け、エジプト国カイロのメリディア

ンホテル・カイロで、 「国際人口・開発議員会議（I CPPD) 」 を開催し、本年 3月には、 

世界社会開発サミット（WSSD）に先駆け、 「国際人口・社会開発議員会議（IMP PS 

D)」を開催致しました。この一連の国会議員会議の中で、人口・開発問題に対する議員活動

が世界的な規模で改めて発足し、人口・開発問題に国会議員が深く関わりあうことを誓うと同

時に、各政府間会議に対して、国会議員の立場から、その意志を表明致しました。 

私どもの国会議員会議は福田越夫先生が種を蒔かれ、多くの先人達が築きあげられたこれま

での活動の上に、世界中の皆様の御協力を得てつくり上げられたものです。この成果が新たな

る力となり、更に大きく育まれ、人口と開発問題解決の源泉となることを祈ってやみませんし、 

私どもは、この一連の国会議員会議の決議を実行し、人口と開発問題を解決に導くために、こ

こに御参集の皆さまと共に、これまで以上の努力をしてまいる所存です。 

「国際人口・開発議員会議」には、世界107か国、270余名の国会議員が参集致し、人口 

・開発に関わる国会議員会議としては、歴史上かつてない規模で開催されました。日本からの

参加議員は 15名、アジア太平洋地域全体では78名の国会議員が、討議に熱心に参加し、ア

ジア・太平洋地域のプレゼンスを示しました。 

この会議では、国際人口・開発会議のテーマに従って、まず「性の平等と女性の地位向上」 

「健康と死亡率」 「資源の調達」 「生殖に関する健康と家族計画」の各テーマについて討議を 

行い、 2日目には、人口問題は各地域の特性を十分に考えて行わなければならないという観点 

から、各地域に分かれ「アジア・太平洋地域」 「ラテンアメリカ・カ jブ海地域」 「アフリカ 

・アラブ地域」 「ョーロッパ・北アメリカ地域」の各部会で、各地域の特性に添った、人口・

開発問題解決の方法と国会議員の役割について討議いたしました。 



この「人口と開発に関するカイロ宣言」は、参加国会議員の総意として、国際人口・開発会

議にも建議致しました。またこの、 「人口と開発に関するカイロ宣言」にはアジア、アフリカ、 

アラブ、ラテンアメリカなどの声を反映させることができたと、自負いたしております。また、 

この会議の成果のーつとしてアフリカ・中東地域人ロ・開発議員委員会運営委員会（AM E C 

PPD）が改めて設立されました。ここにおいでのラヴ・ムリンバ運営委員会議長、M.T. 

S．チナマサ運営委員会事務総長が中心となられて、人口・開発に関するアフリカ・アラブ地

域の国会議員活動を強化してきております。 

国際人口・社会開発国会議員会議 

われわれの意志を世界社会開発サミットに反映させるべく、各地域議員連盟の代表にお集ま

りいただき、 3月の 4 日と 5日、デンマーク国会で「国際人口・社会開発議員会議（IMP P 

SD)」を開催致しました。この会議は、デンマーク国会、人口と開発に関するアジア議員フ

オーラム（AFP PD) 、 アフリカ・中東地域人口・開発議員委員会運営委員会（AME C P 

PD)、人口・開発国会議員世界委員会（GOP PD)、 アメリカ地域人口・開発議員グルー 

プ（IAPG）および国際医療議員連盟（IMPO）の協力で開かれたものです。 

この会議のテーマの 1つであります社会開発という概念は、非常に多様な概念です。この私

どもが生きている生活習慣というものは、その社会を取り巻く自然条件のなかで育まれてきた

ものであり、それぞれの文化で独自性を持っております。もちろん、伝統的な価値観や規範が

すべて正しいと申しているわけではありません。ただ私どもが生活してきた、さまざまな条件

を全く無視して論じることは、余り意味のあることではないということです。 

しかし、このような価値観の差を超えて、果たすべき社会開発があります。それは、 「十分

な情報に基づいた選択」を可能にする社会開発です。具体的には教育などを通じた識字率の向

上、男女の平等であり、それを実現しうる社会環境を作り上げることです。 

この人口問題が決して強制できる問題でない以上、この「十分な情報に基づく選択」を可能

にする社会を作り、人々が問題の本質を理解し、その自発的な選択に基づいて子供の数を決め、 

全体としての出生の抑制を実現しないかぎり、人口問題が解決することはありません。これは

単に人口問題だけではありません。 

先程、基調講演にありましたように、地球環境を維持しながら開発を行う場合にも、一つー 

つの私達の「十分に情報を得た上での選択」が不可欠な条件となってまいります。人類が生き

て行くために必要な食料開発をどのように行うか、貴重な飲み水をどのように維持するか、な

どもしかりであります。 

また私どもがこのような議員活動を行う上でも、多くの人々が十分に情報を得た上で、問題

を理解し、私どもの活動を支持していただくことなく、人類の未来のために努力していくこと

はできません。 

このように、社会開発なくしては人口・持続可能な開発に関する諸問題は解決することが不 



可能なのです。 

同時に決して忘れてはならないことは、人口問題の解決を図ることなく、いかなる社会開発

の問題も解決することはできないということです。なぜなら、人口が増え続ける中で、いかに

社会開発を行ったとしても、増え続ける人口によって相殺されてしまいますし、この増え続け

る人口を放置すれば、貧困を再生産し、破局への道を加速することになるからです。 

つまり人口と社会開発の問題は、人類が希望をもって未来を生きるために、共にその解決と

実現が果たされなければならない問題であり、同時に対処しなければならない問題なのです。 

この意味で、国際人口・社会開発議員会議はカイロ宣言を具体化していくための一歩となりま

した。 

国際人口・社会開発議員会議では、①貧困と人口、②失業、不完全雇用と人口、③社会開発、 

女性の地位と人口、という 3つの議題について討議いたしました。この 3つは、社会開発を実

現する上で、基礎となるテーマであり、世界社会開発サミットの討議テーマに準拠したもので

す。 

この国際人口・社会開発議員会議の討議の結果と議決は、コペンハーゲン・ステイトメント

としてまとめられ、世界社会開発サミットにも提示されました。その中で、社会開発において

人口問題が持っている役割を明確にするように強く求めたのであります。 

この1年の間に人口と開発に関する国際会議が相次ぎました。そこで、私どもアジア議員フ

ォーラムは立法府としての立場から、できるだけの討議を行い、提言を行ってまいりました。 

私も微力ながらアジア議員フォーラムの議長と致しまして、 2つの会議で運営委員会の議長を

務め、国際人口・開発議員会議では事務総長、国際人口・社会開発議員会議では議長を務めさ

せていただきました。今後も、本年9月には、中国北京で人口問題の主体である女性の問題に

関して「世界女性会議」が開催されます。私どもアジア議員フォーラムといたしましても、女

性委員会、中国のハオ先生を中心と致しまして、積極的に関わっていくと思います。 

これまで行われてきた討議、その結果は重要なものです。このような会議を通じて少なくと

も人口と開発に対する共通認識を作り出す一助となり得たでしょうし、更に世界各地の同僚議

員のこの問題に対する関心を高めることに役立ちました。私どもはこの成果を踏まえ、ここか

ら更に歩みを進めなければなりません。立法府の議員がこのように人口と開発問題を深く憂慮

し、高い関心を寄せている今、私達がこの成果を実行に移すことが何より重要となってきてい

るのです。 

国民の代表である国会議員が、国民に語りかけ、その支持のもとで、行政府に強い意志を表

明し、私どもの未来のために正しい選択を行っていかなければ、人類に未来はないと信じます。 

私達に課せられた使命を果たすべく、皆様方のこれまで以上の御協力を仰ぎながら努力してま

いりたいと思っております。 
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アフリカの人口と開発の現状 1 

アフリカ・中東地域人口・開発議員委員会運営委員会議長 

ザンビア国会議員 

ラヴ・ム ンノぐ 

議長、桜井AFPPD議長先生、そしてUNF PA安藤事務次長、I PPFの代表の方、議

員の皆様方、こんにちは。 

まず冒頭に、今回の第11回APDA会議にご招騰いただきましたことに対し、御礼申し上

げたいと思います。特に桜井AFPPD議長に対して感謝申し上げたいと思います。私どもは、 

カイロの国際人口・開発議員会議（I CPPD) とコペンハーゲンの国際人口・社会開発議員

会議（IMP PS D) で桜井先生とお会いすることができました。 

カイロのl CPPDで桜井先生から、私どもアフリカ・中東の国会議員は、カイロで議論さ

れた人口と開発に関する問題についてより積極的に討議をするための恒久的な組織作りをした

らどうか、という提案をいただきました。この提案に基づき現在アフリカ・中東地域の人口・

開発議員委員会を準備しており、私がその運営委員会の議長を勤めさせていただいております。 

報告に先立ち、この場をお借りいたしまして、ザンビアに対して技術供与、それから日本、 

ジョイセフ、オーストラリア、インド、中国などが、財政的な援助を供与してくださっている

ことに対し心から御礼申し上げます。 

このような援助がなければ、私どものザンビアの状況というのは、現在のようにはならなか

ったと思いますし、それからカイロで採択されたカイロ宣言の中にあるような形での社会的開

発といったものはできませんでしたし、また世界社会開発サミットおよび国際人ロ・社会開発

議員会議にも参加できなかったと思うからです。 

今日は、アフリカ・中東経済、法的な枠組みの現状についてお話しし、私の考えを申し上げ

ます。 

また、コペンハーゲンの世界社会開発サミットで日本のNGOから出された日本のカントり 

ーレポートを読み、次の問題に対して今回の報告を用意いたしました。 

現在、われわれが国会議員としてどのような問題に直面しているのか、南北の政府に対して、 

われわれ国会議員として、いかに働きかけて予算の配分や政策の優先順位を変えていくのか、 

について主にお話しいたします。 

現在、世界の至るところに貧困がみられます。この貧困は、世界の繁栄している国々、たと 

えば日本のような援助供与国にとっても脅威となります。 

なぜならば、現在、日本は、世界の経済大国です。日本の 1人当たりのGNPは米ドルで 2 
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万6000ドルになっており、これはスイスに次いで第 2 位の額です。また、海外投資におい

ても、日本は世界における投資の 1 8. 1％を占める最大の投資国であり、その額は3523 

億ドルにものぼっております。 

更にまた日本は世界最大の債権保有国となっています。1992年末の時点で5136億ド

ルにのぼる債権を保有しています。政府部門だけでも 1200億ドルの債権を保有しているわ

けですが、そのうちの847億ドルは、開発途上国で発行された債権です。そういった意味で

も、日本はたいへん大きな影響力をもっています。そしてまた、世界最大の貿易黒字国で、 1 

993年度末で1300億ドルの貿易黒字を得ております。これらの統計数字は、コペンハー 

ゲンに参加した日本のNGOのレポートから抜粋しました。 

ジンバブエの代表、そして私自身は、日本の繁栄とはまったく対極にいるといっていいと思

います。つまり、世界の中で最も貧しい大陸から来たわけです。 

アフリカは、世界の中で最も高い人口増加率を記録しています。現在、年間 3 ％で人口が増

え、母子の死亡率も世界で最悪です。 

世界社会開発サミットが開かれました、コペンハーゲンに人口時計がありました。その中に

世界 6億人の子供の中で絶対貧困ライン以下で生活している子供の数が示されていました。こ

の子供達のほとんどがアフリカ大陸で生まれ、生きているのです。 

この貧困というイメージの中には、女性の顔が浮かびます。先程のAPDAのスライドの中

にもありましたが、貧困のイメージはつねに女性の顔です。そして、その女性の顔はアフリカ

の女性の顔であり、世界の女性の顔です。 

なぜ、このようなことが起こっているのか、という根本の原因を考えますと、そこにはまず、 

社会正義の欠如があげられると思います。現在、不公正な貿易が生産国と製造国との間で現実

に存在しています。 

たとえば、1965年には、銅1トンを売ってトラクタ-1台を買うことができました。 2 

台くらい買うことができたかもしれません。しかし、1975年以降、銅 1トンを売ってもト

ラクターのタイャ 1本も買えないという状況になっているのです。 

こういった状況の中で、われわれアフリカの者たちは女性の地位を強化し、適切な医療を子

供たちに施し、更に、教育レベルを高め、また、農地を拡大していくために優先順位の作り直

しをしなければならない時に来ています。しかし、現状ではそれを行うことはたいへん難しい

のです。 

アフリカ大陸の同僚のなかには、構造調整プログラムに関して、たいへん批判的な意見を述

べた人もいましたが、私は異なった意見を持っております。アフリカにおいては、われわれは

今や調整せざるを得ない時期にきております。ただ、問題はどうやって構造調整を行うのかと

いうことです。構造調整を行う上で、どのような優先順位づけをするのかということです。 

社会分野の調整をし、教育分野のインフラをきちんと構築する、貧困をより少なくしていく

ための調整が必要です。具体的には、人的資源に対して投資をするための調整、人々の能力を

より高めるための投資、そして人々が経済的活動に、より参加しやすくするための構造調整、 

そして教育を提供し、医療サービスを提供することができるような調整、これこそがアフリカ

で今、最も求められている構造調整であろうと思います。 



その意味で日本は、アフリカにたいへん大きなチャンスを与えることのできる力を持ってい

ると思います。皆様方の中には今回の世界サミットでの宣言の中にありました20/20のコ

ンセプトをご存じの方もいらっしゃると思います。これはたいへん有益な概念です。これは皆

様方にとっては「役に立つ概念」というようにしか映らないかもしれませんが、私どもにとっ

ては、これがわれわれの生活を改善するためのたいへん重要なコンセプトなのです。つまり、 

これまで多くの国々から財政的援助をいただいており、先進国が、開発援助の 20％を社会部

門に当てるというこの方式を実現することは、われわれアフリカの国会議員が、国家予算の 2 

0 ％を社会開発へ向けるように各国政府にプレッシャーをかける上でたいへん重要なツールに

なるからです。 

われわれ国会議員として、政府を代表するのではなく、国会議員同士として話をしていく上

で、われわれがいかにして、現状を広く知ってもらうかということが重要であると思います。 

そうして、いかにして、意味のある援助をより多くしていただき、その力添えを得て、日本や

そのほかの北の国々に最終製品を出すことができるようになり、購買力を持ちうるような国に

なれたらと考えております。日本やアジア地域の国々が達成した繁栄をわれわれも達成したい

と感じます。 

この機会を利用いたしまして、国会議員の皆様方に訴えたいことがあります。アフリカ・中

東地域において、これから、アフリカの、つまり人類全体の幸に資することができるような、 

このAPDA会議のような会議を開きたいと思っております。幸福というのは皆で分け合うこ

とによってけっして減るものではありません。われわれは互いに協力することによってより良

い世界を作ることができるのです。そしてこれから先も、人類全体にとって良いこと、すばら

しいことを追及していかなければなりません。 

なぜならば、われわれは互いに相互依存しているからです。北の国々は南の原材料に依存し

ており、北の繁栄は南に依拠しているところが多いからです。 

政府や議会においては、このような問題をとりあつかう上で困難が生じるかもしれません。 

しかし、日本の国は仏教の国です。仏の国です。桜井議長、ぜひこの仏の精神のもとに、とも

に人類の幸せを更に高めていきましょう。 



アフリカの人口と開発の現状 

アフリカ・中東地域人口・開発議員委員会運営委員会事務総長 

ジンバブェ国会議員 

M.T.S‘チナマサ 

議長ありがとうございます。前田APDA理事長、桜井新AFPPD議長、 並びに、各国代

表の皆様、発表の機会をお与えいただきありがとうございました。 

また、APDAに対して、兄弟愛にみちた招待状を私どもアフリカの代表にお送りください

ましたことにお礼を申し上げたいと思います。 

それにもまして日本国政府、並びに日本の国民がこの重要な会議をこの美しい東京の心あた

たかい街で開かれましたことに敬意を表したいと思います。 

昔、アフリカは暗黒の大陸ということで知られておりました。時間が悠々とあり、ゆっくり

と毎日を送っていました。歴史から見て、確かに暗黒の大陸だったという表現は、当を得てい

たかもしれません。ジャングルに覆われ、自分の自治さえままならない非文明人が住んでいた

大陸だったからです。 

しかし、ここにおられる皆様方は、私どもの立場を理解してくださると思います。なぜなら、 

私達は政治的、経済的そして社会的にいろいろ共通の問題をかかえていると思うからです。 

私どもが今回アフリカから出席したということは、アフリカが近くなったということの証左

ではございませんか。 

今日のアフリカは暗黒の大陸を脱し、問題の大陸となってしまいました。先進諸国に追いつ

こうと努力をしている大陸になったわけです。未開発の分野を脱却し、貧困を撲滅し、今の内

紛をなくすために、経済的にも政治的にもさまざまな決定をしなければなりません。 

今日のアフリカ各国における内乱、内争というものが無意味な人命の損失、そして人類の大

問題である難民の流出をもたらしています。この悲劇は、単にアフリカ大陸にとどまるもので

はなく人類の悲劇だと言わせていただけると思います。 

またこの多くのアフリカの問題は、貧困と非識字から出るものです。空腹の人間は立腹しや

すく、戦闘的な人間になりやすいものです。そうであるならば、貧困を撲滅することがアフリ

カが、平和と安定を取り戻すのに重要な条件となります。そして、自国の統治をし、開発を進

めるのに重要なことだと思います。 

アフリカが抱えるこの問題を解決するためには、構造調整を成功させることが必要です。構

造調整を成功させて初めて政治的な社会的な問題を解決できると言い切れるのです。 

このように確かに経済改革は必要です。しかし、その経済改革がアフリカの文化、アフリカ

の伝統を無視したものであってはならないのです。今までのところ経済改革は、アフリカの文 
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化、伝統的な生活のやり方を無視して行われているために、貧困はますます悪化し、非識字の

人達も増えております。 

特に女子学生は中途退学が多く、中学に進学できる学生数は少ないのです。そして、全体教

育のための資源も限られたものですが、特にいちばん必要な人口が密集し、その必要性の高い

農村には向けられておりません。 

アフリカでは、ますます干ばつが悪化しておりますが、その干ばつによって状況は更に悪化

しています。 

多くの農村はモノカルチャーで、 1つの作物しか作っていません。多様な作物を作らないか

ぎり、雨の少ないときには、貧困と飢餓が蔓延してしまいます。ですから、農村において干ば

つの時に起こる貧困と飢餓を防ぐための、他の作物を同時に作るなどの対策が必要です。 

この意味でも経済改革を進める必要があるのです。この経済改革を進める上でもアジアの兄

弟姉妹の皆さん方には、私どもが直面している問題を理解し、経験を分かち合い、そして意見

の交換を行うことで援助を行う姿勢を示していただいております。 

アフリカにおける当面の頭痛の種は、出生率の高さ、到底許容できない非識字率の高さ、そ

して貧困の悲惨さです。出生率が高すぎて、アフリカの経済はそれを吸収し得なくなっていま

す。人口増加率が 2％を超える現況ですと経済の発展も持続できないのです。高い人口増加率

が経済の成功を相殺してしまい、せっかくの改革計画もむなしく終わってしまいます。人口増

加率が高ければ、経済開発に成功しても人の数が増えるわけですから、 1つの口にもっていく

量は少なくなってしまいます。 

もちろん、人口だけが経済改革の万能薬だとは思いません。しかし、出生率が高くて、死亡

率が高いことが、意味ある持続可能な経済開発の足を引っ張っていることは確かなのです。ま

た、われわれが植民地国から継承した教育では、今日のアフリカのニーズを満たす人材をつく

ることはできません。 

今、アフリカが必要としている教育制度は、ものを考える人間を作る教育制度です。そして、 

自国に誇りを持ち、文化に誇りを持ち、伝統を誇り、そして自分の国民を誇りに思う人です。 

そういった個人だけが技術の移転をする受け皿になることができるのです。その人こそ、後進

性を超えて何十年、何世紀、アフリカの足を引っ張ってきた問題を征服することができる人間

だと思うのです。 

今回、アフリカから初めて私どもが参加させていただいたということは光栄でもあり、特権

でもあります。今回の参加によって、アフリカの人達がこれまで与えられてこなかった新しい

チャンスをいただいことになります。そしてアフリカがこれから進まなければならない経済の

繁栄にむけての道をすでに歩んでこられた国々の皆様にお目にかかることができました。皆様

方の奇跡をどうぞ私どもにも移転してほしいと思います。 

皆様方は、経済の開発、または改革プログラムで貧困を撲滅されました。そしてそれを持続

するための出生率の低下に努力されております。アフリカはこれから経済成長を始め、経済離

陸するために人口増加の停止を求めています。それがあって初めて貧困と疾病と飢餓と無知を

克服することができると信じております。 

最後に、アフリカ・中東人口・開発地域議員委員会設立に当たりご尽力いただいた、桜井先 
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生、安藤次長、そしてホリスさんに特に感謝をしたいと思います。私達アフリカの国会議員は、 

カイロ会議が開かれる前には、アフリカの人口が大きな問題であると考えておりましたが、カ

イロ会議の後ではアフリカだけではなく中東の人口問題の厳しさも理解いたしました。その結

果と致しましてアフリカと中東地域が一緒に手をたずさえて人口と開発に関する議員委員会を

作ることになり設立準備を進めることになりました。 

この人口と開発に関する国会議員の地域委員会の役割は、議員委員会の各国委員会をまず作

り、進歩を監視し、情報を必要なところへ提出することです。会議を立ち上げる初期の段階で

はアジアの兄貴分の皆様方に頼っていかなければなりません。特に資金的に申しますと、まだ

まだアフリカは小さい存在です。そこで今後われわれが成功し、目標を達成するためには皆様

方の財政的な援助に待たなければなりません。 

これまでも、アジアの各国はアフリカに対し大きく貢献されてこられました。ジンバブエに

おいては日本、オーストラリア、中国などに協力いただいております。ここで特に、ジンバブ

エの議員としてインドの代表団にジンバブエに対する協力に感謝をしたいと思います。インド

は国家開発において必要な教育に財政的にも貢献していただいております。そしてインドが訓

練してくださっているジンバブエのエンジニアがこれからジンバブエの経済の離陸を支えるこ

とになると思います。 

ありがとうございました。 



アジアの都市化と開発調査 

ー タイ ー 

日本大学人口研究所名誉所長 

黒 田 俊 夫 

タイ国の開発・環境問題の全部をここで述べることはできませんので、昨年行ったタイの都

市化に関する研究を要約して申し上げます。 

おかげさまでタイの国会議員の先生方、そしてタイ国政府のご援助をいただくことができ、 

十分な成果をあげることができました。改めて御礼申し上げたいと思います。 

ここでの報告は、タイの経験がいかに素晴らしかったかということを報告するにとどまると

思います。人口転換、経済成長においてタイの成し遂げたことが素晴らしかったということを

改めて報告させていただきます。 

手元にニューョークの国連本部から受け取ったばかりのペーパーがございます。これは「世

界の都市の集積（アーバン・アグロメレイション）」と呼ばれる小冊子です。 

今回の調査と、この小冊子を利用いたしまして、最近の人口と2025年のバンコクの人口

を調べてみました。すでにバンコク大都市圏におきましては昨年の人口で640万人と出てお

ります。 

これが 2025年には1060万人と増加致します。1994年から1995年にかけてバ

ンコクの人口は年率2. 2％で増加しております。これが2010年から2015年の 5カ年

をとってみると、 2. 6％になるという数字が出てます。大変な事態だと思うわけです。 

人口増加と経済成長だけではなく、タイの経験はアジアでもユニークです。人口転換を行う

上で人口の増加率をきちんと管理するということでは、タイの経験はモデル的です。 

一般に発展途上国の人口はその発展に伴いまして出生率が高く、死亡率が高い状態から低出

生率、低死亡率へと転換がみられます。これを人口転換といいます。その転換の程度を示しま

す指標として人口転換指数があります。この人口転換指数は、出生率と、死亡率などから計算

することができます。タイの出生率と死亡率は著しく改善されております。この出生率の低下

と死亡率の低下をみて、人口増加をうまく管理しているその姿が浮かんでくるのです。 

この人口転換指数は、実際には合計特殊出生率とそれから出生時の平均余命から計算します。 

けっして複雑な計算式ではありません。この出生率と平均余命さえわかれば人口転換指数とい

うのは簡単に計算できます。 

タイの合計特殊出生率が現在2. 2です。合計特殊出生率の2. 1は人口の置換水準ですか

ら、この水準に近づいてきているということが申せましょう。それから、タイの出生時の平均

余命は、6L 8歳となっております。東南アジア諸国のなかでも、シンガポールを例外とい

たしまして、マレーシアに次いで長寿となっています。 

マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、いずれも合計特殊出生率3以上になっ 



ておりますから、タイの 2. 2というのはひじょうに低いということになります。 

このような素晴らしい転換をどうやって図ったかということが重要です。結果としてタイ国

の人口増加率を抑えることになったわけです。 

先程、アフリカの代表の方から人口増加が経済成長の足を引っ張るというお話がありました

が、タイは、その人口増加抑制を出生率を下げることで達成したということができるのです。 

この出生率の低下と同時に死亡率の低下による平均寿命の伸びも加わりまして、タイの人口転

換指数は、 0. 8 5となっております。 

人口転換指数が 1. 0ということは、出生率も死亡率も低下し、平均寿命も伸び、人口転換

が完全に終了したということを示しますのでタイはかなり高い水準を達成しているわけです。 

日本では幸い大分前にすでに人口転換の終了を意味するこの 1. 0というのを達成しており

ます。香港なども今 0. 99、台湾も 0. 93と、ほぼ終了しかけております。韓国で 0. 8 

8です。それに続いているのがタイで、東南アジアのなかで、 0. 85という数字を出し、シ

ンガポールを例外として、東南アジアの中で人口転換指数が最も高くなっております。 

このことが、タイが明らかに人口の増加率を下げることに成功したということであり、また

人口の動態が変わったことがタイの経済成長に大きく貢献しているということです。経済成長

率を国際比較しますと、タイの経済成長率は非常に高いものです。1987年には9. 5%、 

その後は 2桁台です。1988年は 13%、そして1989年には 1 2%、 1994年は11 

％です。人口転換指数と経済成長率というのを並べてみることは意味あることです。このパタ 

ーンは多くの国々に見られます。 

アフリカでは人口増加率が高く、それが経済成長の足を引っ張っていると、アフリカの代表

が言われましたがまさにそうなのです。経済成長を急速に進めるためには人口転換を完了させ

なければなりません。人口転換を成功させるということは、平均寿命を伸ばし、出生率を低下

させるということです。こうなりますと経済成長に好ましい状況ができるのです。 

これはタイの状況なのですが、タイのこのパターンは、日本とアジアNIEsのパターンを

そのまま踏襲したものと思います。 

これは、たいへん興味深い点だと思います。まず日本から出発して、まったく同じパターン

とはいえませんが、さまざまな国による差異を示しながらも似たようなパターンが日本からア

ジアのNIEsへ、その他のアセアン諸国へと波及して参りました。シンガポール、香港、韓

国、台湾、タイ、それから今はちょうど中国がこの事例に当てはまります。 

中国の事例は、人口政策、経済成長との関連から申しまして現在、最も興味深い事例となっ

ています。このような実例から見ましても人口政策と経済成長の政策を同時に行うのは、経済

成長を推進するためにたいへん良い政策だと私は思います。 

もし、出生率の低下を急速に達成すると、人口の高齢化が起こるといわれています。しかし、 

高齢化社会になる前に、たいへん好ましい年齢構造がでてくるのです。確かに、人口抑制政策

を急激に行いますと、子供の人口は年々少なくなります。その一方で高齢者は増えていくので

す。しかし、それほど急速に増えるわけではありません。 

出生率低下政策というものを終了し、完成しますと、従属人口指数が小さくなります。従属

人口指数といいますのは、子供の人口と老人の人口の合計を生産年齢人口で割った数字です。 
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つまり100人の生産年齢にある人口が、扶養者になる高齢者と子供を何人支えるのかを表す

従属人口指数が減るわけです。 

1970年においてはタイの人口構造では、従属人口指数というものが 96. 9で100に

近いものでした。つまり、これは労働人口100人がちょうど100人の扶養家族、子供と老

人を支えなければならなかったわけです。 

ところが、1980年になりますと 56. 7、そして1990年代になりますとちょうど 5 

0 になりました。わずか20年で100から50へと減ったのです。 

どうしてこのような状況になったのでしょうか。国連の推計値によりますと今年1995年

においては、更に低下しまして50以下49. 9になります。次の世紀になりますと、200 

5年には 4 6、 2030年にはまた50に戻るというように変化してまいります。これはタイ

で従属人口指数が非常に低い時期が1995年から2030年までちょうど35年続くことを

意味します。 

この時期、タイの従属人口指数は非常に低いものとなり、社会的、経済的な負担が小さい状

態が続くのです。これはタイの経済、社会開発にとってたいへん都合の良い状況といえましょ

う 

数十年まえには100人の子供と高齢者を生産年齢人ロが支えていました。それがわずか 5 

0 人になるのですから、これは国民にとってだけではなく、政府にとっても非常に好ましい状

況といえます。このような好ましい要因を使って、経済成長、社会福祉を加速化させることは、 

たいへん良い戦略だと思います。従いまして、タイは、これから30年、40年という、たい

へん長い時期において、経済成長を促すようなとても良い状況に恵まれる時代にはいるといえ

ます。 

これはたいへん結構ですが、その後はどうなのでしょうか。2030年以降になると、従属

人口が増えてきます。 

私ども、たとえば日本の場合もそうでした。今まで私どもは、日本が経済成長を享受した時

期、日本の従属人口指数は非常に低かったのです。高度成長期であった1970年には、従属

人口指数が 45だったものが、今はどんどん増えています。 

高度成長期以前の日本の従属人口指数は70という数字でした。人口転換に伴ってどんどん

減り、1970年には45になったのです。日本はこの低い従属人口指数のもとで、経済成長

の時代を経験することができたわけです。 

ほかの経済的な要因はすべて別として、この人口という問題だけを考えますと経済発展の陰

にはそういう状況があります。経済発展を論じる上で人口という問題がよく無視されてしまい

ますので、その点を強調したいと思います。 

日本は今はそういう状況ではなくなってきています。しかし、皆様は、これから急速な出生

率の低下を達成することで社会的負担の少ない状況を作り出すことができると思います。その

ためには、出生率低下の時期、速度によって、経済成長期がどれだけ長くなったり、短くなっ

たりするのかを考えなければなりません。従いまして、政府にとっても国民にとってもそうい

う長い目をもって30年後、40年後にかならず到来する高齢化社会というものを考えながら、 

努力をしなければならないのです。 
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日本は確かにそうでした。これからはタイもそうなるでしょう。韓国、中国も似たような状

況にあります。ほかのアジア諸国、東南アジアをふくむ地域、たとえばマレーシア、インドネ

シアもしかり、ベトナムもそうだと思います。アジア諸国がすべてタイと同じような方向に進

めば同じ事が起こります。またアフりカからいらっしゃった友人にもけっしてこれは自分と無

関係ではない、自分の国にもそういうことがいずれ来ると考えていただきたいと思います。 

これまでタイの経済発展と年齢の人口学についてお話をいたしました。しかし、一つ忘れた

ことがあります。タイは人口政策がうまくいってすべてがバラ色というわけではありません。 

環境破壊、公害問題、こういった深刻な問題が出てきているのです。 

経済成長率が非常に高くなった。しかし、その結果として環境問題、汚染の問題、公害の問

題が起こりました。台湾もそうです、韓国もそうです、そして最近は中国もそうだと思います。 

めざましい経済成長の結果、公害、環境問題が起こります。 

このように良い事ばかりではありません。いい時代が続いてもかならずその後に問題が起こ

るのです。チュラロンコン大学のスラポーン・スーダラ教授がそれについて日本語で朝日新聞

に「アジアの環境問題と日本」という論文を掲載しています。そのなかで、バンコクの学童の

自動車の排気ガスによる慢性的な鉛中毒、また、タイの農村地域の農民における有毒な農薬に

よるいろいろな病気や症状、化学工業団地における工場労働者や住民の不可解な死亡事件など

を列挙しています。 

そして、このスーダラ教授は、どうしてタイは他の国、特に先進工業国の経験から学ばない

のか、どうしてその苦い経験が教訓とならないのかということを力説しています。 

私どもは確かに公害病などいろいろなことを経験しています。四日市という地域では四日市

端息と名付けられた公害病等もありました。私ども日本では 1970年代、80年代に入って

も深刻な公害問題があったのです。タイの若い研究者が、タイの臨海地域の重工業地帯や化学

工場の建設のことを憂慮し、この四日市で研究したのです。そして彼は、20年前の四日市と

同じような工業団地、工業地帯がタイに今できつつあり、すでに、深刻な環境問題になってい

ると報告しています。 

こういうことを考えると、ぜひ、タイの議員の皆様、もっと日本のそういった悪い面をよく

調査し、そういった日本の苦い経験から学んでいただきたいと思います。 

企業は一般に非常にお金のかかる公害防止対策、環境保護対策には、なかなか投資をしてく

れません。もっと議員の皆様、それから学者、また地域住民などが、企業に対して公害防止対

策をしっかりと行うように圧力をかけなければなりません。 

それが私の結論です。 

どうも、ご静聴ありがとうございました。 



表 1 東7ジアおよび東南アジア諸国の人口転換指数 

国および地域 ~合計特殊出生率 1 出生時平均余命（年）~人口転換指数 

東 ア ジ ア 

日 	本 1.5 79.0 1.00 

香 	港 1.2 77.9 0.99 

台 	湾 1.7 73.8 0.93 

韓 	国 1.8 70.6 0.88 

中 	国 2.2 70.9 0.88 

北 朝 鮮 2.4 70.7 0.85 

モ ン ゴ ル 4.7 63.4 0.54 

東南アジア 

シンガポール 1.8 74.5 0.90 

タ 	イ~ 2.2 68.1 0.85 

マレーシア 3.5 70.7 0.75 

インドネシア 3.0 60.1 0.68 

フィ リ ピン 4.0 64.9 0.63 

ベ ト ナ ム 3.9 63.9 0.63 

資料： 会計特殊出生率および出生時平均余命は，1992 ESCAP Data Sheet, 

しかし台湾は The Statistical Yearbook of the Pepublic of China 

1991による0 

備考： 人口転換指数の計算式は次による。 

DT I (Demographic Transition Index) 

= 0.5 ((7.6-TFR)/5.5) + 0.5 [11 (79 -eo)i36) 

この詳細については、黒田俊夫：Demographic Tnansition in Japan and 

Its Spread in Asia（毎日新聞社人口問題調査会の The Population and 

Society of Postwar Japan 1994，第 1章16ページ参照）。 



表 9 東アジアおよび東南アジ7の実質経済成長率（%) 

予 測 
卿あるいは地域 1987 1988 1989 1990 :1991 1992 :199:3 

1994 i 1995 

中 騒 

Tジ T\ I ES 11.8 9.9 6.6 7.6 8.0 5.5 6.0 7.1 	7.1 

緯国 

台湾 

香港 

シンガポール 9.4 11.1 9.2 8.8 6.7 6.0 9.9 9.1 	8.9 

アセアン‘Iケ国 5. 5 8. 9 9. 1 8. 5 6. 7 6. 3 6. 8 7. 5 	8. 5 

タイ 9.5 13.3 12.2 11.6 8.1 7.6 7.8 8.4 	10.2 

インドネシア 4.9 5.8 7.5 7.2 6.9 6.3 6.5 6.5 	7.2 

マレーシア 

フィリピン .1.8 6.8 6.2 2.7 -0.5 0.1 2.0 4.8 	5.1 

9 ケ国平均 

資料 日本経済研究センター 四半期経済予測（総論） 1994年12月No.88. 

P. 8 の表 3アジア諸国の実質経済成長率． 

備考 アジアxI Es，アセアン (. .1 ケ国〉，および中国を含む 0 ケ国は

各国各年のじ Sドル換算の各国GNP (GDP）で加重平均したも

の（各国集計J. 



【ナフシア・ボイ議長：インドネシア】 

ありがとうございます。黒田先生のひじょうに啓発されたスピーチに感謝申し上げるのです

が、3つ質問がございます。 

―つは、先生のご経験からこの人口転換指数というのは、その政策立案、行動計画決定の上

で、どれだけの意味をもつのか、どれだけ重要かということでございます。 

今のお話ですと、人口転換指数は 1. 0がいちばん高くそれを目標とすべきだと理解いたし

ました。これはTFRとそれから平均余命によって変わってくるということなんですが、この

数字を政策決定、立案にあたって、どう使ったらよいのかということについてのガイドライン

をお教え願いたいのです。これが、第1問でございます。 

第 2問は「都市化と開発」というタイトルがついておりますが、中身はそういうことではな

かったと思います。都市化がこの人口転換指数にどういう影響を与えてくるのかということを

お伺いしたいと思います。それによって人口政策、開発政策、またはそれらのプログラムが影

響されるのか、これが 2問目です。 

3 番目は、タイに関してよく問題となるのはエイズの蔓延です0 ェイズの蔓延が、タイにお

いてはなはだしいということをよく聞きます。こうなりますと、TER、出生率も下がり、平

均寿命も低くなると思います。そうすれば経済成長も低くなるのではないかと思うのです。 

そこで先生に伺いたいのは、エイズという疫病が、この人口転換指数にどのような影響をタ

イにおいて、また他の国でもたらすのかということです。 

それから、高齢化の問題です。今はタイは非常に状況がいいということを言われました。し

かし、これからの 10年先はどうなのでしょうか。人口も高齢化し、出生率とTFRも下がる

ことになるだろうと思います。そうなりますと人口転換指数というのは上がるはずですよね。 

それが開発の成功とどう関わってくるかということです。つまり人口転換指数を指数として人

口開発プログラムを作っていく場合にどう使ったらいいのかお教えいただきたいと思います。 

、
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もう 4 問質間が出たようですね。黒田先生5分で解答して戴けますか。 

【黒田俊夫：日本】 

今のご質問に答えるには 1時間かかってしまいます。 

従いまして重点を絞ってお答え致します。まず年齢構造について。出生率低下に伴って高齢

化が進行するというご質問についてお答え致したいと思います。出生率が下がるに従い高齢化

の現象が起こることは避けられない事実です0 出生率が下がりますと子供人口が減るわけです

から、年齢構造の中における若年者の比率は減少します。 

しかし、高齢化による影響を心配する前にこの出生率の低下がもたらす非常に好ましい状況

が生み出されるのです。一般的に言いまして出生率の低下に伴って、社会が扶養しなければな

らない子供の人口の負担が減り、高齢化が進展してあらたに高齢者による社会的な負担が増大 
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するまでには 35年～40年ぐらいかかると思います。その間、人口の従属人口指数が低い時

期が続くわけです。 

それは高齢化の前に起きます。従いまして出生率を下げることができさえすれば従属人口の

比率は下がり、社会的な負担の低い時期が長く続くわけです。タイの例で申しますと1970 

年には従属人口指数は100でした。しかし、出生率が急減したことで、この従属人口指数が

現在までに100から50へと低下したのです。 

ですから、出生率の低下は、政府にとって経済の成長を行い、社会的なさまざまな制度を整

備するための財源と時間を生み出すことになるのです。高齢化が厳しくなり、社会的な負担が

増大する前に、それに対応するための 30年～40年の時間を稼ぐことができるということで

す。従いまして、高齢化の影響を心配するよりもまず、高齢化がはじまる前に、その好機を生

かして全ての努力を傾注すべきなのです。 

これは、国ばかりではなくて、個人の生活をみても同じことがいえるわけです。つねにハッ

ピーということは人生にはないだろうと思います。楽しいこともあり、不幸なこともある。国

も同じことがいえるのではないかということです。 

いずれにいたしましても、出生率急減をまず図る必要があります。そこまでは政府もそうだ

といい、国民もそうだというはずだと思うわけです。しかし、そこで出生率が急減しますと、 

高齢化というまた違う問題が起きると憂慮するのです。しかし私がここで申し述べたいことは、 

高齢化のような違う問題が起こることを憂慮するのではなく、その間の好機を生かして、その

問題が起きる前に手を打つということなのです。 

このことをアジアの皆様にご理解していただくことが政策立案を行う上で重要になるかと思

います。 

確かにご指摘の通り都市化にはあまり触れておりません。タイに焦点を合わせ都市化につい

て話したかったのですが、タイの事例は都市化に関しましては特異的です。通常、経済の近代

化、工業化によって都市化が進展します。しかしタイの場合は、都市化は相対的に申しまして

あまり進行していないのです。タイの都市人口比率はだいたい 35％程度にとどまっています。 

その特徴と致しまして、バンコクばかりに人口が集中し、プライマリーシティ（首位都市） 

という役割をバンコクが果たしています。ある意味で申しますとバンコクに集中しているから

こそ経済成長をあれだけ急激に達成することができたということだろうと思います。 

そのタイでも、人口が 10万くらいの中都市などはたくさん増えてきております。他方、バ

ンコクも更に拡大をして大きくなっています。それに伴いまして環境問題が悪化するというこ

とは目に見えてわかっているわけです。 

【ユーフー・イーショーン：シンガポール】 

ただいま先生から、出生率の低下は政府に時間稼ぎをさせることになる。そして、高齢化の

政策を打つことができるとお聞きしたのですが、もう少し具体的な提案をしていただけません

か。 

たとえば、シンガポールの場合、出生率は 1. 8です。それから高齢化もかなり厳しくなっ

てきています。現在、60歳以上の高齢者 1人を 8人の人が支えておりますが、2030年に 
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は 2人が 1人の高齢者を支えるという年齢構成になります。 

そこで、出生率の政策を政府はどうとったらよいのでしょうか。 

【議 長】時間がございませんので、明日シンガポールやタイのカントリー報告がありますか

ら、そこで少し話し合いましょう。この世界には、中断病という知られざる病があります。議

長は中断をしなければなりません。 



アジア諸国の農業・農村開発調査インド 

ー インド 

東京大学名誉教授 

川 野 重 任 

1 問 題 

人口と経済発展との間にある種のバランスを得させることは、世界的に重要な課題の 1つで

ある。 人口の増加は経済発展の結果であると同時に、その前提の条件でもある。しかし、そ

の相互関係は経済水準、発展の段階によって一様でなく、異る。 

経済水準が著しく低い時の多産多死から、その水準が上るに従って多産少死、少産少死の形

をとるにいたることは周知のところである。そして多産少死の過程で人口の急増が起こり、こ

れが逆に経済成長を抑え、また、失業問題、食糧不足の問題を引起こすことはしばしば見られ

るところである。この関係からいわばこの過程をいかに短期間に通過するかということが、経

済成長との関連における人口政策の重要課題と見ることもできる。 

今回、われわれはインドの農業発展の方策条件を探るべく、短期間の現地調査を含めての検

討を行ったが、この問題は深く人口政策の問題にもかかわる。 

2．緩慢な人口転換と農業への人口圧力 

インドは国土面積についてはアジア第 2位、人口的には世界第 2位の大国である。そして人

口については、すでに全体として、出生率・死亡率の低下が始っているが、その転換のテンポ

は緩慢で、たとえばこの100年近い期間の変化は（1901一 11)、 (1990）年間の 

変化として、出生率は 49. 2%0から 29' nO!C). 	/0O、死亡率は ,1 C). 6%Oから(). QO/C). V/OOへという 

状態である。死亡率の低下が殊に著しいが、これは多分に、第二次大戦後の政府による公衆衛

生などの施設拡充や安価かつ効果的な薬品などの入手が可能となったことによるものとされる。 

その結果、今日なお C)0 0/J /00台の高率の人口増加が続き、2045年には総人口は16億を超

えて中国を抜き、世界最大の人口規模になるであろうとの予測さえ行われている。 

死亡率低下がこのように生活水準上昇の結果としてでなく、衛生条件などの改善の結果とし

て急激に起こる場合には、それが却って経済成長抑制の条件ともなる。事実、インドの場合、 

最近数年間についてみても、全体としてのGNP成長率も低迷し、1人当りGNPとしても1 

990年、1991年、1992年、それぞれ360ドル、330ドル、310ドルといった

状態である。 

しかし、長期的にインドが経済成長の過程にあることについては疑間の余地なく、既にかな

りの中産階級人口を抱えるにいたったといわれ、また、ある種のハイテク技術については近隣

諸国に技術援助を行うなどの優れた実績をもつこともまた周知のところである。しかし、国内

の人口配分としては、なお74. 3% (199 1）が農村部にあり、その農業生産のGNPに 
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占める比率は 3 2% (1 9 9 2）にとどまるとされている。いわばその生産性の低さ、所得形

成上の寄与の低さが全体としてのGNPの水準を規制し、抑制することになっているといって

よいであろう。 

3．人口圧力の下での農業展開 

では、この数十年の間に、全体としての農業の構造はどのように変わって来たか。 

長期的には、農村人口も増えたが、耕作農地も増えれば、瀧既面積も増えた。それによって

耕地の利用率も高まれば、農業生産物の生産数量も増え、生産性もそれなりに高まって来たと

される。 

すなわち、1950-5 1~1 990-91年の期間に農村人ロは、 2億9860万人から 

6 億 2870万人に増えたが、総労働人口に占める農業労働人口（農業経営者と農業労働者） 

の割合は69. 4％から 64. 8％へと低下した。総耕作農地面積は 1億3190万haから 

1億8550万haへ、 

cropping intensityは 11L lから 1 30. 4へと高まった。濯概面積は2260万haから 

6180万haへと増加。その1990-91年の作物別割合は小麦79. 8%、米 45. i%、 

大麦50%、サトウキビ84. 2%、豆類 10％とされる。 

その結果、農業生産の増加振りは次の如くで、 

表1 農畜産物生産推移 

単位 1950一51 1993-94 倍率 

穀物生産 50. 8 182 3.6 百万トン 

米 20. 6 79 っ
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穀物の高収量品種 百万ha 15. 4 66. 1 

(1970-7 1) 
ミ 	ル 	ク 百万トン 17 60. 8 

卵 十億個 1. 8 24. 4 
羊 	 毛 百万kg 27. 5 42. 2 



まず、農業生産物については、米、小麦、雑穀、油糧種子、サトウキビ、綿、ジュートなど、 

ほとんどの生産が 1 950-5 1、 1 993-94の比較として 3 倍ないし 8 倍に増えている。 

農村人口の増加率 2. 1倍を超えての高い増加率で、殊に小麦・ポテトの増加率が顕著で、米の

生産増に関連しては、高収量品種作付面積の増加が目立つ。また、畜産物生産の増加も目立つ

が、中でも卵の生産増加が顕著である。 

しかし、これが同時に肥料、農薬などの投入財の使用増を伴ったこと、また、瀧概施設整備

を中心とする各種公共投資の増加を伴ったことはいうまでもない。肥料、殺虫剤の使用増につ

いては次のような数字が示される。 

表 2 肥料・殺虫剤の消費量 

単位 1950-5 1 1993一94 倍率 

肥料消費量 10万トン 0. 69 128. 3 185. 9 

殺虫剤消費量 1000トン 2.35 75. 0 31. 9 

しかし、この農業生産の展開には波があるようである。 1949-5 0-1 964 一 65年

期には耕地の拡大を背景に、次いで1965-6 6-1 980 一 81年期には濯概施設の拡大

や高収量品種の普及を基礎として、更に1980年代に入ってからは、市場整備、貿易及び制

度的枠組についての改善策で成長がもたらされたとする。そしてその生産性の伸びは、後の時

期になるほど高かったとされる。 

しかし、時期を1970 一 7 1~1 985 一 86年間に限ってみれば、次表のように、全体

としての経営土地面積はほとんど変わらないのに、経営数は37％も増えた。増加農業人口が

限られた耕地の上にひしめき、耕作規模をいよいよ小さくしつつあるという感じである。 

表 3 経営数・面積・規模の推移 

1970 -71 1976-77 1980-8 1 1985-86 

保有経営数（百万） 71. 0 81. 57 88. 9 97. 2 

経営面積（百万ha) 162. 0 163. 34 163. 80 164. 56 

保有平均規模（ha) 2. 3 2. 0 1. 84 1. 69 

4 ．先進州と後進州 

しかし、広大な地域にまたがるインド農村である。その様相は一様ではない。生産物も多様

なら、生産性の水準も一様ではない。インド政府計画委員会は、所得配分をはかる指標として

貧困線（1973-74年の 1人 1日当りカロリー摂取、農村部で2400カロリー、都市部 



で2000カロリーを可能とする月支出をそれぞれ49. 10ルピー、 56. 60ルピーとし

て算定、それをみたし得る所得水準であるかどうかを判定の基準とする）なる概念を設定。そ

れによって貧困線以下の人口比率を次のように、 1987-88年の場合、 都市部 20. 1％に対し

て農村部は 33. 4％とした。 

表 4 貧困線以下の人口比率 

1972-73 1977-78 1983-84 1987 -88 

村
市
 

農
 
都
全
 

部
 
部
 
体
 

 

54. 1 51. 2 40. 4 33. 4 

41. 2 38. 2 28. 1 20. 1 

51. 5 48. 3 37. 4 29. 9 

出所：計画委員会 

ところが、平均 29. 9％の貧困線以下での人口割合も州別に異り、たとえば、Orissa4 4. 

7%、 Bihar 40. 8％といった具合で、農村部の比重の高い州ほど高く、また、農村部のあ

り方自体によってもこの率は異ると判断される。 

このことは逆にいえば、生産力的に進んだ農村部もあれば、後れた農村部もある。そしても

しそうなら、前者の条件を分析することによって、後者の進歩を促進する条件を引出すことも

できるのではないかと考えられる。 

このような観点から、われわれはいわば先進州と後進州との比較、対照によってこの問題を

検討することにした。前者として選ばれたのは、Punjab.ぬryana 2州であり、後者としては、 

Bihar 州が選ばれた。 

3州の各種社会指標の比較は次の通りで、 1人当り州内純生産の格差は、先進州と後進州と

の間で実に 3倍に近く、各種社会指標の格差がこれに対応する。 

表 5 州別社会経済指標 

1人当り 

州内純生産 

1988-89 

家族計画

実施率 

1989 

識
 

1
 

率
 

1
  

字
 

9
8
 

 

平均寿命 

（女） 

1986一91 

平均寿命 

（男） 

1986一91 

Pun jab 6227 69. 6 33. 67 62. 69 62. 84 

H aryan a 5274 59. 4 26. 89 57. 21 59. 89 

Bihar 2266 25. 8 19. 94 53. 71 50. 71 

ではこの格差をもたらしたものは何か。まず Punjab . Haryana 両州はインドの総作付面積 
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の 3. 52％しか占めないが、インドの小麦、米生産のそれぞれ 35. 4%.. 1 0. 6％を占

め、特に米については、その供給力の増加は小麦のそれとともに、インドの食糧需給安定上大

きな意味をもつにいたっているとされる。 

その発展の基本線は、もともとラビ期（ 1 0-4月）を表作とする小麦作地帯が、いわゆる 

「緑の革命」によって裏作のカリーフ期（ 4 一 10月）の米作の急増を含めて、HYV小麦と 

HYV米の米麦二毛作地帯としての発展をとげるにいたったことである。1980年代にはこ

の結果、米・麦ともに土地面積当り収量はインド全体の平均の 2倍水準に達したとされる。 

「緑の革命」はいうまでもなく、単なる高収量品種の採用だけでは成功しない。適時適度の水

の供給を可能とする瀧既条件の整備と、安価、効率的な化学肥料の供給などが伴わなければな

らない。 

そしてこの地域の場合、濯概条件の整備に併せて、土地の交換分合 （Land Consolidation) 

が水の問題を解決し、現在濯既地率は Punjab 9 0 ％余、Haryana 7 0 ％余に達しているとい

う 

瀧概条件の整備については、元来 Punjab 州北部は年間降雨量 1 5 0 0 mmに達するという条

件に加えて、英領インド時代の運河網の整備が豊富な地下水を用意したこと、更にその能率的

汲上げ、利用を可能とする動力揚水機の普及があげられる。そしてその動力揚水機の利用につ

いては、農村電化の普及がディーゼルエンジン利用にくらべて割安の為、利用を可能ならしめ

たといい、更にさかのぼっては、一筆 1ェーカー単位に区画整理した（rectagulation of fie 

Ids）土地を可能にしたという。そしてこの交換分合区画化は、英領時代からの試みを受けて、 

独立後、 Punjab 、 Hatyana の 2州では1960年代にはほぼ完了を見たという。 

そしてこの土地の区画化を受けて、 Punjab では役畜に代って大型トラクターの効率的利用

が可能となり、その普及が更に能率的農業生産の支えになっているようである。 

それに化学肥料の使用増については、輸入増に併行して、補助金の支えによる安価供給がは

かられたようである。 

そしてこれら一連の政策は、 「集約的農業地域計画」 (Intensive Agric直加rat Area 

Programme 1 9 6 4/6 5）や「高収量品種計画」 (1966）によって地域重点的に進めら

れたと考えられる。前者は農業インフラストラクチュアの比較的整った地域を選んで重点的農

業投資を進めるという政策であり、後者は高収量品種、化学肥料、瀧概設備の整備をパッケー 

ジとして措置するという政策である。そしてこの Punjab 、 Haryana などを中心とするインド

北西部の穀物の増産がインドの穀物輸入の急減をもたらしたとされる。 

これに対して、後進州としての Bihar州はどうか。 その地理的、自然条件は、内部に広大な

沖積平野をかかえる一方、南部に台地をもつなどやや複雑だが、概括的には、肥沃な沖積土壌、 

比較的に多い降雨量、豊かな農業資源など、潜在的発展条件には恵まれていると考えられるに

もかかわらず、過去30年余りの期間の成長は相対的に低かった。 

ここでも作付パターンとしては、米、小麦が中心で、収穫面積割合として米（カリーフ期） 

50%、小麦（ラビ期）20%、豆類、メイズが20%、食用作物だけで90％を占める形に 

あるが、その濯概面積率（1990-91）は全作物平均で40%、小麦 85. 5％はインド 

平均よりやや高いが、米作については 35. 4％と、インド平均や Pun jab よりも低い。また、 



動力揚水機の利用に関連する電力についてみても、人口 1 人当り消費量として、インド平均の 

1/3、 Punjab、 Haryana のそれぞれ1/7、 1/5という状態である。 

この結果は当然のこととして、化学肥料、農薬、農業機械など近代的投入財の利用なども少

なくならざるを得ない。面積当り化学肥料投入量（1992-93）の比較は次の通りで、イ

ンド平均より低いことはもちろん、 Punjab . Haryana にくらべて極端に少ない。 

表 6 化学肥料投入量（1992一93) （醜/ha) 

ちっ素 りん酸 カ 	リ 合 計 

Bihar 45. 55 9.62 2.01 57. 18 

Punjab 126. 41 34. 39 1. 43 162. 23 

Ha r y ana 82. 24 25. 10 0.44 107. 78 

India 	ave. 46. 58 15. 69 4.88 67. 15 

農業機械の利用についても同様で、特にトラクター利用の低調が目立っ。 

表 7 男子農業労働者1000人当り農業機械台数 

1962-65 1970-73 1980-83 

トラクター ポンプ トラクター ポンプ トラクター ポンプ 

Bihar 

Pun jab 

Haryana 
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1. 04 

23. 70 

10. 86 

0. 60 

16. 22 

12. 32 

7.73 

132. 35 

68. 05 

0. 78 

23. 80 

15. 17 

16. 84 

161. 40 

95. 70 

農業向け制度金融の利用もまた際立って利用度が低いとされるが、当然のことと理解される。 

かくて、高収量品種の普及率も低く、収穫面積の 50 ％を占める米作で 30 ％水準であり、 

普及率100％を誇る Punjab . Haryana 両州にくらべて格段の差である。もっとも小麦につ

いての高収量品種の普及率は 7 4. 5％とされて、米作の場合より高いが、この場合には米作

にくらべて水の制約条件が少ないことによるかと思われる。 

では全体として Bihar州のこのような立ちおくれはどこから来るか。 

これについては、基本的にこの州がザミンダー制（大地主制）の支配下にあったという歴史

的事情を背景として Punjab などで行われた土地改革が不徹底にしか行われず、また、土地の

交換分合も単なる交換にとどまり、画一的区画整理をもたらすにいたらなかったことにあると

される。 

従って、広汎な農業労働者、農村労働者が貧困層として農村に残されることとなったが、こ

のことが、また、公共セクターの非効率とスタッフの不足をもたらしたとされる。 
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具体的には、改良種子の公共機関による供給も種苗施設の不足、更新率の低さなどによって

効率的に行われない。また、州政府の組織する協同組合組織を通ずる改良種子、化学肥料、農

薬などの供給も、その組織網の不備、管理・運営の不備から円滑に行われ難いとされる。加え

て技術普及のための普及員組織もスタッフの不足、その機能の雑多性によって十分の機能を果

し得ない。 

また、水資源の利用、塵漁については、用水路からの濯概と動力揚水機利用の管井戸濯概が

中心となっているが、前者については州政府管理下のそれとして、分水路の未整備、管理・運

営体制の不備などによって、効率的給水が阻害され、また、公共施設利用に関連しての農民間

の利害調整の困難などが除路になっているという。 

他方、民間の浅井戸濯概は、小規模、建設・維持コストの安さ、労働使用的で農民の自主的

参加を誘うに有利という条件をもつが、しかし、この場合にも農民個々の農地所有、資産所有

の極度の零細性、所得水準の低さによって阻まれているという。 

5．農業発展への道 

以上、先進、後進の両地方について、農業生産をめぐる諸条件の比較を行ったが、その間の

差異は明白である。生産をめぐる諸条件を、私経済的部分と公共政策的部分とに分ければ、そ

の両者について前者は優れ、後者は劣る。 

州平均の純生産が後者において低いことは既述の通りであるが、農業経営の耕作規模も全体

として後者が小さい。これは仮りに水利、その他の条件が同じとしても、それだけ規模の経済

として劣ることを意味するが、その条件自体、劣ることはこれまた既述の通りである。 

それに土地所有の不平等度が大きく、小作、借地としての農業経営が多いとすれば、それだ

け農民の平均の農業所得が低くなることは当然であろう。そしてそのことは、また、それ自体、 

私経済ベースでの投資の可能性を抑え、経営条件の改善を制約する。 

加えて公共部門の条件の不備がある。濯既条件 1つとっても投資力の低さと管理能力の弱さ

が指摘される。 

表 8 農業経営耕地規模別経営体数（1985/86) 
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ではこの格差はどう解消され得るか、あるいは後進州の劣位は、どの程度、どのようにして

緩和、あるいは解消され得るであろうか。劣位の条件が相互に深く絡み合い、何か特定の政策、 

措置を以て問題を一気に解決するというようなことはもちろんできない。 

しかし、格差の大きさは特に公共部門の生産条件において大きいのではないかと思われる。 

そしてそれには、州間の政治的、経済的独立性が絡んでいるのではないかと想像される。強力

な中央政府の下で、州間の行政水準の格差是正がはかられるとすれば、自ら公共投資のアンバ

ランスもそれによって是正されると考えるべきではないかと思うからである。土地改革、土地

の交換分合の不徹底も、ガンジス河下流デルタ地帯としての自然的、地理的条件の差もあるか

と思われるが、より大きくはこの政治的独立性に絡んでのザミンダー制の影響の残存と、その

強さにあるのではないかと想像する。 

従ってもし、この面からの問題解決をはかろうとすれば、中央政府の統一的基準による公共

政策の徹底、公共投資の推進が根本であり、それによる州間の、この面における格差是正の徹

底ということであろう。 

そして州間の独立性が緩和、是正されれば、人口圧力が不均衡的に、ある州、ある地域に集

中し、加重されるということもなくなるのではないかと思う。 Bihar州の桁外れに高い人口密

度、その集中度の高さについては、この移動上のある種の制約の存在を思わざるを得ない。そ

してもし、それが何か宗教上、社会的制約条件などによるものである場合には、もちろんそれ

としての対応が、長期の課題として必要となろう。しかし、今、この問題に立入る資料をわれ

われはもたない。 

基本的には以上の通りであるが、しかし、公共政策といっても、水利から品種改良、普及、 

金融など、one set で同時併行的に行われることを必ずしも必要としないし、また、可能でも

ない。従って、財政的、人的条件などからして可能なものから可能の限度において行われる他

ないが、これについては受入れ側の個別農業経営の条件もまた、効率的政策実施上の重要な条

件となる。生産性の低位、停滞といっても、個別経営も完全な静止、固定の条件下にあるわけ

ではない。種子、肥料などの選択、用水、肥培管理など、それぞれ可能な条件を探し求めて、 

その範囲で、それなりの工夫、努力をしているはずと考える。そうとなれば、そうした個別経

営のいわば適応の条件を検討、確認し、その上に具体的対応、措置の選択を行うことである。 

政策もまた、その受入れ条件のいかんによって効果が決まる。 

最後に 2点の問題に触れておきたい。 1つは先進州の場合、化学肥料への補助金削減によっ

てその利用阻害が懸念されているという問題である。この問題の如き、最も端的にとられるべ

き政策選択について、その道を開いているものともいえる。すでに高収量品種採用による生産

性向上の条件は、水利、その他の条件を含めて出来上っている。唯、化学肥料の価格だけが問

題だということに他ならないからである。従って答は簡単、化学肥料の増産、そのコスト引下

げが、直ぐにもとられるべき政策的対応だということである。 

次には生産物の生産増加に伴う市場条件整備の問題である。水利、品種、肥料などの条件が

整い、仮りに生産増が高収量品種の採用を中心として実現したとしよう。肥料の価格が問題と

なるとともに、生産物の価格もまた問題となるが、その価格は常に必ず一定水準のものとして 



保証されるとは限らない。ここに増産を受け、また、それに伴っての市場整備の問題が起こる。 

増産に伴って市場もまた拡大されねばならないが、これもまた多くの関連した政策上の課題を

引起こす。輸送、貯蔵、包装、検査、金融、関係者への情報伝達など、新たな市場まで生産物

をつなぐ過程において必要な種々の機能に関してである。 



セッション丑 

主 題：『 2 1 世紀における女性一平和と繁栄への戦略』 

副 題： 女性の労働力参加と経済発展-21世紀の戦略ー 

ー 各国報告 

く1995年 3月15日 	9:00~11:30> 

<1995年 3月15日 14 】 0 0' 1 6 】 00> 



日 本 

参議院議員 

中西珠子 

ご参会の国議員の先生方、ご参会の皆様、こうして皆様方にお目にかかって「女性の労働力

参加と経済発展 21世紀の戦略」についてお話しできることをたいへんうれしく思っていま

す。 

さて、現在、日本の政治、経済の指導者にとっての頭痛の種は、人ロの高齢化です。 

現在、出生率が下がっています。その結果、近い将来、労働力不足が起こり、21世紀の日

本経済の成長に悪影響を及ぼすものと思われています。 

1974年以来、他国の傾向と逆行するような形で、日本の出生率は急激に下がってきまし

た。たとえば、1993年には 1000人当たり 9. 6人にまで落ちています。 

いわゆるTFR合計特殊出生率、すなわち1人の女性がその生涯に産む子供の数は 1993 

年には 1. 46にまで下がっています。 

こうした出生率の低下に対して経済、女性学の外国の大学の女性の先生が、あるフォーラム

で、これは、日本社会の男性の支配に対する女性の反抗、抗議の証であると理解するべきであ

る、とおっしゃいました。私はこれには大いに驚かされました。しかし、これが契機となって、 

なぜこれだけ日本の出生率が下がってきたのか、私なりに吟味しようという気持ちになったの

です。 

出生率の低下は、通常は女性の教育が進んだ結果といわれています。また、労働市場に女性

がたくさん参加することによって、女性の結婚年齢が高くなり、そして子供の数が少なくなる

結果だといわれています。 

ここで日本の状況を教育、雇用、労働市場への参加という 3つの視点からみてみたいと思い

ます。 

まず、教育ですが、より高い学歴を求める女性がたいへん増えています。現在、 2年制の短

大、 4年制大学に入学する女性が増えていますし、また、あらゆる教育機関で女性の教職員の

数が増えています。 

次に、労働力への参加についてですが、これも依然として増えています。1993年には全

労働力の 40. 5％を女性が占めるようになっています。また、労働参加率の平均をみますと、 

やはり 1993年時点で50. 3％でした。 

この女性の労働参加率はいわゆるM型を示し、最初のピークが 20歳～24歳におとずれ、 

その労働力参加率は74. 5％です。そして、第二次のピークが 45歳～49歳の年齢層にみ

られ7L 9％となっています。 

この労働力参加率の変化はすなわち、結婚、そして子育てとともにいったん仕事を辞め、ま

た、子育てが終わった中年に達すると再び仕事を得るようになることを示しています。 

また、最近の特徴をとらえてみますと、未婚の女性の勤務期間が長くなってきていることが

あげられます。その理由として、晩婚化が進んでいるために勤続年数が長くなり、更に中年の

既婚婦人がパートで働く機会が増えてきたということです。 
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事実、パート労働者は全女性労働者の31％にも達しています。1993年の調査によりま

すと、働く女性の平均年齢は36歳、そして勤続年数は7. 3年です。 

このように雇用、そして労働参加率が増え、女性が高学歴化したことが、出生率の低下の理

由となったのです。 

しかし、その他にも女性の出生率が日本で低下した理由があると思います。 

まず第一に、子育てをしようにも十分な住宅環境がないということです。すなわち、広い住

宅を持つことができないということです。また、通勤時間がたいへん長く混雑しているという

ことです。これは結局、職場に近いところに十分な住宅が確保できないということに起因しま

す。加えて、子供の学校の費用がー層高くなっているということです。 

更に、女性の人間としての権利、リプロダクティブ・ライツを含めるさまざまな権利に対す

る意識が目覚めたということがあげられるでしょう。 「国際女性年」、そして、 1976年か

ら1986年には、 「国連女性の 10年」がありました。それを契機として日本の女性も女性

として、男女間の平等、そしてリプロダクティブ・ライツ、そして健康についてのさまざまな

人間としての権利に目覚めるようになりました。 

男性を中心といたしまして、長い間、男女の役割分担、あるいは違いという考え方があった

わけですが、日本政府あるいはNGOの努力の成果をうけて、そういった従来の意識が変わっ

てきました。日本の女性は今や、自由に何を欲するかを声高に言えるようになりました。働く

妻、働く母が増えたということが、家庭における仕事の分担にもつながったわけです。 

また、 1991年5月には、育児休業法が成立いたしました。そして1992年 4月に発行、 

施行されています。共稼ぎの両親のニーズに応え、そして出生率の低下をある程度ストップさ

せる事を目的とする法です。現在、日本の女性は雇用均等法の強化改正を求めています。現在

の法では、まだまだ弱く、そしてさまざまな不備があり、女性労働者が犠牲になることに対し

て本当の意味での歯止めになっていません。 

このようなさまざまな要求や改善すべき点に答えるために、政府はこの法の改正の検討を始

めました。しかし実際に効果的な法の改正が実現するためにはまだ時間がかかると思われます。 

また、働く日本の女性は、今や家庭においても男女の責任の分担を求めるようになりました。 

本年 3月10日に、政府はILO第156号条約の批准をするべく手続きを開始いたしました。 

この 156号条約は、男女労働者に平等の機会を与え同じ扱いを受けることが出来るように促

進するものです。このような動きは女性国会議員、組合、そしてさまざまな女性機関のリーダ 

ー、メンバーの声に応えたものです。 

日本の女性がより平等で公正な社会参加を実現するためには、21世紀にむけて次のような

戦略が必要だと思います。 

まず、既存の機会均等法を改正し、より厳密な内容にする。そして、女性に対するあらゆる

差別の撤廃を求めている国連の条約の内容に則したものにすることです。ちなみに、1985 

年に日本もこの条約を批准しています。 

また、女性のエンパワーメントを実現するために女性に、法、経済学、科学技術を学ばせて、 

日本の女性にさらなる力を与えることが大事だろうと思います。更に、女性の研修教育を行っ

て、より熟練した技能を持ち、さまざま多様な職業につくことを奨励する必要があります。 

加えて、女性の教育、研修を行うことで、経済、社会、政治、そしてその他すべての分野に 
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おける意思決定に女性がより多く参加できるようにすることが必要だと思います。 

最後になりましたが、これだけは申したいと思います。日本の女性は、けっしてストをうっ

て抗議しているわけではありません。逆です。多くの日本の女性は、一生懸命努力をして、積

極的な貢献をしたいと考えています。環境にやさしく、そして公平な経済、社会開発に参加し

たいと考えているのです。そのような行動は人権を擁護し、すべての人々により良い生活を提

供することになります。男女の間だけではなく、国の間で平等なパートナーシップ、そして正

義が実現されるように、日本の女性も一生懸命やっています。 

皆様方とご一緒することができましたこのような機会をとらえ、来る世紀が平和で、繁栄し

た世界になるように、一緒に働いてまいりたいと思います。 

ありがとうございました。 



オーストラリア 

リン・ホリス議員 

議長、同僚議員の諸兄、またご参会の皆様、日本からのすばらしい報告をうかがいまして日

本の経験がオーストラリアの経験に非常に似ていることに興味を引かれました。 

平等の達成度を評価する指数があります。たとえば、政府の平等達成に対する取り組み方、 

女性の政治の代表権、社会・経済上の比較、健康の地位、教育の達成水準、識字率などがその

ための指数となると思います。 

このような分野において、オーストラリアが優秀な成績をあげている分野もあるわけですが、 

まだまだ道のりが長い分野もあります。 

今申しました点についてオーストラリアの現状をご報告したいと思います。 

オーストラリア政府は1988年に「女性のためのナショナル・アジェンダ」を採択しまし

た。これは、ナイロビの女性会議で採択された非常に前向きの戦略を国内政策に転換するため

のものです。更に1993年には、 ri 993年から2000年、女性のための新しいナショ

ナル・アジェンダ」を採択いたしました。 

それから、世界人権会議の勧告に基づいて「国家行動計画」を策定しました。これは人権を

国のレベルにおいて保護するための法律を施行する上で、政府が深く関わり合うことを示すも

のです。オーストラリアは自国で人権を更に擁護することが開発の長期的利益を促進し、国際

的な水準を高めることであり、地域と世界の平和と安全保障を確保することであると認識して

います。とりわけオーストラリアでは、女性の平等を達成し、市民と政治的な権利に対するコ

ミットメントを達成するということを意味します。 

それから、女性差別撤廃条約に基づいて、女性の権利に対する侵害をなくすために、その侵

害があった場合の苦情処理を改善し、すべての人達に、この苦情処理の制度があるということ

を周知徹底することです。 

連邦政府としては、有給での産休制度を確立しておりますが、全国的には各州ごとにまちま

ちです。防衛部門でも非戦闘要員として女性は男性と同じように採用されています。 

失業率は全国平均8%- 1 0％です。1994年12月時点で、15歳以上の女性労働力参

加率は 53. 1％でした。 1988年には 49. 3%、 1983年には 44. 7％ですから徐

々に向上しています。 

それから、失業率ですが、英連邦の英国やカナダと比べると、女性の失業率は低くなってい

ますが、アメリカや北欧と比べると多少高くなっています。女性の失業率は男子の失業率より

も1990年以降低くなっています。しかし、女性の場合、求職をしていない隠れた失業者が

多いと言われています。1993年のデータでは求職をしていない人達の73％が女性でした。 

更に、経済社会文化権利の憲章 6条に基づき、女性に対する訓練プログラムを通して、女性

の雇用機会を守っています。これは1993年一 1996年において、社会正義達成戦略の合

意に基づいて策定されたものです。この訓練は、女性、特に長期に失業している女性を特に対

象にして、訓練を実行するものです。そして、男女の公正を確保するためにな児童に対するケ

アを行う設備、施設を設ける、それによって女性が労働者として自分の選択で柔軟に社会参加 
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ができるようにすることを目的としています。 

そのためにハイレベル特別委員会が作られ、討議報告集を策定することになっています。 

1969年以降、平等賃金法という法律がありますが、現実にはまだ、落差があります。 19 

94年のフルタイムの女性の週給は男性の 84％でしかありませんでした。1975年から比

べると 15％しか向上しておりません。それは、女性が職業で差別されているからです。また

パートタイムでの女性労働者が多いからです。 

女性労働者の 3分の 2が 5つの職業グループに集中しています。教員と看護と事務と販売と

パーソナル・サービスです。理工系、科学技術分野には女性はあまり進出しておりません。そ

れから産業などに進出している女性でも給与の低いところに集中しております。 

産業の改革をすることによって、社会的に被害を受け易い女性の利益、家族に対する責任を

もった女性労働者の利益を確保することを徹底しようとしています。 

また、英語が母語でない人達、若い人、女性などを特に対象として政府は、労使関係局の中

に家族コニ．ットを設けました。このユニットでは家族に対する責任をもつ労働者の権利を徹底

して守るように工夫しています。 

更に、1994年の 3月に「産業関係改革法」が立法化されました。これは平等価値の労働

に対する平等賃金、新生児または幼児、養子の両親の休暇制度、不当解雇の禁止と救済などが

含まれています。 

それから、既婚者に対する補助金を出すという新しい考え方が検討されています。これは、 

今までの男性が働いて女性が家にとどまるという古い体制、制度からの離脱を目的とするもの

です。 

政府は、所得補助法のもとに、特に女性を対象として社会保障サービスを強化しています。 

オーストラリアでは成人年金者の 58. 3%、それから片親年金者の 94％が女性です。低所

得で、片親の家族は女性が世帯主であるというのが現状なのです。 

教育の機会が与えられているかどうかが、女性の労働参加を左右します。そのために女子学

生の教育強化のための全国政策があります。 2年間の特別教育システムでは女子のほうが男子

よりも参加率が高くなっています。 

英語が母語でない人達に対する特別なプログラムもあります。それから健康を確保すること

が、いろいろな人生における機会を確保する上でも重要だという認識から、最もリスクの高い、 

特に女性を対象とした健康プログラムを実施しています。 

女性のためのプライマリーケアのサービスなどを特定の地域においてプライオリティを設定

して提供しています。経済の所得が低い、または言語的、地理的に孤立し、十分な健康ケアが

受けられない女性もいるわけです。政府のアドバイス、制度を見直す必要があります。この報

告は首相にも提示されました。この報告書は政策アドバイスと国際的活動により重心を置くよ

うに勧告しています。 

重点を置いている分野としては、女性の雇用と退職年金などの経済的安定。女性と社会生活、 

特に意思決定における女性の参加を増すこと。女性と法律、特に女性に対する暴力排除に関す

る法律を強化することです。 

ありがとうございました。 
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バングラデシュ 

シャージャハン・シラジ議員 

議長、議員の先生方、ご出席の皆様、バングラデシュの国土面積は 14万4000平方キロ、 

そして人口は1991年で1億880万人です。世界で最も人口密度の高い国で、年人口増加

率は、2. 1 7％です。都市人口が 18%、農村が82％です。1991年の国民調査により

ますと 5歳以上識字率は、24. 8％でした。依然として医療設備は少なく、1991年では、 

病院の 1ベッド当たり人口が3189名、医師 1人当たりが5210名でした。 

民間の労働人口は1989年で5070万人です。1985年にはわずか3090万人でし

たので増加しています。しかし、実際に正式な職を持っている人は、労働人口の10％にすぎ

ません。残りは農業、自営業、あるいは家の家内労働などに雇用されているもの、あるいは自

営業の人達などです。 1人当たり所得は220米ドルという低いもので、貧困が蔓延している

のです。 

そして、1989年の労働力調査によりますと、正式な職についている人が、1986年か

ら1989年にかけて580万人から480万人に 17％も低下しています。 

そして、パート、あるいは不定期労働者は依然として780万人に上ります。失業者は労働

人口の 3分の 1といわれています。バングラデシュの貧困にはこのような背景があります。こ

の状況を改善するために、バングラデシュは人間資源開発を考えなければならないのです。 

雇用を創出するためには、人間の能力を発展、向上させる多面的な開発が必要になります。 

バングラデシュの憲法では男女差別のない教育制度が保障されています。小児のための無料

の義務教育も提供されています。雇用に関してもバングラデシュの憲法では、適切な賃金で雇

用が保障されなければらないと記されております。こういった背景のもとに、人間資源開発の

重要性が認められているのです。 

女性に関して述べますと、バングラデシュでは女性の伝統的な役割が急速に変化しつつあり

ます。これは地域の男性が外へ流出していくことなどが1つの原因となっていますが、女性が

一家のなかで背負っている部分がますます大きくなり、多様な職についています。 

現在、経済のさまざまな分野で女性達が活躍しています。伝統的な女性の職業のほかに、農

業、養鶏業、漁業、林業などにも参加するようになってきました。しかし、都市部では依然と

して、女性達は賃金の低いインフオーマル・セクタで働いています。そして、男性に比べて未

だどうしても貧困のレベルが高く、医療や教育設備が十分利用できないでいるのです。 

現在、産業によって、たとえば、衣服、衣料産業などでは、女性のほうが男性よりも多いと

ころがありますが、全体としてみますと依然として女性の能力は無開発であるという状態を否

定することができません。バングラデシュは現在、自営業のため、また、貧困の緩和のために、 

社会福祉省、労働省、地域農村開発省、中小企業公団など、7つの官庁が努力をしていますが

まだ十分ではありません。 

政府は女性の教育と能力開発を優先的に行うという方針を持っています。女性の識字率は、 

1991年では 1 9. 2％になりましたが、依然として低く、到底許容できる状態ではありま

せん。現在、農村地域では、すべての女児に対して無料の教育、教科書などが与えられていま 
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す。更に、初等レベルの教育制度を改善するための努力もされており、2000年には識字率

が 59％に向上すると期待されています。 

最後に私どもは、人口と開発、特に女性の経済開発の参加に対して、国をあげて努力してい

ることを申し上げたいと思います。 

そのための方策として、1つのレベルではマクロ経済的なプログラムを実施し、そして女性

や小児のセクタの生産性を高め、成長を促進するということ。 2番目には直接、間接的に所得

をいちばん弱い社会のグループに移行するという努力をしております。 



中 国 

ハオ・イチュン議員 

女性の労働参加と経済発展は今日の重要な課題です。私達が一堂に会し、この課題について 

経験を交流し、意見を交換することは、アジア女性運動の発展を促進し、アジアと世界経済の 

中で女性がその役割を十分に果たすために寄与することと思います。 

中国は人口の大国であるとともに、女性人口の大国です。新中国が成立する前、数千年間、 

中国の女性は封建的に圧迫搾取され、外来の侵略者に侮辱されてきましたが、新中国が成立し 

てから中国の女性は新しい姿で立ち上がり、国の主人公になりました。 

女性は家庭から出て、社会に進出し、積極的に労働と社会経済活動に参加し、国の発展のた

めに多大な貢献をしてきたのです。 

中国の憲法で女性は、政治、経済、文化、社会と家庭生活において、男性と平等な権利を享

受することを規定しています。この憲法にもとづいて男女が平等に労働と経済発展に参加する

法律が制定され、女性の地位が確立されました。 

中国の婚姻法では、女性は平等な結婚、離婚の自由、夫婦関係における男女平等を享受する

と同時に、夫婦双方が自由に職業を選択し、社会進出、社会経済活動に参加する権利が規定さ

れています。 1992年から1994年にかけて、女性権益保障法と労働法が発行され、女

性は経済の分野で更に平等な権利を享受することが保障されました。法律には、女性が労働就

職の権利、休暇、安全、また、衛生保障および特殊労働に対する保護、社会保険の権利を有す

ると規定されています。中国では1979年に改革解放政策を実行してから、女性が経済に参

加する機会が増大しました。 

1992年には国営企業などに雇用されている女性職工の総数は5600万人に達し、全職

工の38％を占め、1985年の450万人より、24. 1％上昇しました。1978年から 

1988年までの 10年間、都市部女性の雇用の増加率は、男性の増加率を上回って、年平均

増加率4. 9％でした。この増加率は、男女平均の増加率より 1. 27％高いものです。 

農村部で家庭請負責任制の実施と産業構造の転換によって、農村の女性が労働生産に参加す

る領域が更に広くなりました。現在1400万人の郷鎮企業経営者の 3分の1が女性です。商

品経済が比較的発達している地域では全商業従事者の半分以上は女性で、生産額も総額の50 

ないし60％を占めています。 

全国の女性の就業構造も人口比とほぼ比例した合理的な水準に近づき、就労人口の職業構成

と地位もしだいに上昇してきています。 

金融、保険、不動産、農業、科学技術研究と総合技術サービスの分野における女性の就職率

はめざましいものがあります。女性技術者の増加は、男性を上回っています。1982年から 

1990年にかけて、女性技術者は544万人増えましたが、同時期の男性の技術者は250 

万人増えたにとどまったのです。 

男性技術者の比率は、女性を100とした場合、1982年の161から1990年121 

に減りました。多くの女性社長、女性工場長が脚光を浴びてきております。中国女性は自己を

尊重し、自信をもって自律し、自己を強め、しだいに自信と素質を高め、国の経済建設の中で、 
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不可欠な存在になってきました。 

中国全人大と政府は、女性労働が経済発展に寄与することを重視しています。中国政府は引

き続き女性権益保障法と労働法を制定し、全面的に実施するとともに、逐次に女性の労働・経

済発展参加を財政的に支援し、産業構造調整の中で、更に女性の就職を増やし、女性就職構成

の合理化を図っております。 

また、弓は続き地域サービスを強化し、男女共同で家庭内の負担と育児を背負うことを促進

することで、職業に従事している女性の家庭における負担軽減を図っております。加えて、女

性に対する職業訓練を強化し、女性の文化と職業技術の向上を図っております。 

今年 9月、 「国連第 4回世界女性会議」が北京で開かれます。中国政府と国民はこの大会の

ために準備作業を急いでいます。その大会において、女性の労働参加と経済発展は重要なテー 

マです。私はこのAPDA会議が 9月の会議を開催するために寄与することを信じています。 

アジアは世界中で女性人口が最も多い地域です。活力のある経済成長を果たしているこのア

ジアにおいて、女性の功績は無視できません。われわれは手を携えて理解を深め、協力を強め、 

アジアの女性が社会経済発展に十分に参加することを促進し、21世紀のアジアの繁栄と平和

のためにより大きな貢献をしようではありませんか。 
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インド 

シャンデラ・ブラハバハ議員 

敬愛なる議長、同僚議員の皆様、そしてご参会の皆様、今回のAPDA会議が、国連主催の

国際人口・開発会議、そして社会開発サミットの後に開かれたことはよろこばしいことです。 

女性問題が、人口問題と直接の関係があることがますます認識されてきています。とりわけ、 

国連主催の国際人口開発会議にでも、リプロダクティブ・ヘルス、健康政策、セクシャル・ノ＼

ルスが議題となり、単に人口政策だけが議論されたわけではなかったということは勇気づけら

れることです。 

女性に対する教育、ェンパワーメント、そしてリプロダクティブヘルス、家族計画などが必

要だということがいわれてきました。この流れを受けて今回の会議を行うことは意味のあるこ

とだと思います。 

女性が労働に十分に参加することが社会開発を推進することになります。第 8 次 5 カ年計画

では、人間の開発こそ、社会開発の根底だと指摘しています。 8 次 5 カ年計画では、完全雇用

に近い水準を今世紀末に達成することを目標として掲げています。1991年の国勢調査によ

りますと、女性は 48. 1%、絶対数でなんと 4 億710万人です。 

ですから、完全雇用を達成するというためには、女性に職業の機会を創出しなければなりま

せん。女性に配慮する理由は、女性人口が多いという数の意味での重要性にだけよるものでは

ありません。社会改革は一般に女性を中心に行われるからです。女性は母であり、生産者であ

り、食糧の供給者であり、燃料やその水を確保する人達であり、トレーダーであり、それから

メーカーであるコミュニティのリーダーです。従って、女性に投資することこそ、コスト効果

の最も高い方法なのです。この近年、政治的にも外交的にも経済的にもイデオロギー的にも、 

かなり大きな変化がなされてきました。 

男女平等を実現するために、遅々としてではありますけれども進歩がなされてきています。 

経済開発重視から人間開発重視への転換、それから資産、サービスの所有権から権利の向上へ

と進んできたのです。 

このような変化こそ、インドにおける女性の権利確保に重要なことです。婦人児童開発局が

中心になり、国家開発の中心課題として女性の問題を考慮に入れるよう努力をし、政策やプロ

グラムを策定、立案し、実施しています。そして政府、NGOの活動もこの局が調整し、女性

の地位向上に努めています。最も不利な立場におかれている女性、特に貧困線以下の女性を対

象とした雇用、所得、それから福祉、その他の支援活動も、この局が中心になって実施してい

ます。これらのサービスは、一般の保健、教育、労働、雇用、それから農村、都市開発の国家

プログラムを補完する形で進められています。 

この局は、最近女性の雇用と所得強化に取り組んでいます。いずれも女性を経済的に独立さ

せるための施策です。男女の平等が確保されて初めて、開発が確保されるという認識です。 

1992年から1997年の第 8次 5 カ年計画では、各部門の開発が確実に女性に恩恵をも

たらさなければならない、そして一般の開発計画を補完しなければならないとうたっています。 

女性の地位が低いのは歴史的な理由もあります。これに配慮して、意思決定に女性が参加でき 
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るような具体的な措置がとられています。この具体的な措置によって女性の地位が向上するわ

けで、社会的な構造ゆえの不均衡が是正されるのです。政府は女性の尊厳を守り、高めるべく

政策をとり、そして、自治独立を強化すべく努力を行っています。 

そのような対策の1つとしては、草の根レベルでの民主主義におけるパートナーシップがあ

ります。1992年には第72次、第73次憲法改正がなされました。地方、中央政府におい

て、議会において、3分の 1の議席は女性のために確保することになり、これによって草の根

のレベルでの民主主義の強化がはかられることとなりました。地方には23万の議会がありま

す。そのうち、7万6200の議会におきましては、女性が議長となっています。また、この

憲法改正の結果、女性が国会においてもリーダーシップを発揮しています。 

それから女性の雇用と訓練を強化するための特別プログラムが実施されています。それは農

業、漁業、工芸などの伝統的な分野における雇用を更に持続強化しようというものです。その

ための措置として5万人の女性を対象に 5億7000万ルピーが第 8次 5 カ年計画において予

算計上されました。それから雇用生産センターですが、これは女性にとって今まで伝統的な職

業でなかった分野において女性を訓練するために作られたものです。ェレクトロニクスや電気、 

時計、製造、コンピュータ、印刷、製本、それから衣料などの分野での訓練を実施しています。 

8次 5 カ年計画においては、 2億2000万ルピーがこの訓練のために割かれました。対象は 

2万5000人の女性と女子です。この訓練は早期の結婚を遅らせることにもなります。 

それから社会、経済プログラムとして、独立局である中央社会福祉局が、2億5000万ル

ピーの予算を割き、7万人の女性を対象として、非伝統的な分野における訓練強化を行ってい

ます。 

また、働く女性のためのホステル作りがなされています。労働市場において女性の機会を均

等にするための対策の 1つとして、1973年にホステルを作りました。単身、独身女性が都

市で働くことができるように、すでに675のホステルとデイ・ケア・センターが作られまし

た。 4万4500人の女性、そして6000の児童がその恩恵にあずかっています。 

全国に 1万2389の働く母親、そして病身の母親のための特別の家が作られました。 31 

万の児童の世話をしています。 

それから女性の啓発教育活動の一環として、マスコミ・キャンペーンも行われています。こ

れは政府のコミュニケーション戦略の一環ですが、いろいろなラジオ、映画、テレビ番組を通

しPRを行っています。また、さまざまなNGOと提携して、特別な暴力廃止運動もマスコミ

を通じて行われています。 

それから女性のための信用基金が作られました。この制度によって20万人の女性が利益を

受けています。国防軍も女性を採用し始めました。たとえば、飛行管制、法律関係、ロジステ

ィックスなどに女性が採用されています。また、経済的に女性を解放するということを目的に

対外投資などが誘致されており、今までの規制が緩和されました。 

インドは、南アジアの国で最も急成長している国です。インドの政府がとっている政策は、 

輸出振興、インフレ沈静、インフラの整備、そして競争力の強化、雇用の機会拡大等々です。 

近代的で積極的な強い経済を作るためには、まだまだいろいろな具体的措置がとられなければ

なりません。いずれも女性のための雇用機会を拡大することが重要です。また、女性の労働生

産性向上も重要です。社会において、男子と同じようにパートナーとして、経済の変革の担い 
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手となることが期待されています。女性の持てる力を十分に使うような機会が提供されていか

なければなりません。その意味で新しい展望が開けつつありますし、社会の女性を見る意識も

変わってきています。 

次のような話があります。金より良いものは何かという間いに、それは宝石である。宝石よ

り良いものは英知である。英知より良いものは女性であるというのです。女性より良いものは

何かというと、何もないということでした。女性は人類が生き残るための鍵となるばかりでな

く、世界の平和、人類の幸福に向けて頼りになる。これはインドの大統領の言葉です。 

【議 長：ガッサン・タヤラ議員】われわれ男性だけの委員会を作ったほうがいいのではない

でしょうか。 



インドネシア 

ナフシア・ボイ議員 

議長ありがとうございます。インドネシアの議会を代表し、私は 2年連続してこの会議に参

加することができましたことを感謝したいと思います。 

インドネシアでは、2560万人の女性達が働いています。そして私どもは経済的な貢献を

国にしています。女性は現代社会において複数の役割を持ち、重要な役割を演じています。こ

れから、年間 3. 7％ずつ女性の労働人口が増加するといわれています。都市に限りますと過

去10年、年間 8. 8％で女性労働力の増加率がみられました。このパターンはしばらくは続

くでしょう。 

女性の労働力への参加は、今後も最も重要な課題となると思いますし、21世紀に続くもの

だと思います。インドネシアの女性達は経済のあらゆる分野とレベルで働いています。しかし

残念ながら、多くの女性は依然としてあまり地位の高くない仕事についているのが現実です。 

女性の 68％がインフォーマル・セクタで、32％がフオーマル・セクタで働いています。 

また、インフオーマル・セクタの女性達は、ほとんど無給で働いている農家の農業従事者で

す。既婚女性は、自分の職業と家庭の責任の板挟みになっています。 

しかし、問題は既婚女性だけではありません。依然として児童労働者、児童労働、また高齢

の労働者、海外の雇用斡旋業者のもとで海外で働く移民の労働者、コマーシャル・セックス・

ワーカーなどリスクの高い労働があります。 

このコマーシャル・セックス・ワーカーは、自分の親や子供を支えるために、やむなく自分

の体を売っています。こういった女性達はたいへん危険なセックスを強いられているというこ

とを忘れてはなりません。この人達の保護を考えなければならないと思います。 

今後もしばらくはインドネシアの女性の半数は自営業、無給の農業従事者、あるいは家内産

業の従事者という現状が続きます。このようなインフオーマル・セクタの給料を得ることので

きない、保護されない労働者を私どもは保護しなければなりません。 

インドネシアの経験に基づき、 1つ重要な原則を申し上げたいと思います。 

女性の労働市場への参加は、女性達の権利を守るということであって、女性達に特権を与え

るということではありません。この女性の権利を守ることは国のためになるものなのです。 

労働市場の分析を行いますと、女性、また経済にとって大きな足かせとなっていた、いろい

ろな東縛があることがわかります。この束縛を私どもは解き、解決策を見いださねばなりませ

ん。そして最終的には、社会的、経済的な再方向づけを行うことが必要になります。これは男

女のパートナーシップと協力、人々と政府、さまざまな社会的機関の協力があって初めて可能

になるのです。 

また、女性の雇用の機会に関しては、たとえば、資格のある女性達が職位の向上ができるよ

うにする必要があります。性差別、その他の理由のために、歴史的に女性達が十分に就業しよ

うと思っても就業できなかった職場へ就くことができるようにする必要があります。更に、イ

ンフオーマル・セクタにおける、零細企業、中小企業などの企業活動がより促進されねばなり

ません。 
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具体的な対策としてはまず、子供の段階で、男女、男児・女児の平等を私どもは保障する。 

2 番目には、実際に労働に参加しようとしている女性達の質の向上です。つまり、健康と教

育、この両方を改善しなければいけないと思います。初等教育、中等教育、技術訓練、そして

卒業後の教育を行うことで女性達は労働力となり、生産性を高めることができるのです。従い

まして、技術訓練、または卒業後教育などの職場と関係のある教育は、極めて重要です。しか

しながら現実にはこのような職業訓練を行うことは困難となっています。 

3番目にあげたいのは、女性の労働環境改善のための法律やいろいろな規則の制定、あるい

は修正が必要だということです。このような規則が設けられ、普及することで、女性労働者は

もっと職場において力を持ち、自律し、自分のためになる行動をとることができると思います。 

女性が家庭と職場という 2つの選択を強いられるのではなく、その両方のバランスをとるこ

とができるように、そしていろいろな問題が解決できるように私達が支援しなければなりませ

ん。女性は働いていても子供の世話、あるいは家庭の家事といった二重の負担があるのです。 

男女両方が仕事をし、そして収入を得ている場合、男女両方が家庭においても平等に責任を持

ち、そして義務を持たなければならないと思われます。 

私達国会議員としては何ができるのでしょうか。私達議員はいつも「言葉だけ」と言われる

かもしれません。私達はいろいろ立派なことを言うかもしれませんが、実際には現場では改善

は遅々として進まないという現実があります。私達はもっと早く速やかにこのような改善が行

われるように努力しなければなりません。 

また、労働を求めて国際的な労働移動をしている女性達の保護について、特に私は皆様の協

力をお願いしたいと思います。国際的なレベルで大勢の女性達が現在、移動労働者として搾取

され、あるいはたいへん危険な目に遭っています。これはけっして女性だけの問題ではなく、 

社会全体の問題です。そして、人間の開発、経済の生産性、社会正義、このような広い視野で

この問題をとらえなければいけないと思います。 

21世紀に平和な、そして豊かな、社会正義のある社会を達成するために、私どもは国際社

会を動かし、そして家庭の環境も同時に改善しなければならないと思います。 

ありがとうございました。 



韓 国 

スン・ョンカン議員 

前田APDA理事長、桜井新AFPPD議長、 ご参会の皆様、この会議に出席する機会をい

ただきありがとうございました。韓国の代表といたしまして改めて、今回の会議の組織にあた

られました方に敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。 

韓国の女性戦略を21世紀を迎えて、どのように考えているかということを中心にお話をし

たいと思います。 

1962年以降、韓国は急成長をしてきました。いうまでもなく、この急成長に女性が大い

に貢献したのです。1960年代、1970年代、劣悪な労働条件に甘んじ、低賃金に甘んじ

て韓国の女性は労働集約的な産業に従事し、経済成長を大いに担ってきました。 

1980年代になり、韓国政府は、経済開発推進と併せて、バランスのとれた社会作りを目

指して、社会開発も進めてきました。 

産業構造が調整され、流通制度も改善されました。韓国の女性にとってこれらは大きな進歩

でした。それぞれの能カを使って、経済、社会的な地位を向上することが可能になったのです。 

韓国の女性運動は1980年代に大きな転換期を迎え、女性のためのいろいろな制度が作ら

れました。1983年に女性政策全国委員会が設立され、また、 1988年には、政治第二局

が女性の雇用政策を立案いたしました。その間、1987年には、機会均等法が制定され、家

族法は1989年に改正、1991年に再改正されました。そして、児童ケア法が、特に低所

得の女性を救済するために制定されました。 

こういった改善に伴って、女性政策全国委員会は、 「女性基本計画」を策定いたしました。 

1987年には、女性開発のための第 6次 5 カ年経済社会計画において、女性のプログラムが

策定されました。とりわけ、女性労働者を中心とした女性の地位の向上を果たすために199 

4年の 7月には、待ちに待った国会議員の組織の特別委員会ができました。 

若い女性が韓国の初期の経済成長おいて安価な労働賃金のもとに労働集約産業に従事するこ

とで国家に貢献してきました。それ以降、女性の就業率は高くなっています。 

女性の労働参加率は1963年の 10. 8％から1993年には 47. 2％に増えました。 

それまで女性労働者の 50％は、農業部門に従事しておりましたが、それから以降製造、サー 

ビス部門に従事する女性の数が増えています。 

1993年では、労働力の40%、すなわち771万人の女性がサービス部門に従事してい

ました。 17％は農業部門、23％が製造部門でした。公共部門における女性の進出はまだま

だ低いままで26. 6％にとどまっています。また、その職位も下級管理職のレベルでしかあ

りません。1987年に平等雇用法が制定されたにもかかわらず、まだまだその手続、賃金、 

訓練、昇進、退職等々の分野で差別されているといわざるをえません。 

このような女性に対する不当な差別を是正するために、韓国政府は女性団体とともに、いろ

いろな努力をしています。まず、最初に児童ケア設備の改善をしなければならないと思います。 

女性に対するサービスも多様化されなければなりません。また、育児の責任は女性ばかりでな

く、父親も担うことが必要だと思います。1995年には、産休は母親のみならず父親もとれ 
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るようになりました。これは社会に積極的な良い面での変化をもたらすことになるだろうと思

います。 

今後、若い人達がどんどん減っていきますので、女性を戦略的に労働力参加させることが、 

必要になってきています。とりわけ情報産業の最先端において、女性を雇用していくことが必

要です。また、女性の声が労働組合などで聞くことも大切です。その意味で、労働組合、労働

運動の各組織、婦人団体、それから研究者は提携をして、この平等雇用法のもとでの不当な差

別を撤廃する努力をしていかなければなりません。 

21世紀に向けて、持続可能な社会開発をするために、女性のための特別な戦略の必要性が

認識されています。21世紀を目前に迎えて、世界中の女性に新しい夜明けが訪れているよう

に思います。ここで、戦略目標をどのように策定し実行していくのかということが課題となり

ます。21世紀の社会は、男女が平等に責任をとり、平等に参加できる社会でなければなりま

せん。個人の地位、価値や機会を他の人が決めるということは正しくありません。 

女性の問題は何か、それを解決する上でまず取り組まれなければならない問題は何か、女性

は何をしなければならないか、ということを研究していかなければなりませんし、政府の政策

決定の手続きに女性が関わっていかなければなりません。そのために、女性団体は行動計画を

策定し、その実施を監視していかなければなりません。特に政府の女性問題に関する政策の監

視を女性団体などが行っていく必要があります。その意味で労働組合などにおいて、女性が発

言をすることが重要です0 

政治的な力を向上するためにも必要です。女性団体こそお互いに協力をしながら、女性の政

治的な地位を向上する上で大きな役割を果たしていかなければなりません0 投票権を十分に行

使することで、政治的な影響力を強化して、女性のための政策をどんどん増やさなければなり

ません。お互いの経験や情報の交換を国を超えて、地域を超えて行う必要があると思います。 

社会における発言力を増すためには、協力をしていかなければなりません。そして世界をより

良くしていきたいと思います。 

最後になりましたが、改めて前田理事長をはじめ、この会議の組織にあたられました方々に

感謝を申し上げたいと思います。東京会議、北京での女性会議、女性議員会議、そして来年の 

APDA会議において、女性の問題が引き続きとり扱われることを祈念したいと思います。 



ネパール 

カマラ・デヴィ・パント議員 

ご出席の皆様、第11回のAPDA会議に出席でき、皆様にお話する機会を与えられ、たい

へん光栄に思います。 

皆様よくご存じのように、ネパールは小国で、世界の 2つの大国にはさまれています。南、 

東、西のほうはインド、北のほうは中国という、世界の人口の最も大きな国に四方を取り囲ま

れています。ネパールの経済は農業をベースとしていて、GDPの 60％が農業、労働力の 8 

1％が農業従事者、輸出の 70％も農業産物です。 

1956年にネパールの第 1次開発計画に基づき、不均衡な資源のベース、不均衡な流通、 

不十分なインフラなどを経済開発によって解決しようという努力をしてきましたが、しかし、 

農業ベースの経済は、どうしても貧困率の高い社会を作っているのです。この第 1次開発計画

以降のネパールの経済的な業績を考えますと、人口増加率よりも低い成長しか果たしえません

でした。 

しかも女性の地位が低いのもネパール国の 1つの特徴であると思いますし、ネパールの経済

構造の特徴といえましょう。 

アジアの社会では一般的に女性が男性よりも地位が低いものですが、特に私どもネパールの

社会においては、いろいろなネパール特有の要因があり、女性の地位が低くなっています。 

たとえば、ヒンズー教によって、女性の地位が低い。女性は伝統的な妻であり、母親である

という役割から解放されることがありません。男性は仕事につくことによって、家族を養い、 

そして地位を得ますが、女性は家庭に入ることによって社会的な地位を得るのです。また、女

性にとって子供を産むということもーつの社会的地位なのです。 

ネパールのこの社会構造によって、女性はほとんど家庭から出ることができません。しかも

識字率が低いことから更に地位が低くなっているのです。 

ネパールの女性は教育レベルが低いというのが 1つの特徴としてあげられますが、教育、学

校のレベルが高くなればなるほど、男女比が異なってきて、男性の比率が高くなるのです。し

かも、中退率は、圧倒的に女性が多いのです。政府は女性の識字率向上政策を各経済開発計画

に盛り込んでいますが、しかし依然として1991年の女性の識字率はわずか25％しかあり

ませんでした。今後はもっと女性の教育に努力をしなければ、経済への影響も大きいと思われ

ます。 

もう 1つの問題は、結婚年齢が低いということです。たいてい、結婚年齢が低いということ

は、教育のレベルが低いことを意味しています。結婚すると学校からドロップアウトし、そし

て家事に従事し始めるのです。家族は若い娘が成長するとできるだけ早く結婚させるように、 

大きな圧力をかけます。ネパールの社会では、結婚の枠外で男女がつきあったり、あるいは子

供を産んだりということがタブーとされていますので、親はどうしても男女の性関係とか、あ

るいは結婚外の非嫡出児などが生まれたりするのを避けるために、若いときに結婚させようと

圧力をかけるのです。しかも女性達は、結婚することによって社会の中で認められる、あるい

は地位が得られるといわれ、また親は娘を結婚させることを自分達の宗教的な義務と考えてい 
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ます。 

政府はこのことを十分に認識し、できるだけ結婚年齢を遅らせようと努力していますが、な

かなか努力の成果はみられません。 

このような社会文化的な理由が多くあるために、女性はなかなか仕事に従事できませんが、 

現在努力がなされていることは事実です。女性の福祉のための特別な官庁はありません。しか

し、労働省は女性労働者のための特別な措置を設けようとしています。 

たしかに、ネパールでは同一労働、同一賃金の法律はありますが、女性が男性と同じ労働に

つくことは困難です。また、職業安定のための規則やルールはありますが、十分に実施され、 

実行されているわけではありません。また、女性の職業だけではなく、女性の経済活動への参

加、社会への参加をもっと考えなければいけないと思います。私どもは女性達がもっと経済活

動に参加しなければ、経済成長も不可能だと考えています。 

ネパール政府は職業訓練などを提供しようとしていますが、しかし、あまりこれも効率の良

いものではありません。現在、女性達のための適切な職業や職場がなし、職業センターなどで

もあまり女性達の世話をしてくれません。これらの理由でネパールでは女性がそれほど経済活

動に参加していないのです。 

開発計画に女性をもっと巻き込むことで、女性自身の社会的な地位が向上するだけではなく、 

経済発展にも貢献すると思われます。女性の労働力、そして経済開発、その相互関係にもっと

私どもは注意を向け、そして人的資源を十分に開発しなければならないと思われます。女性の

地位の向上と経済開発、出生力増加、生産性、流通などとの重要な相互連関をもっと認識しな

ければなりません。 

現在、ネパールでは女性こそ、最も開発されていない人的資源といえましょう。政府は、ネ

パールの女性達がもっと社会参加できるように、総合的な政策を打ち出さねばならないと思い

ます。そして、さまざまな方法で社会、文化、そして伝統を変えていくようなプログラムを設

けなければいけないと思います。 

特に先ほど申しましたように、いちばん大きな障害となっているのが、教育のレベルが低い

ことです。雇用の質、そして自営業あるいは自活することを含む雇用の質を向上させるための

政策、計画、プログラムが必要です。また、インフオーマル・セクタの潜在的な能力を十分に

活用しなければなりません。特に家内産業、小規模産業などを促進し、援助していかなければ

ならないと思います。 

また、女性を対象とし、女性に焦点を絞った雇用の質の向上対策を行うことが必要だと思わ

れます。 

更に、農村のインフオーマル・セクタにおける雇用の質の向上や雇用の促進、これに関して

も政府はもっと注意を払い、そのための職業訓練、技術訓練なども必要と思われます。しかも、 

このような職業訓練プログラムは、今後予想される現実的な雇用の機会と関連のあるものでな

ければならないと思います。成人教育プログラムなどを広く普及することで、教育をまったく

受けていない者、あるいはほとんど教育を受けていない者に基本的な読み書きを教えなければ

いけないと思います。特に女性達に基本的な読み書きを教え、女性が読み書きできるようにな

らなければ、自分達の生活の質を改善することはできないのです。 

このようなさまざまな問題を考えますと、国会議員の役割は大きなものです。特に草の根レ 
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ベルで国民とつながっている私どもの責任は重大なのです。 



ニュージーランド 

ジル・ホワイト議員 

議長、同僚の国会議員の皆様方、またご出席の皆様方、このAPDA会議に参加できること 

をたいへんうれしく思っています。まず最初に、ご招待に対し、さまざまなご尽力、ご助力を 

いただいたことに対してAPDAに御礼申し上げたいと思います。 

私は労働党の野党で与党ではございません。最初にこのことをお断りしておきます。 

1980年代、1990年代、ニュージーランドは大きな社会的変化を経験しました。この

社会変化に伴って、国会の役割はどうあるべきか、また社会コストはどの程度であるか、これ

についてはまだ討議が続いており、結論が出でおりません。 

1980年代、ニュージーランドはその経済を解放し、国際的な競争力を強めることに努力

をいたしました。たしかに政府は疾病者、失業者、高齢者、片親に対する社会的なサポートを

提供いたしました。しかし一方で、規制緩和が進み、国家の補助が減らされたことで、経済分

野にさまざまな変化が起こりました。1990年以降、社会的な支出が減ってきたわけです。 

政策の変更が多々行われ、家族に対する家計の負担が高くなりました。貧困が増え、そしてい

わゆる貧困の女性化が進んだわけです。 

ニュージーランドですから、相対的には恵まれた貧困かもしれません。しかし、私は貧困と

は、何も単に生活水準が低いということだけではなく、貧困の現状を打破しようとしても打破

できないというむずかしさがあるものだと考えています。貧困者といわれる一部の女性には生

活における選択肢がほとんど与えられていないのです。新たに作られました雇用契約法が、さ

まざまな影響を人々に与えています。この法律の下で組合の力は減らされ、被雇用者の個々の

契約が重視されるようになりました。その結果、女性労働者は組合の保護を失い、一方、自ら

交渉しようにも十分な経験を積んでいないという状況になったのです。 

また、自らを過小評価する女性も増えています。多くの場合、所得はむしろ減っています。 

また、仕事の保障も危うくなり、日雇いも増えてまいります。女性の収入は男性の75％にと

どまっているのです。年金需給資格年齢も高くなっています。その結果、高齢化が進んでいる

中で、高齢の女性は所得も少なく、老後の蓄えもなく、将来に不安をおぼえているのです。 

ニュージーランドの女性国会議員として、今日は、 2つ申し上げたいと思います。すなわち、 

10年前に比べましてニュージーランドでも貧困が増え、そして、社会保障が危うくなってい

ます。そしていちばんの犠牲者は女性です。その対策として、もっと社会のすべての側面に女

性が参加することが必要だろうと思います。 

ここで具体的に、経済生活で女性がどのような参加をしていくのか、考えてみたいと思いま

す。現在家計維持を行う上で、女性の所得がたいへん重要になってきました。労働に従事する

女性は自らを扶養しなければならない、いわゆる共稼ぎ家庭が増えているわけです。あるいは

片親で、女性が働かなければ家計が維持できない、あるいはパートナー関係で、女が家族の働

き手という場合が増えてきました。 

労働力市場では、女性の参加が増えています。子育てをしながら仕事をしている女性がたい

へん増えているということです。子育てをしながら働かなければならないという女性が増える 
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ということは、その仕事と家事の両立をはかる上で、女性にとってより多くの負担がかかると

いうことになるのです。 

また、ニュージーランドでは雇用の機会が1980年代にだいぶ変わってきました。もっぱ

ら女性の働き場となっているサービス分野が増えています。逆に男性の働き場であった工業、 

産業界での女性の雇用機会は減っています。また、マオリ族をみてみますと、さまざまな変化

が訪れています。 

ここでフルタイムとパートタイムの仕事について、考えてみる必要があろうかと思います。 

パートナーのいない女性は、経済的な必要性からフルタイムで働く必要が出てきました。 12 

歳以下の子供を持つ母親、あるいは配偶者が 5万ドル以上を稼いでいる女性はパートタイムで

働いています。従いまして、 5万ドル以上の所得がある家庭が最大の選択肢を持っているので

す。 

現代は、障壁とその一方でさまざまな機会が生まれている時代だろうと思います。しかし、 

必ずしも女性に対して平等な機会が与えられているわけではありません。 

このような状況に対して、どのような戦略をとるべきか。女性の社会参加に対する障壁とな

っている問題を克服するための 3つの戦略をお話ししたいと思います。 

まず、21世紀に向けて、女性の社会参加を考えるときに、エンパワーメントを忘れてはな

らないと思います。どうやって女性に権能を与えるのかが問題となります。私は、コミュニテ

ィの開発こそが重要な戦略であると思います。実践においては、各国違うと思いますが、しか

しこれは共通の課題でしょう。コミュニティの開発とは、女性をして自らの生活を左右するよ

うな意思決定に参加するということです。そして、持つべき資源を持ち、それを共有できると

いうことです。 

また、仕事場でより積極的に参加するということです。特に目的のある集団の意思決定では、 

女性は長けています。その意思決定に女性が参加することによって、女性の自信も深まるでし

よつ0 

このコミュニティ開発について、今日は 2つだけを指摘するにとどめたいと思います。 

コミュニティ開発と教育には、まず大きな利益があるということです。そして、それが女性

の自信にもつながります。また、コミュニティ開発は、女性の国際的な連帯にもつながります。 

たとえば、ニュージーランドの女性は、ベトナムの女性とさまざまな連携、連帯活動を行って

います。自信を持ちますとエンパワーメント、つまり力を持つことができ、女性は社会に参加

することができるのです。 

しかし一方でまた、女性は家庭内暴力にも直面しています。ニュージーランドでは、最近、 

家庭内暴力法を制定しました。従来あった法を更に充実させて、さまざまな暴力に対する保護

を与え、身体的、性的、心理的な暴力を含む暴力にをふるう人間にペナルティを科すようにし

ています。そして、家庭における関係の強化をはかっています。裁判所は家庭内暴力を行った

人間と教唆した人間に保護命令を出すことができます。このように裁判所に強い権能が与えら

れており、暴力を行う人間は、カウンセリングを受けたり、あるいは強制プログラムを受けな

ければならないということになります。 

そして、そのようなプログラムを実施することになりますと、資金・資源が必要になってき

ます。男女いずれのグループも、こういったプログラムに対してきちんとした財源が与えられ 
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るように、政府にさまざまな働きかけを行っています。 

次に私は第 3の戦略として、ファミリー・フレンドリー・ワーク・プレイスについてご紹介

したいと思います。家庭にやさしい職場です。家庭にやさしい社会を作ることを目指す機関が、 

今、職場により柔軟性を導入するためのさまざまな努力を進めています。問題を検討しながら、 

家庭、仕事の両立を図ろうとしています。対象は子育てをしている母親だけではなく、高齢者

の世話をしている人々、十代の子供を持つ人々、また、障害者の世話をしながら仕事をする人

々、その人々が仕事と家事を両立できるような家庭にやさしい仕事場が必要になってきます。 

傷病者、高齢者、そして障害のある人々に十分なケアをしながら、一方できちんと仕事をで

きるような環境を作ろうとしています。 

特に共稼ぎが、家計上必要になってきた現在の経済的な現実を考えると、このような対策が

必要だろうと思います。また、女性に技能を与えなければなりません。それなくしては持続的

な開発はないと思います。仕事場にフレキシビリティがあれば、そのような技能もまた高まる

でしょう。 

女性には選択肢が必要です。しかし、残念ながら富める女性と貧しき女性の間のギャップは、 

今むしろ拡大してしまっています。21世紀を目前として、一方で富めるエリートがいます。 

しかし、そういった女性は、貧しい女性に対する意識が低いのです。貧しき女性はお金だけで

はなく、教育、ヘルス・ケアのアクセス、そして住宅を獲得する機会も与えられておりません。 

ー方、富める者は、雇用の機会もあり、キャリアを進めることもできます。そして、国際的

なライフ・スタイルを享受することができます。そのような富めるものと貧しきものの較差を

解消しなければなりません。そのためには、戦略の実践が必要だと思いますし、現状の認識が

重要です。そして、何といっても連帯が重要だと思います。 

ありがとうございました。 



シンガポール 

フー・イーショーン議員 

シンガポールは人口が 300万人の小国です。そして現在、30万人の外国人労働者、シン

ガポール市民ではない人がいます。また、女性人口は総人口の 49. 5％です。 1950年代、 

1960年代においては、女性労働者の多くは未熟練の労働者でしたが、だんだん男女ともに

資本集約型の労働へと移行してきました。 

現在、国の優先政策として、女性の労働参加率を上昇させ、職場と家庭が、両立できるよう

にする政策をとる必要が出てきています。そのためには、政府、労働、そして経営者側の三者

が協力しなければなりません。そして、国全体、社会全体がより良い生活の質、より高い生産

性へと進まねばならないと考えています。 

傾向としては、女性就業者の平均年齢が上がっています。また既婚女性で働いている人が増

えています。教育のレベルも高くなっています。また、さまざまな職場、仕事に女性がついて

います。賃金レベルも上がり、そして、生活の質も上がってきています。そして職場や、仕事

に対する女性の野心や期待も上がっているのです。 

しかし、全く変化していない要素がいくつかあります。たとえば女性は教師、事務員、看護

婦などの伝統的な職業に依然として多くついています。また、女性の平均収入は男性の平均収

入の73％です。女性労働者の80％が未婚者です。既婚者は少ないわけです。つまり、結婚

すると育児、家事のために職場を離れるのです。1986年の調査によりますと、女性は、も

し十分な保育園とか育児施設がなければ自分で育児をしたいと答えています。 

1990年の国勢調査によりますと、労働人口は160万人で、女性は68万人です。19 

94年現在では、女性の労働参加が 40％で、まだ人口比率の4 9%-4 8％には達成してい

ません。 

女性の年齢別労働参加率ですが、1974年、1984年、1994年と10年ごとの変遷

をみますと、1974年にはいちばん高かった年齢別労働参考率が 20歳から24歳の間で3 

7％でした。現在はいちばん高いのが 80％ぐらいになっていますが、年齢がどんどん上がっ

ています。そして結婚後は落ちるという傾向があります。 

日本と比べますとその変化の曲線は育児が終わった後の職場復帰が少なく、M型にはまだな

っていません。現在女性で就業している率は51％くらいです。男性率は80％程度です。 

'70年代女性の労働力参加率が 13％ぐらいでしたから、今日の労働参加率は13％から5 

1％へ上がっているのです。 

女性の労働参加率が上がっている理由は、いろいろ考えられると思います。教育水準の向上

が、まずあげられると思います。現在、大学生の 45％は女子学生で、高校と大学の間、Aレ

ベルの水準を得る人が 25％です。 

女性の労働参加率は男性に比べ低いわけですから、平均的労働者の教育水準は男子よりも女

子のほうが高いということになります。 

このように教育水準が高くなり社会に貢献したいという意識が高まったこと。それから家族

計画によって、その家族が小家族化したということがあげられます。現在合計特殊出生率が 1. 
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8、平均的子供数が 2. 8児ですから、家庭における負担が減ったということです。それから

高齢者のデイ・ケア・センターや児童ケア・センターが増え、労働参加が増えていると考えら

れます。制度的には1961年の時に女性憲章を採用いたしました。働く権利、不動産所有、 

財産所有権、それから、結婚後の昔の父親の名前を使うことができる権利などが採用されまし 

ニュージーランドと同じように、その共稼ぎ家族に対する補助制度があります。男性だけが

働いた場合1700シンガポールドルですが共稼ぎの場合、3000シンガポールドルになります。 

女性の職場進出の大きな理由として世帯所得を増やすという目的があります。 

しかし、労働参加率を、英国やアメリカや日本と国際比較しますと、まだまだ参加率は高い

とはいえません。シンガポールでは労働参加率の変化はいわゆるM型にはまだなっていません。 

これから女性が育児後に職場に復帰することをはかっていかなければならないと思います。そ

れから職業別でみてみますと、労働力全体に占める女性の比率は40%、管理職が 18. 2%、 

事務が73%、サーバント・サービスが 38％です。農業が 35％です。 

次に職業部門別でみますと、政府、公務部門全体で36%、管理職が 16%、マネージャー 

・レベルが 8 ％です。金融分析分野に進出する女性が増えています。それから女性教員の比率

は高く、法律分野にも進出がめざましくなっております。それから医師、医療従事者、銀行家

になる女性、それから公務員になる女性も増えてきています。製造部門が38%、コミュニテ

ィ・サービスや個人向けの金融サービスへの進出が増えています。 

多くの既婚女性が労働市場に参加してきています。以前は、女性就業者中34％が既婚婦人

でしたが、今は 49％が既婚婦人になっています。賃金のほうはどうかということですが、以

前は72％が 400ドルでした。 1993年の数字ですが、 23％の人が 1000ドル以下で、 

19％が1000ドル程度に改善されています。 

最後に将来の課題について考えてみたいと思います。シンガポールも高齢化社会で、労働力

不足です。現在、 1人の高齢者を 8人が支えていますが、2030年になりますと 2人が 1人

を支えなければならなくなります。小家族化で、教育水準の高い女性、単身の女性も増えてい

ますから、出生率はますます低下の一途をたどり、出生数も減ります。単身、片親家族といっ

ても、寡婦や離婚者を含むのではなくて、母子家庭です。つまり、未婚の母ということになり

ます。家族に対する責任とその職場での責任をどう両立させるかについて男女の間に、その負

担をめぐって緊張が出てくると思います。 

それからもう 1つの問題は、国際化です。シンガポールは政策的に現地化をはかっています。 

そのためにも女性の参加を推進したいのです。そのために家族責任を持つ女性が市場に育児の

後もどるための訓練が必要となります。技術の再更新をはかっていかなければ、将来の職につ

けないからです。 

もう 1つは、家庭に優しい政策をとるように使用者側に働きかけ、政府に働きかけることが

必要です。たとえば児童ケア・センターを増やす、高齢者向けのデイ・ケア・センターを増や

す、既婚婦人をサポートするような方針を使用者が実施するよう働きかけるということが必要

だろうと思います。それから政府としては、政策決定に女性が携わるようにいろいろと積極的

な施策を講じています。また、家族の統合、社会の統合キャンペーンを社会全体で行っており

ます。 
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それから熟練労働者と未熟練労働者の落差というのは大きな問題です。熟練技能をもってい

ますと、高賃金の職につくことができます。低熟練労働者は、インド、中国、インドシナ諸国

とのその市場を巡って競争があり、どうしても賃金の低いこれらの国に負けてしまうことにな

ります。 

これらがシンガポール将来の課題であろうかと思います。 



シ リ ア 

ガッサン・タヤラ議員 

APDAに対しこの機会をいただいたことに感謝を申し上げます。新しい友に会う機会もい

ただきましたし、古き友にもあいまみえる機会もいただきました。 

今朝のスピーカーのほとんどが女性です。インドネシアの友人が言われますように、この平

等の問題は女性の問題ではなく、社会の問題です。ですから男たる私も、これに対して言及す

る権利があるものと思っています。 

シリアの国土面積ですが、1850万haです。耕地が620万血です。森林が60万haです。 

未耕地が1200万haあります。人口規模は1540万人です。都市と農村地域に分け、また

男女別で人口を見てみますと、都市部男子人口が398万人、都市部女子人口が355万人で

す。 

農村部男子人口は397万人、農村部女子人口は 388万人です。男女比は農村、都市部と

もほぼ同じです。従って、シリアでは、一夫多妻というわけにはいきません。女性の数が足り

なくなってしまいます。 

さて、人口増加率ですが、1960年から1970年の間の 10年間で人口1000人当た

り50人でした。1970年から1981年で40. 9人。1981年から1987年で35 

人、1987年から1994年まで3L 7人です。人口増加率には地域差があります。農村

のほうは都市と比較して高くなっています。 

比較の問題ではなく、一般的に、シリアの人口増加率は高いといわざるをえません。 

その理由ですが、宗教的な影響、社会的な伝統、それから誇りみたいなものがあります。子

だくさんは社会において尊重されるというような社会的価値観があるのです。 

それから1960年代において、1000人当たり45人だった死亡率が、現在では 5. 5 

人にまで低下し、進歩がかなり見られました。 

今回のテーマである繁栄のための戦略、それから女性の労働参加と経済開発というテーマで

申しますと、憲法、法律では、すべて男女同権が保障されています。しかし、現実の社会はど

うかが問題であると思います。 

まず、最初の問題は若い年齢での結婚です。結婚する女性の70％が 18歳から20歳で結

婚します。 14歳から18歳までの女児が結婚する比率も 10％強となっています。従って若

い年齢での結婚の問題を解決する必要があると思います。 

2番目の問題としてあげなければならないのは、農村地域では、ほとんどが無賃金で労働し

ているということです。夫を助けるか、また夫に代わって土地で農業をしています。その場合、 

夫のほうはその他の職業に従事しています。 

政府の戦略について述べますと、政府は、NGOなどと協力をしながら対処していくという

方針を取っています。たとえば、女性組合というのがあります。この女性組合に対して政府

はその予算の中から100万ドルを計上し、教育、訓練、ヘルス・ケアや子供の保証人プログ

ラムを実施しています。これは、50人以上の女性を雇用する工場においては、女性が、母親

が、安心して働けるように子供の世話をする児童の保証人を設けなければならないという法律 
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です。これは子供達をあずかって教育を施すというプログラムです。 

しかし、男女ともに育児をするという意識の改革が、今いちばん間われているところです。 

いうまでもなく、教育においては、男子を教育し、女子を教育し、男女同権を徹底していかな

ければなりません。法律は既にあり、憲法も同権を保障しているのです。しかし、現実にその

普及を妨げている古い伝統、悪癖、悪習、これをどう打ち砕くかということが大きな課題なの

です。 

政府が制定した法律によりますと、少なくとも 6年の義務教育は何人も保障され、教育はす

べて無料で提供されます。大学における教育も無料です。せっかくそのような法律があっても、 

農村においては、女児を大学に送るということはほとんど見られません。 

しかしながら、特定の教育分野、たとえば、医療・医学分野、建築、言語学、文学の分野に

おいては女学生の進出もわずかながら見られています。およそ学生の40％が女学生です。 

従って、男女の同権を進め女性の社会参加を促すために、より多くの予算を政府を支援する 

NGOに割く必要があるということです。問題は、法律の有無ではありません。女性の意識で

あり、男性の意識の改革です。 

結婚すると、女性は職場を離れます。夫が働くことを好まないからではありません。女性自

身に働きたくないという意識が働くからです。男性のなるべく働いてほしくないという意向も

あると思われますが、それ以上に女性自身に働きたくないという意識が強いわけです。このよ

うに女性の意識が障害となるわけです。このような状態を改善するために、場合によっては、 

女性が地方議会、国会に立つことを促進するために、定員の何％は女性とするというような枠

を設定する必要性があるのではないかという議論がなされています。そうでなければ女性の議

員が増えないというのです。 

このようにまだまだ改善の余地があるといわなければなりません。 

それから、最後にご存じのように中東の和平プロセスは多少進んでいるように見えますが、 

残念なことではありますけれども、まだ、同じところに踏みとどまっているというのが現実で

す。平和がいつ達成できるのでしょうか。平和が達成できた暁にはもっともっと教育に予算を

割くことができます。そして、社会の進歩を確保することができると思います。 

ありがとうございました。 
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タ イ 

アダワン・ウォンスリ・ウオン議員 

議長、ご出席の皆様、今日は幼年売春、児童売春の問題解決についてお話をしたいと思いま

す。 タイ国の北部のパヤオを代表して、私は2年間国会議員をしてきました。そして私は北

部の女性開発財団というNGOの理事長をしています。タイでは昔から18歳以下の若い女児

が売春を強制されてきました。私は、若い売春婦達のほとんどがタイの北部出身であるという

ことに、たいへん心を痛めてまいりました。そしてこの問題をなんとか解決しようということ

で、立候補したのです。つまり、我が国における幼児、幼女の売春を撲滅が私の究極的な目的

です。 

この問題を解決するために私は、 4つの方法でこの問題を攻撃しようと考えました。1つは

メディアを通して意識を高める、 2番目には売春防止法などを更に厳しくして、関連した法律

や規則などを強化する、 3番目にはその少女達とその家族の生活の質を改善する、そして奨学

金や教育の機会を提供することです。 

更に、私はその地域の地方の政府、地方自治体に対して、生活の質をより改善するために、 

水の供給、その他インフラの供給にカを入れてきました。更に、農業に関しては、民間企業、 

私企業、農業などを更に促進するための努力を致しましたし、私自身もベビー・コーンの缶詰

工場を開始したのです。なんとかこの地域、これらの地域で産業を開発しようとしています。 

そして私の会社のこのベビー・コーンの缶詰がヤオハンを通し、日本でアジア食糧産業会社と

いう会社から、市販されることになりました。ヤオハンにお礼を申し上げたいと思います。 

私は、パヤオ地域において、まず、学校を通して学童達の家庭環境を調べました。そして貧

しい子に対しては、中等教育の最初の 3年間、奨学金や援助を提供しようと考えました。私は 

1993年にこのプロジェクトを開始しました。そうしますと1577名の学童のうち714 

名の男児と863名の女児が貧困のために中等教育を受けることができないことがわかりまし

た。その年は、 4月に学年が終わりましたが、5月になると、この子供達のわずか116名し

か戻ってきませんでした。58人の男児、そして女児、その40名が更に職業訓練がほしいと

いうことをいいました。そこで、ドロップアウトした714名の男児、863名の女児のうち 

116名を追跡し、発見しました。 

その 116名に対して資金援助を開始し、1993年にはこの子達が中学校に入学すること

ができました。 

更に、520名の少女に対して、奨学金を提供しています。幸い、皇太后が 4万ドルを寄付

してくださり、それを資金として1995年の初めに、タイ北部の女性開発財団というNGO 

を設立いたしました。そして現在私は最低40万ドルの資金を、獲得しようと努力しています。 

これを投資し、貧しい、優秀な少女達に奨学金を提供してあげたいと考えています。また、プ 

ーミポン国王の財団もつい最近パヤオで子供達のための全寮制の学校を始め、初等教育、中等

教育、両方を提供するようになりました。 

その結果、1994年、中等教育を受けている小児、学童が全体で92%。パヤオでは95 

％になりました。この調査の結果の成果を高く評価した文部省は、他の地域のモデルケースに 
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しようとしています。私はこの地域の調査を行った結果、こういった高い成果が得られたので

す。 

チェンマイでは、 1万6000人の男女が初等教育を終了しています。1075名が文部省

から奨学金を、 100名がTV3から、そして310名が奨学金がなければ学校を続けること

ができなかったでしょう。 

パヤオでは、6800名の男女が初等教育を終了しました。そのうち、681名が文部省か

ら、100名がTV3から奨学金を受けることができました。今、更に956名の女児が奨学

金を必要としています。 

私の財団はこういった少女達に、パヤオで956名、チェンマイで310名に奨学金を提供

したいと考えています。中学校 3年間を終了するのに女児1人わずか120ドルがあればいい

のです。この目標を達成するために私の財団は全部で16万ドルを目標として募金活動を行っ

ています。この目標が達成できれば、今年、この貧しい少女達が100％就学することができ

ます。そうすると、少なくとも今年はパヤオやチェンマイから少女売春婦が出ないと思います。 

1993年、チェンマイとパヤオで学校に行っている学童は 7 0--8 0％でした。 2 0--3 

0 ％は学校に行っていなかったのです。ところが1994年になりますと、学校に行っている

のが 9 2-9 5%、そして行っていない学童が5-8％へと変化しました。私ども1995年

にはなんとか小学生、中学生が 100％出席できるようにしたいと思っています。100％就

学を達成しなければ、1993年で 2 0-3 0%、 1 9 9 4年で5-8％いた、学校からドロ

ップアウトしている貧しい子どもは児童労働、児童売春などを行わなければならない、そうい

う危険が待っているのです。 

私どもの目標は非常に重要な目標だと思います。私達の将来は子供達が担っているのです。 

私達は将来に投資しなければ、人々の生命も、そして人々の生活もすべて無駄になり、そして

悲劇を生むことになるでしょう。 



ベトナム 

’エン・ティ・タン議員 

ご参会の国会議員の皆様方、諸先生方。 

まず、APDAに対して、私ども代表団が日本を訪問し、ベトナムの女性とその労働につい

てご紹介できる機会をいただいたことに感謝申し上げたいと思います。 

ベトナムは独立を英雄的な行為で勝ち取りました。しかし、それ以来、社会政策、福祉、教

育、医療などの分野で革新を続けてきました。 1994年の統計で申しますと、ベトナムの人

口は7200万、女性が 51. 8％を占めています。人口増加率は2. 2 6 ％になっています。 

農村部の人口増加率は2. 7％です。 

男性の平均余命は63歳、女性は67. 5歳になっています。ベトナム人口の 8 割は農村部

に住んでいます。労働力も72％が農村部に存在しています。農村部では 1世帯当たり5名。 

都市部では 4. 8名です。アジアの他の国々の伝統と同じように、ベトナムでは大家族制度が

あり、何世代もが同居しています。高いところでは40％がそのような大家族制度になってい

ます。いちばん低いところでも20％は大家族制度になっています。 

開発の度合いによって大家族の比率が増減します。現在、産業化政策の中で核家族が生まれ

ています。また、土地配分政策が進み、若いカップルは親元から離れて、自らの土地を農耕す

るようになりました。1994年の統計によりますと、世帯主になっている女性が 32％もい

ます。特にこれは都市部で高く、都市部だけをみると55%、デルタ地帯では 4割から4 5 %' 

そして遠隔地、山岳地では20％と低くなっています。 

次に経済的な問題ですが、国民1人当たりの所得は世界でも最低水準で、1994年は26 

0 ドルです。国内総生産における産業別生産額の中で、農業部門がいちばん大きな部門になっ

ています。1989年の国勢調査によりますと、女性の識字率は87%。そして、女性の78. 

6％はいわゆる経済活動年齢人口で、生産活動に従事しています。家事専業が 10％です。 

労働人口が2870万人。そのうち1500万人が女性です。農業では労働力の72. 8% 

が女性です。産業部門ではいわゆる労働集約的な産業に女性が集中しています。繊維、衣類、 

皮革製品産業に女性労働者が集中しています。こういった産業では 63. 6％までが女性の労

働力になっています。 

またその他、森林業では40%、エネルギーでは28%、そして輸送業では女性が 25％を

占めています。特にヘルス・ケア、医療部門では、女性の進出がたいへん進んでいます。また、 

教育でも同様です。労働力の65％ぐらいが女性です。このように高い技能を必要とする産業

に女性は従事しているものの、その所得は低水準になっています。また中小企業、あるいは手

工業、手仕事の分野では大半の労働者が女性なのです。逆にハイテク産業、あるいは政府、行

政機関に働く女性の数は少なくなっています。 

政府部門を見てみますと、女性の参加は限られています。たとえば、国会では女性のシェア

は 17. 7%、地方議会では女性の進出は11%、そして更に町村になりますと13％です。 

1945年以前、ベトナムには学位をもった女性はいませんでした。しかし、1994年の統

計データによりますと、大学の学生の 40％を女性が占めるようになりました。また、教職員 
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も20%、医師も30％が、そして薬剤師は 52％が女性です。 

このように、ベトナムの国全体の労働力に寄与している女性のパーセンテージは、相対的に

高くなっています。このように女性が労働に参加する傾向は、2000年には更に強化される

と思います。 

女性は農村部に多いわけです。また、フオーマル・セクタより、インフオーマル・セクタに

働く女性のほうが多くなっています。専門職は少なく 1 7. 4％にとどまっています。 

現在、まだ人口増加率はたいへん高いままです。公的教育、そしてトレーニングのシステム

を充実しようにも人口の増加に追いつきません。従って教育支出は限られた金額になっていま

す。このことによって、結局女性の機会が限定されることになります。 

次に女性の労働についての現在の政策をご紹介したいと思います。古くは1930年の党の

政治プログラムを見ても、労働者としての女性について多大な注目が払われています。また、 

現在の私どもの憲法、法制度は女性を重視しています。1992年の憲法、家族婚姻法、労働

法も同様です。議決第 4 号では、新しい開発の段階にふさわしい女性のための政策の刷新、そ

して改善がうたわれています。 

このようなプログラム、政策を実行することによって、あらゆる社会生活において女性の参

加を促進しようとしています。 

このようにベトナム政府はさまざまな政策を実施していますが、若い女の子、そして遠隔地、 

山岳地の子供達にも同じ教育が得られるような配慮をしております。このような努力を通じて 

21世紀には男女較差が解消されることを願っています。 

労働力に参加するためには、若い女性が学校に通い、トレーニングを受け、より高い教育を

受けることが必要です。従って教育制度の充実が必要になると思います。女性にも社会保障、 

特に危険な産業で働く女性に社会保障保険を与えることがだいじであろうと思います。 

また、人口政策、家族計画をすることで、女性により良い機会を与えることが必要だろうと

思います。更に女性に重点的な研修をして、あらゆる社会の分野でより積極的な参加を可能に

することが重要だと考えています。 

ありがとうございました。 



【ナフシア・ボイ議員：インドネシア】 

シリアのご発表について、お伺いいたします。先ほど人口構成のところで、都市部において

も農村部においても男性の方が数が多いというご発表だったと思います。一般的に言って多く

の国では女性のほうが多くなると思うのですが、これはどのような理由で逆転しているのでし

ょうか。 

また男女の平均寿命もお教え願いたいと思います。 

【ガッサン・タヤラ議員】シリア】 

ありがとうございました。子だくさんが夫婦の誇りであり、男子を産むということが女子を

産むよりも大切だという習慣があります。違うといっても8万2000人ぐらいの違いです。 

農村では男性397万、女性のほうは388万6000人ですからそんなに開きはないと思

います。 

私どもの国においては、ほぼ男女比は等しいといえるのではないかと思います。そして、農

村から都市への人口移動は少ないのです。教育の変化がよほどない限り、農村からの動きはな

いと思います。 

【ナフシア・ボイ議員：インドネシア】 平均寿命を教えてください。 

【ガッサン・タヤラ議員：シリア】 

統計のデータは、今、手元にないのですが、平均寿命ということになりますと、 2'----3 年女 

性のほうが長生きです。 

【ジル・ホワイト議員：ニュージーランド】 

タイのウォンスリー・ウオンさんに質問させていただきます。非常に興味深い報告をいただ

きました。児童売春の問題には外国からの観光客による児童売春が増えているではないでしょ

うか。ニュージーランドにおいては、今、海外での児童買春に関する法律を制定し、これを非

合法化しようという努力がなされています。ウォンスリー・ウオンさんは、どうお考えでしょ

うか。 

【ウオンスリー・ウオン議員】タイ】 

今度5月に国会が改正法を審議することになると思います。そして、問題の解決に貢献でき

ると思います。売買春双方に対して取り締まり、厳しく加罰しようというのが法律の改正法の

主旨です。 

【コリン・ホリス議員：オーストラリア】 

私もタイに対してコメントをしてみたいと思います。非常に興味深く聞かせてもらいました。 
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オーストラリアでは、 2年前に今ニュージーランドで言っております法律を制定したばかりで

す。オーストラリアの市民で、未成年者とセックスをもてば、タイでもどこでも国外において

も、オーストラリアの法律で加罰されることになっております。 

つまり、海外でそのような行為を行った場合、オーストラリアに帰国してから、オーストラ

リアの裁判所で加罰されるということです。タイでオーストラリアの男性が児童売春をした場

合、オーストラリア国内で行ったのと同じように取り扱われます。オーストラリアで未成年者

とセックスをもったと同じように、どこの国でもセックスをもった場合には同じ法律が採用さ

れます。 

少女売春を撲滅させようとしても、未成年者とのセックスを非合法化するというような国際

的な運動がない限り、国レベルで厳しく取り締まる国は孤立してしまって、この非人道的な行

為は排斥できないだろうと思います。これはタイ国政府に任せることではなくて、他国で未成

年者がセックスをした場合には自国内と同じように取り締まるべき、という運動を各国で起こ

すべきだと思っております。 

【ウォンスリー・ウォン議員；タイ】 

世界中で今着手する必要があると思っております。これはタイばかりの問題ではないと思い

ます。オーストラリアの方が言われましたように、各国でみんながとにかく立ち上がってこの

ような犯罪を防止する努力をすべきだと思います。そこで、皆さん方も今、行動を起こしてい

ただきたいと思います。 

【ラヴ・ムリンバ議員：ザンビア】 

帰国して、女性議員などと相談して我が国でもこの問題について報告書を出したいと思いま

す。少なくともザンビア、ジンバプエなどの議会でも重要な論題だと思います。 

ここで議論されましたことは、私どもの国でもほとんど状況は同じです。女性の立場、地位

は、少なくとも憲法、法律においては、平等が保障されています。しかし実践が問題なのです。 

具体的には、リプロダクティブ・ヘルスのサービスとか、施設、そして性的な権利（セックス 

・ライツ）に対する教育を学校、学校外で行う場合、いかに資源をもってくるかという配分が

問題となるのです。 

それから、国際会議の場などで、政府の代表などが、国際条約は、その国家の主権に従属し

なければならないと、よくいいます。 

しかし、ほとんどのケースにおいては、そのような発言は宗教、文化の保護という名のもと

に弱者の立場を抑圧し、女性の地位を抑圧することになります。国会議員として、このような

国際条約に盛られている条項に慎重に対処すべきだと思います。そして国内においては、女性

の地位を弓は揚げるためのしかるべき措置をとる上で、十分な予算、資源の配分がなされるよ

うに主張をし、そして必要な改正をするように、各省庁の大臣、所轄大臣に働きかけるべきだ

と思っております。 

ここで、昨日の農産品のマーケティングにおける政府の役割ということについてインドの同

僚に、コメントをいただきたいと思います。 

私どもザンビアは 3カ年にわたって、メイズ（もろこし）の価格が暴落してしまいました。 
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世銀と I MFは、市場に出すなということで、制限を加えたわけですが、私どもは自由に出さ

なくてはならないと思っております。 

女性が農村でメイズを生産しておりますが、道路が未整備ですから、市場がまだ機能せず、 

せっかく作ったメイズを市場に出すことができません。そして、時には政府が、非常に安い価

格で買い上げてしまうことになります。せっかく女性がつくったメイズを安く買い上げてしま

うわけですから、農村世帯、とりわけ女性が世帯主である農家の貧困は悲惨なものです。 

I MF'、世銀などの貸出機関がそのような政策を主張しています。債務国としてはこの状況

を改善するのは非常に難しいのです。世銀、 I MFの大株主である日本などが、この問題につ

いて、もう少し発言をしてほしいと思います。 

ザンビアにおいては、農民を補助できるような市場がまだ機能、整備されていないのです。 

この点に関して、インドの方のご意見をいただければありがたいと思います。 

私どもの国で会議をする時にはどういう分野にどれだけの資源を配分したらいいかという目

処が立ちましたので、ありがたい議論だったと思います。 

【ガッサン・タヤラ議員：シリア】 

売春防止法に関してですが、法律では絶対に守ることはできません。たとえば、パリ、フラ

ンスなどで売春婦として働く場合には、特別な許可証を必要とします。しかし、そのような特

別な許可をもらっている女性が1000名いれば、許可証をもらっていない人も同じように 1 

000人いるのです。 

警察はその人達に対して何もすることができません。ですから売春防止法、児童売春の売春

者保護法等を設けても、まったくのザル法になります。それよりも、子供達に教育を与え、そ

して、職を与えなければなりません。 

【ビレンドラ・カタリア議員】インド】 

昨日、川野先生の論文発表だったと思いますが、インドの農業と農村開発について報告し、 

インドのパンジャブ州とビハール州を比較されました。私はパンジャブ出身です。 

川野先生がその研究論文でおっしゃったことはほとんどに関して正確であり、ほとんどに関

して私は、同意いたします。 

ただ 2つほど述べたいと思います。 1つは肥料に関してです。昔、ィンドは、つねに他の国

から食糧を与えてもらわなければならない国でありました。しかし、従来は人から施しをもら

っていたわれわれが、今は自分達で十分に農業生産をすることができ、他国に輸出するほど成

長したのです。たしかに今、私達は肥料を使っており、輸入もしております。川野先生は、肥

料を大量に、しかも低価格の肥料を使えば農業生産が上がる、インドではそれが進んでいない

と示唆されたと思うんですが、私はご列席の皆様にひと言申し上げたいことがあります。 

わが国には巨大な肥料工場があります。更に、窒素系の肥料の 5つの工場が作られ、また、 

合弁事業として、他の国にも肥料工場を作り、その肥料工場が生産した肥料がインドに逆に輸

出されることになります。 

私どもは、肥料を自国でどんどん生産し、外国でも生産し、輸入もし、そして農家に対して

も助成をしています。原材料が＋分にあるわけではありませんが、十分な設備をそなえた肥料 
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工場もありますし、足りないものは輸入しています。また農家に助成金を与えて肥料を購入で

きるようにしております。 

もう 1 つ、農業産品のマーケティングに関してですが、先ほど、ジンバブエの先生から政府

はどのようなマーケティング政策をとっているのかという質問をされました。従来は、生産さ

れた農産品を 1 つの州から別の州へと自由に流通させることができませんでした。インドは大

国です。あるところでは小麦、あるところでは米を作っております。それでも農家は自分達が

作ったものを自由に流通させることができず、いちばん条件のいい価格で自分の製品を売るこ

とができなかったわけです。 

しかし、インド政府はこれに対して、農業に 1 つの産業の地位を与え、新しい政策のもとで

は、農民が国中好きなところに、農産品を送ることができるようになりました。それに加えて

農業部門は、所得税を免除されております。更に、農家への助成金や援助金が与えられ、それ

によって農家は種子、肥料、機械などを購入することができます。 

また、最も重要なことは、収穫後のいろいろな処理や貯蔵を行うセンターや機関が作られ、 

流通が整備され、新しい農業技術も普及していることです。商業銀行などに対しても農業に対

し特別な助成金をするように指導しておりますし、新しい種子、新しい品種、改良品種などに

対しても、十分な情報が提供されており、農家はたいへん恵まれている状態にあります。 

更に濯既用水、瀧概設備など、それに関しても援助がされております。トラクターなどの農

業機械も提供されておりますし、簡単に買えるようになっております。 

ビハールに関して申し上げますと、今、いちばん遅れているといわれている地域ですが、こ

の地域がたいへん立ち遅れているのは地理的な条件によるものです。政府はこの地域に対して

も、改良品種の種子とか、農業用のいろいろな資源を購入できるような援助をしております。 

これを考えますと、インドの農家の将来はたいへん有望であるとお答えしたいと、申し上げた

いと思います。 

【ナフシア・ボイ議員：インドネシア】 

タイの先生。たいへんすばらしいお仕事をしてらっしゃると思います。児童売春というもの

はたいへん複雑な問題であり、たった 1 人で解決できる問題ではありません。ですから、先生

がお 1 人で 1 つの運動を起こしてもなかなか進まないと思います。われわれみんなが協力しな

ければなりません。また、 1 国で解決できる問題ではありません。現在、女性達は、たとえ強

制されていても、任意であっても、雇用の機会を求めて、経済的な改善を求めて、国際的に移

動しているのです。 

インドネシア、タイ、フィリピンなどの女性達が、自分の国では十分な機会が与えられずア

ジア地域の他国へ、あるいはョーロッパへと移住することにたいへんな魅力を感じております。 

そして中には、いずれ売春を強要される、あるいは、売春しか生きていく方法がない人達が出

てくるわけです。そして、その人達の年齢はどんどん若くなってきています。 

こういったサービスを要求している男性達は、よりきれいな、清潔な、あるいは安全な女性

が欲しい、そして、できれば処女が欲しいと要求するわけです。 

この要求に従って、売春婦の年齢がどんどん下がってきています。そこに大きな問題がある

と思います。 
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もう 1つ申し上げたいことがあります。これはAPDAに対して、また、他の方に対しても

申し上げたいのですが、APDAは 3年間の計画で、女性をテーマとして会議を進めてまいり

ました。もし私どもがその 3年間の成果として、21世紀の女性のための大きな勧告を出すと

すれば、今私達はどこにいるのでしょうか。ちょうど中間点にいるわけです。 

事務局の主催者の皆様はたいへんすばらしい配慮をしてくださいました。それについては、 

私は敬意を表したいと思います。ただ、来年の戦略はどうなのか、来年の作戦としてはどのよ

うに進めるべきなのか、それがまだ見えてきません。 

もっと実り多い、もっと内容のある実質的な話をしなければなりません。徹底的に話し合わ

なければなりません。そして、来年はどのようにするのか、来年は何を持ち寄るのかというこ

とを考えねばなりません。アジア特有の解決策は何なのか、それを話し合いたいと思います。 

【川橋幸子議員：日本】 

タイの売春の問題では、たぶん日本がいちばんの加害者として非難されていることだろうと

思います。私どももたいへん苦しい思いがございます。 

日本もかつての非常に貧しい時代には、国内で児童売春の話がございました。貧しいからそ

うしたのです。職業というのでしょうか、そうした道でしか生計が立てられない時代がありま

した。その時、日本の国内では何もしなかったかと言うと、そうではありません。 

むしろ、女性達の市民運動の中で、市民の活動の中で、そのような不幸な少女達を救うプロ

グラムを起こしました。教育や手に技術をつけて別の職業につく職業訓練プログラムを民間の

女性達の間で起こしたのです。 

現在、売春防止法という国内に適応する法律はありますか、未成年児童買春に対して、法律

で罰則をもって取り締まるところまでは、まだ豊かになった日本の社会ではコンセンサスがで

きていません。この問題を法律で禁止することで、解決しようという動きにまで高まっていな

いのです。たいへん残念なことです。 

また、NGOの役割に非常に大きなものがあると思います。去年のカイロの人口会議では、 

NGOの人達が国籍、文化、宗教を超えて、いろんな討議をいたしました。その中で、世界的

な世論喚起、つまり、世界各国の中で上から宣伝するのではない、下から意識を改革していこ

うという市民運動が、去年のカイロ会議でとても盛り上がったと私は思います。 

日本の最近の新しい動きをお伝えいたしますと、環境問題、人権問題などの世の中全体がな

かなか理解しにくいことについて、女性が中心になっているNGOがさまざまな運動を起こし

ております。日本政府はこうしたNGOの役割を重視いたしまして、ODAがそのお国の中で

有効に使われるかどうか。単に開発だけではなくて、農村地域の少女達の教育などに使われる

だろうか。本当に必要なところにODAの資金が流れて有効に使っていただけるようにNGO 

と協力しようとしています。それぞれの国のNGOと日本のNGOとが相互に交流しあって、 

どこでどのように着実な努力をすれば、様々な問題が解決されるかという協議が必要です。こ

のような活動が去年あたりから増え、この問題に地道に取り組むようになってきております。 

NGOの役割も、これからこのアジア・アフリカ地域の中で、考えていく大きなテーマではな

いかと私は思います。 

日本の経験から申しますと、今、非常に経済発展されているNIEs、中国などの国の方々 
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にとって、女性の労働市場参加と育児との両立をどうやって、社会的にサポートしていくかと

いうことが大きな問題となってくると思います。育児の負担を女性個人の問題にするのではな

く、育児を行う上での社会的負担を共有するコンセンサスを作り、社会制度を作らなければな

りません。日本はこの点では失敗いたしました。日本の失敗をそれぞれのお国では成功例に変

えていただきたいと思います。もし、地域で戦略を立てるなら、さまざまな国にあった多様な

戦略にしていったほうがいいのではないかと思います。 

【コリン・ホリス議員】オーストラリア】 

ザンビアの方がおっしゃったコメントに私は立ち戻ってお話ししたいと思います。 

私もたいへん長く考えてきたのは、カイロに集った国会議員がずいぶんとりあげたことです

が、文化、宗教的な問題です。けして、私は批判しているわけではありせんが、やはりカトリ

ック教会の存在に大きな越えるべき課題があります。 

バチカンに住まう長老達が、カイロでしたことは、たいへん恥ずかしいことだったと思いま

す。カイロの国会議員会議で私はあえて立ち上がりました。 

その会議に参加して人々は一所懸命、コンセンサスを求めました。文化、宗教的な自由にあ

えて触れないようにしたのです。その中であえて、私はその点をつきました。宗教的な自由が

確保されなければ、またきちんとした問題の取り組みができなければ問題は解決しません。こ

れは宗教だけではありません。悪弊、旧弊をなくすためにもやはり立ち上がらなければならな

いと思います。女性の性器の割礼（陰核切除）、それについてもやはり目をつぶっていられま

せん。このようにここで立ち上がらなければならない問題が多々あろうかと思います。 

カイロの国会議員会議では、私はあえてそういった問題を指摘いたしました。やはり、文化、 

宗教の自由に触れずして私は決議は承認できないと言いました。そうしますと、仲間はもうそ

こにこだわるなと、そこにこだわると、コンセンサスが得られないから抑えてくれ、と言われ

ました。 

ということで、カイロで私は孤独であったわけですが、それでも、この問題にこだわってお

ります。こういった問題の微妙な問題を、過少評価するわけはありません。しかし遅かれ早か

れ、ザンビアの方がおっしゃったようにこういった伝統に立ち向かわなければならない時期が

くると思います。 

宗教にせよ、何にせよ、何か真剣に事をなそうとするならば、女性がしかるべき役割、地位

を享受してもらおうということならば、男性が女性に強いているような状況を打破しなければ

なりません。それに対して立ち上がる意志、用意がなければ、こんなところで会議をしてもし

ょうがないわけです。 

ですから、それをとりあげましょう。たいへんな問題ですが直視する必要があると思います。 

【広瀬次雄：APDA、日本】 

先ほど、インドネシアのボイ先生から、たいへん適切なご指摘がございました。私は昨年か 

ら 3カ年計画でAPDAが 21世紀における女性一平和と繁栄の戦略一というメインテーマを 

掲げたことは正解であったと心のなかで快哉を叫んでいるわけです。 

ただ、惜しむらくは、時間と財政的な余裕がない。これがたいへん残念でございます。その 
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中でも、私どもが掲げましたテーマについて、今日は主婦から少女売春までたいへん幅広い領

域にわたってご討論いただいたということを、心強く思います。 3 カ年計画の最終年度の来年

度はこの討議を総括して、女性の社会参加および、女性と開発のための政策提言を取りまとめ

たいと考えております。 

従いまして、来年度、この 3 カ年間にわたって、先生方がご討議いただいたエッセンスをま

とめて、政策提言をしたい思っております。そのためには起草委員会も必要だと思います。先

生方からいろいろお知恵を出していただき、どのように取りまとめたらいいかということをご

討論いただきたいと思います。 

ありがとうございます。 

【スン・ョン・カン議員：韓 国】 

女性の労働参加と不平等、それから 21世紀に向けての女性の地位について若干の発言をし

てみたいと思います。 

平等雇用機会法が制定されているにもかかわらず、婦人労働には、昇格、訓練、それから就

職などにおける差別、賃金格差が存在しており、それを是正していかなければなりません。 

更に、女性が労働を行う場合、労働と育児、家族計画、家事などを、両立させています。で

すから、育児、それからチャイルド‘ケア、児童教育の負担を軽減するために、社会が補助し

ていかなければなりません。 

育児は大切です。ですから、産休、育児、それから職場復帰に対して、社会からの援助があ

ってしかるべきだと思います。更に主張したいのは、結婚前の女性の労働に対し、安全な職場

を提供するように特に配慮することも大切だと思います。最も重要なのは、女性が自由に職業

を選択できることです。そうすれば、社会的な地位も改善されると思います。一般的に言って、 

教育と訓練があって初めて平等も確保できるのです。 

それから産業社会における女性の地位を向上させることが平等の確保につながると思います。 

私のこの発言を支持していただきたいと思います。そしてこの議論を今後の北京の会議につ

なげていただければと思います。 

rM.T. S．チナマサ議員：ジンバブエ】 

タイからの友人を賞賛したいと思います。それぞれの国において、国会議員がそれぞれの選

挙区においてたくさんのプログラムをかかえているということを知ることができました。 

特にタイの代表団が草の根のレベルにおいて、とりわけ児童売春から女子を救済しようと、 

そして、初等教育からドロップアウトした人達を守り、救おうという努力をされていることに

心打たれました。 

同じような問題がジンバブエにもあります。ジンバブエは、今、経済構造調整、今、迫られ

ており、そのせいか特に女学生が教育を続けることが困難になっています。ジンバブエには社

会の伝統・悪弊があり、女子は学校教育、特に初等教育のあとを続けることができないのです。 

経済状況が悪くなりますとまず、女子が学校を中断しなければならなくなるのです。 

私は、ジンバブエの私の選挙区において、ある委員会を設けました。そこに初等教育、中等

教育の教員を集め、今、子供達の中の中退者のデータを集めています。その結果の数字が出る 
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に従って女の子の中退者数が特に多いことに心を痛めています。 

そこで、この問題を解決するために、私はNGOと提携をしました。そのNGOは現在、日

本から資金をいただき、中退をした子供達が中等教育を続けることができるようにその資金を

子供達の学費に充てています。 

しかし今、私達の活動は、ジレンマに陥っております。この中等教育を終えたあとどうなる

のかという問題です。経済が拡大しなければ、中等教育を受けても職がないのです。せっかく

教育を受けた子供達、特に女子には就職の口がないということです。 

男子のほうは、職業訓練高校に行って、工学関係や建築関係の技能を積むことができますが、 

その分野に女子が入ることはできません。なぜなら、まだ若い女性に対して差別があるからで

す。タイからの友人が若い女子が売春に身を落とすことがないように努力をされている話は、 

すばらしいお話でしたが。中学校の教育を受けても、中学校も終えたあとの 16歳、17歳の

女子に対してどのような対策をとりうるのでしょうか。 

雇用がなければ、また、もとの悪に染まるということがないのでしょうか。せっかく救って

も、中学卒業したあとの雇用はどうなるのかについて伺いたいのです。今、お答えがいただけ

なければ、また、情報交換を手紙で続けることができればと思っております。 

また、インドからの友人からご指摘いただきました点、非常に感謝しております。マーケテ

ィングの機能を強化することに関してのご発言だったと思います。私も国会におきまして、政

府に対して、生産というよりは、流通面にネックがあると、注意を喚起しています。 

ジンバブエでは、地域によって果実、農産物が、非常によくできますが、それをいかに全国

的に流通させるかということが問題です。 

ザンビアからの同僚が言っておりましたように、世銀は何を今強いているのでしょうか。そ

れは民営化、民営化です。すべて国営企業を民営化せよ、と言っています。冷凍食物局や乳酸

品局などを民営化せよといっているわけです。ジンバブエではこれらの部局は貧困者のために

作られているのです。仮に、民営化したとしても、マーケティングが整備されていなければ、 

食品も乳酸品も市場に出回りません。 

しかし、世銀は何と言っているかと言うと、世銀の援助がほしければ、まず民営化が先だと

申します。国営企業であるからには、補助金は出せぬというわけです。 

これが今ゆゆしき状況を作りだしております。農民を市場原理にさらすのはけっこうですが、 

ぜんぜん教育も受けたことがなく、情報も受けたことがない農家を市場にさらしたらどうなる

でしょうか。物を作って市場の中で売買するには 1つの技能や知識が必要です。果実を作った

は良いけれども、どうしたらそれが売れるのかわからないと、せっかく作った果物が腐ってい

くのです。市場に出す手段もない。仮に市場に出すといってもどこに出したらいいかわからな

い農民、農家の農作物を買い上げていた政府の機関が、今民営化されているのです。民営化さ

れた企業は、利益追及のみがその目的となりますから、農民のことを配慮することなどできま

せん。これがまた今 1つのジンバブエの問題です。 

【ユフー・イーショーン議員：シンガポール】 

ここで多くの意見を聞き学び、アジアの将来について私はたいへん楽観視しています。たし 

かにタイは少女売春という深刻な問題を抱えていますが、必ずその状態は変わるでしょう。 
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今、タイはとても経済成長が高く、国がどんどん良い方向に進んでおります。国際的なガイ

ドラインは必要だと思いますけれど、私ども一人一人が自分の国、自分自身、自分の選挙民に

とって何が重要なのか、それを考えてそれを自分の国に実施するようにすべきだと思います。 

人類は歴史に学ぶ動物です。過去はすべて間違いとは限りません。いいものだけを保存し、 

過去の悪いもの、悪質な伝統は捨てていくべきだと思います。 

【ビレンドラ・カタリア議員】インド】 

タイの先生が少女売春に対して戦いを展開しているというのはたいへんすばらしいことだと

思いますが、ただ、それよりももっと抜本的な解決が必要なのではないでしょうか。そこには

もっと根本的な問題があるのではないでしょうか。 

なぜ、少女が売春婦になるのか、その根本的な問題を理解し、その原因と戦わなければ、法

律を作っても、表面的なきれいごとに過ぎません。 

たとえば、先ほどの発言にありましたが、フランスでは売春婦に許可証のようなものを発行

している。しかし、中には非合法の人もいるわけです。どうしてそのような状況になるのか、 

それは貧困が原因なのです。貧しいから父親が自分の娘に売春をさせるのです。こういう問題

の解決に私どもがコミットしなければ、永遠にこの議論は続きます。 

これは女性にとって最も屈辱的なことです。これと戦わなければなりません。今年は女性の

年です。ですから、女性にとって最も忌まわしい、恥ずかしいこの問題と戦わなければなりま 

せん。 

【議 長】 

では、皆様これで最後にしたいと思います。ごt 

と思います。たいへん良い提案も出たと思います。 

います。アジアにおける女性の地位向上のために、 

は私どもの提案全部を考慮して、今後計画を立て、 

と思います。 

席の皆様、たいへん有意義な討論がされた

われわれの今後の仕事の展望も開けたと思

そしてアジアの女性運動のためにAPDA 

この問題解決のためにご尽力いただきたい 
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局月会注災ま多戸 

財団法人アジア人口・開発協会

理事長 

ご列席の皆様、 2日間にわたり各国国会議員の熱心なご討議を頂きありがとうございました。 

お陰様で多くの実りある成果を収めるとこができ、本年 9月に北京で開かれます「第 4回国

連世界女性会議」にこのAPDA会議がつながったことは、誠にご同慶にたえません。皆様の

ご協力に対し厚くお礼申し上げます。有り難うございました。 

今回の会議に、深刻な人口問題に悩むアフリカ地域から国会議員が討議に参加されましたこ

とは誠に意義深いことでありました。特に、経済開発を進める上で、今回の会議がアジアとア

フリカの一層の交流を促進することができますよう期待しております。 

今回のテーマ「女性の労働力参加と経済発展-21世紀の戦略ー」につきましては、多くの

女性議員の積極的なご発言があり、活気に満ちた討議ができました。 

21世紀まで、あと 5年。アジア諸国の人口増加は、一部で予想を上回る深刻な状況にあり

ます。私共は、人口問題が引き起こす環境問題、都市化、そして農村の立ち後れなどを可及的

速やかに解決しなければなりません。 

これらの諸問題の『鍵』を握っているのは『女性』です。女性の地位向上に対するあらゆる

投資を惜しんではならないと思います。女性問題が解決されて、はじめて「人口問題」に突破

口が開かれるのです。 

この 2日間の『女性』をテーマとする討議を通じて私達はさまざまな多くのことを学ぶこと

ができました。今年 9月、中国・北京で開催される「第 4回国連世界女性会議」にこの 2日間

で討議された成果が余すところなく反映されることを期待いたします。 

閉会にあたり、ご多忙の中、ご出席いただきましたアジア、アフリカの国会議員の皆様はじ

めご参会の皆様に重ねて深く感謝し、お礼を申し上げます。皆様がさらに世界の人々と平和の

ためにご貢献されますよう心からお願い申し上げ、皆様のご健康とご多幸を祈念して閉会のご

挨拶とさせていただきます。 

有り難うございました。 



士実 	ま多’ 

AFPPD事務総長 

プラソップ・ラタナコーン 

前田理事長、友人の皆様、APDAとAFPPDが一緒に手をつなぎあって兄弟のように成

長していく姿を見るのは嬉しいことです。私は赤子のころから育てる幸せを感じております。 

共にハイハイをしてョチョチ歩いて、APDAとAFPPDは育ってまいりました。 

AFPPDとAPDAのパートナーシップはコニ，ークなものといえます。 お互いに指導と支

援を期待しあう関係にあり、APDAもまた、前田福三郎理事長のご指導のもとに立派に育っ

ておられます。 

また、AFPPDは、 やっと 15歳という成熟の年を迎えようとしております。自己反省の

年でもあろうかと思います。そして自らを知って、新しい方向付けをする大事な年に至ったと

思っています。 

今回のAPDA会議は、有用なイベントでした。アジア地域における女性の地位は、ますま

す向上してきているといえます。多くの国々において、女性が首相の地位につき、本年 9月に

は国連の女性会議も開かれ女性問題に取り組む機運が盛り上がっています。皆様とは、女性会

議と国会議員会議でぜひお目にかかりたいと思います。 

私どもAFPPDは、 女性議員の参加をもっともっと仰ぐ必要があります。そしてより多く

のイベントを女性議員のために組んでいく必要があると考えています。AFPPDの第 1回女

性議員会議は、もうずいぶん前になりましたが、インドのニューデリーで開かれました。その

時は、私は唯一の男性代表でAFPPDの佐藤議長の代理として出席したのです。 

当時、日本の佐藤先生、それからインドのサット・ポール・ミッタール先生、そして私は三

銃士のようでありました。その三銃士の一人としてインドの女性会議に参加したのです。 

今では、国際的なプログラムも多種多様になりました。カイロでの会議、コペンハーゲンで

の会議など、いろいろ盛りだくさんの行事が行われるようになりました。AFPPDの年次計

画でも女性の地位とリプロダクティブ・ヘルスに関するインドシナで地域女性セミナーを予定

しています。 

この機会に真撃な謝意をAPDAの前田理事長に表明したいと思います。また、私の友人で

もあります、AFPPDの桜井議長にも感謝を表明したいと思います。 

中山太郎国際人口問題議員懇談会会長、それから安藤博文UNF PA事務次長、 V.T．パ

ランI PPF地域局長にもその多大なるご支援に感謝したいと思います。私どもA F P P Dも

引き続き、将来ともAPDAと提携をして事業を進めていきたいと考えております。 
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今回、女性の地位と活動について話しておりまして、マザー・テレサの言葉を思い出しまし

た。ご存じ、マザー・テレサは一生を捧げて、貧しい人たちが貧困の問題を解決するように、 

インドのカルカッタで 30年にわたる努力を続けてこられた方です。マザー・テレサがノーベ

ル賞を受賞された方であることは、ご存じの通りです。 

そのマザー・テレサが「人類において、最も悲惨なことは貧困であると」とよく口にされて

いました。そのマザー・テレサが、貧困は慈善によって解決することができるとも言っておら

れました。 『ウィ・アー・ザ・ワールド』という 1曲によって8600万ドルものお金が集ま

りました。 

しかし、私の考えによりますと、貧困よりも最も悲惨なのは孤独だと思います。この孤独は

愛がなければ、治りません。慈善では治りません。ですから、この会議で、またどの社会にお

いてでも、集まって議論すべきことは、経済の成長だけではありません。それ以上に必要なの

は、お互いを理解し、お互いを愛し合う気持ちだと思います。そして、皆様方の精神的なリー 

ダーシップこそ、必要だと思います。 

諸先生方のご健勝とご幸福とそして安全な旅行をされますように、また近々お目にかかれる

のを楽しみに、ご挨拶といたします。 

皆様方がますますご健勝にて、ご成功されますように。 
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国際家族計画連盟 

東・東南アジア・オセアニア地域局長 

V.T‘パラン 

APDA前田理事長、AFPPDプラソップ事務総長、 国会議員の皆様方、また、ご参会の

皆様方、I PPFのハルフダン・マーラ事務局長の代わりに、この閉会の席でお話しできるこ

とをたいへんうれしく思っております。 

この会議は、人口と開発に関わるアジアの国会議員が集まった、たいへん重要な会議でした。 

カイロ、そしてコペンハーゲンの会議を受けてのこの時期に国会議員が集まり、国そして国際

的に資源を動員し、皆様方がリプロダクティブ・ヘルスに関する問題について掲げられた行動

計画を実践する上でたいへん重要な会議であったわけです。 

アジアの国会議員のグループはこれまで長きにわたって、世界の人口と開発に関する国会議

員の唯一の地域組織として力を蓄えていらっしゃいました。そして積極的にリプロダクティブ 

・ヘルス、人口と開発など多岐にわたる問題を永年にわたってとりあげてこられました。これ

はすべてこの地球社会の将来に深く関わる問題です。 

また、アジアの途上国にとって、これらの問題は特に重要です。性と生殖に関する権利、健

康など、まさに人口問題に対して十分な注意が払われず、十分な財源が割かれなかったことで、 

人口問題が経済開発を妨げる大きな障害となっていたからです。この状況の中で、アジアの国

会議員の方々は、成功裏にさまざまな視点からきわめてシステマティックに人口と開発の問題

に取り組んでいらっしゃいました。 

今回は経済開発と労働力における女性の参加について取り上げられました。人口抑制を可能

にするためには、それが人口動態的な側面、あるいは健康の面、あるいは人間の基本的な権利

によってもたらされるものであるにせよ、女性の役割を考えることなくして、その問題を解決

することはできません。また、正規の労働力市場に女性が参加しなければ問題解決にはなりま

せん。 

今回の会議が、このテーマを掲げられたことは、たいへん時期を得た、また、意義あること

だと思います。 21世紀をひかえて女性の役割に大きな変化、改善をもたらすとするならば、 

教育、そして労働力における女性の参加を推進しなければなりません。そうして初めて出生率

も下がり、女性の地位も上がり、妊産婦と乳児の死亡率が下がり、そして人間的で持続可能な

経済開発がなされるでしょう。 
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従来の殻を破って女性が新しい役割を担うとするならば、教育という問題に取り組まなけれ

ばなりません。そして、正規の労働市場に女性が参加できるような機会を作らなければなりま

せん。 

皆様方は、 2日間、この問題について真撃に話し合われました。われわれ共通の関心事であ

るこの問題について、さまざまな視点から討議がありました。 

私は、こういった討議がたいへん重要だろうと思います。また、皆様、国のレベルでもこの

ような問題を合理的に、そして、論理的に話していただきたいと思います。そういう機会を得

て初めて、たくさんの数の国会議員がこの分野のさまざまな問題ついて知り、自分の問題とし

て理解し、消化し、そしてさらに話し合うことができるでしょう。21世紀における女性の役

割、それを世界のすべての国会議員が取り上げてくれることが大事だと思います。 

このような国会議員の自覚があって、初めて国会議員は政府に対して働きかけ、国内の立法

化を図ることができ、そして初めて女性に教育、雇用の機会を与えるような法の整備を行うこ

とができるでしょう。このような意識、理解があって初めて問題の解決を図ることができるの

です。 

問題を解決する場合に、各国の国会議員、国会が先頭に立って、女性の地位を向上するため

の、そして、労働力市場に参加するためのプログラムを実践していただきたいと思います。 

この 2日間、東京で人口問題と女性問題に対して、その解決を行う上で、私どもが持ってい

る共同の責任を実感することができました。アジアの他の多くの国々でもその責任を感じてい

ただいて行動に移されることを祈念しております。 

今回のご討議と講演を拝聴し、たいへん感銘を受けました。皆様方のそのままの気持ち、真

撃な気持ちが伝わってまいりました。国のレベルでこういった気持ちの盛り上がりを生み出す

ことが大事だと思います。そうなれば、国会議員が変化の担い手として、より充実した社会へ

と進むことができると思います。 

I PPFを代表いたしまして、アジアの国会議員の方々のご尽力に対して深甚なる感謝の気

持ちをお伝え申し上げます。I PPFといたしましても引き続き皆様方を支援し、そして、と

もに働いてまいりたいと、その決意を表明するしだいです。 

こうして再び皆様方とご一緒できて、そして討議に参加できたことをたいへんうれしく思っ

ております。 

最後になりますが、皆様、ご帰国の際には、安全なご旅行をお祈りいたしております。 

ありがとうございました。 
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資 

＜人口と開発に関するカイロ宣言＞ 

く環境と持続可能な開発に関するクアラルンプール・ステイツメント＞ 

＜国際人ロ・社会開発国会議員会議 コペンハーゲン宣言＞ 



人口と開発に関するカイロ宣言 

国際人口・開発議員会議 

1．私達国会議員は、1994年9月 3日と 4日エジプト国カイロに集い、人口と開発に関す

る国会議員の会議において、国際人口・開発会議の前夜に人ロ・開発問題について討議を行

った。以下はその宣言文である。 

多様な人類の文化と伝統が一堂に会したこのカイロ会議の開催をここに歓迎する。信条、 

習慣が違っていたとしても、世界の指導者と人々は世界の調和と協力をもたらすことを志向

するべきであり、このことに関して国会議員は重要な役割を持っている。 

．私達は、一連の国連主催の環境、人権、社会開発、そして女性の役割に対する会議の中で、 

枢要な時期にひらかれる国際人口・開発会議で生み出される結果の重要性をよく認識してい

る。私達は、すべての開発計画政策およびプログラムに、人口問題を統合的にその欠くべか

らざる一部として、組み込む戦略を支持する。従って、私達は国際人口・開発会議に参加し

ている各国代表に対し国際人口・開発会議の行動計画に対する合意に到達するように呼びか

ける。 

人口と持続可能な開発 

4．世界の国会議員は、人口と天然資源の間の微妙なバランスを認識してきた。従って、私達

国会議員は、人口問題は単独の問題として扱いうる問題ではなく、人類にとっての諸条件の

改善をはたしうるこの地球の持続可能な開発という、より広い文脈の中で扱わなければなら

ないことを主張する。人類にとっての諸条件の改善を図りうる地球の持続可能な開発とは、 

過剰消費の抑制と生産力の向上を通して、すべての人にとってその生活の質を向上させる経

済活動であり、貧困の緩和であり、環境と調和的な持続可能な農業開発、工業生産の達成、 

エネルギーと天然資源の利用であり、そしてヘルスケアの改善と教育の質および利用のしや

すさ（アクセス）を向上させるものである。 

人口と開発問題に対して今日私達が取る行動が人類の将来を決定する。この人口・開発問

題の解決はすべての人間にとってその尊厳を守るために不可欠なのである。従って、持続可

能な開発を可能にするような、新しくより広い経済政策を策定し、それに基づいて国際的な

合意を築き上げることが必要不可欠である。 

生殖に関する健康と家族計画 

5．私達は、家族計画をリプロダクティブノ＼ルスケアというより広い枠組みの中に位置づける

という手法を取ることを積極的に受け入れる。私達は、すべての政府に対し自らの文化的ア

イデンティティー、価値観および伝統を尊重しながら問題解決のために責任をもって努力す

ることを強く勧告する。従って、私達自身、国民の代表として、家族計画サービス、情報お 
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よび教育を手に入れる上で、私達の国に存在する障害を取り除くために最大限の努力を行い、 

そしてまたリプロダクティブ・ヘルスと家族計画を可能なかぎり広く供給できるよう支援を

行う。私達はさらに私達の国のすべての人口と開発政策およびプログラムが国際的に認知さ

れた基本的人権を守るものでなければならないものであることを強く勧告する。 

6．私達は中絶が世界中の女性にとって主要な関心事（大きな問題）であるという事実を認識

している。従って、家族計画の（使用）によって予期せざる妊娠を予防するために、私達は

各国政府に対して広範囲に家族計画の情報とサービスを提供することで、中絶の必要性を減

らすことを呼びかける。 

性の平等と女性の地位の向上 

7，女性の地位の向上とその政治的、社会的、経済的状況そして健康状態を改善することは、 

女性にとって重要な結果をもたらす。私達は更に、人類の発展は、女性に男性と同等の権利

と地位を与えることなくもたらされることは、ありえないと信じるものである。女性にとっ

て平等を獲得するまでの過程は、単に利益という観点から見られるばかりではなく世の中の

仕組を変えると言う点からも考えらるべきである。そのためには、女性に自らの性に対する

意識を向上させることが必要である。従って、私達は教育こそが男女平等と女性の地位向上

のための唯一の道であると信じるものである。その教育は男女差別を肯定するようなステレ

オタイプ化した社会的性差を排除することを目的とし、男性と女性の協力とパートナーシッ

プを考慮にいれた形での女性の地位を向上させることを目的とするものであるべきである。 

従って、私達はカイロで採択される I CPD行動計画の中に記された教育における目標を強

く支持するものである。そして私達自身、私達の国に残る女性の公共および政治的な活動を

含む社会参加を妨げ、差別するすべての法的、社会的、文化的障壁を取り除くために関与す

る。私達は世界中の立法者に呼びかけ、私達と共に国家の優先課題として女性の地位向上に

取り組み、政府にはそのための立法を強化することを呼びかけるものである。 

健康と死亡率 

8．人類の平均余命のある程度の改善にも関わらず、予防、治療可能な病気が未だに早期幼児

と女性の主要な死亡原因となっている。少なくとも 50万人の女性が妊娠に関連して死亡し、 

出生とこの妊産婦死亡の 99. 5％が途上国で起こっている。加えて多くの人々が感染症、 

寄生虫病そして呼吸器疾患のリスクにさらされている。H TV/AIDSは死亡率を高める

原因となっている。従って、資金、特にドナー国からの資金はこれらの社会的弱者に向けら

れるべきであり、彼等にとって緊急に必要となっている乳幼児および妊産婦死亡率の低減の

ために使用されるべきである。 

9．従って、私達はすべての人達が、今世紀の終わりまでにプライマリーヘルスケアを得るこ

とができる権利を支持する、そしてまた私達は、詳細が行動計画の中に記された各国の間に

横たわる健康条件と死亡の危険性の格差を減らすために働くことを誓約する。 
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資源の調達 

10，人口政策とプログラムの成功と質はいかに各国がさまざまな部門から戦略的に資源を調達

し、人口・開発問題に対する資源を大幅に増加できるかどうかにかかっている。これが実現

できるかどうかは、それぞれの国の社会的、政治的、経済的そして文化的現実と人口政策と

プログラムがその国の中でもっている優先度による。人ロ・開発問題の解決を実現するため

に、私達は人々の代表として選ばれた存在として、人々の人ロと開発のための行動に対する

支持を仲介し、予算上の、人間および行政上の能力（資源）を有利に配分する責任を受け入

れる。私達は、国内的なおよび国際的な財源を十分に調達する必要性があるとの強い国際的

合意に注目し、行動計画に記されている必要と推計されている資源（量的目標）を支持する。 

人口と開発に対して更に必要となる資金は、軍事費を削減することによってもたらされるべ

きである。 

11．従って、私達は人口・開発プログラムに対する国内の資金を適切な規模に増加させるため

の立法を行うために働くことを誓約する。そして国際社会に対しては人口・開発問題の解決

のために行動計画に示された目標と目的を達成する上で必要な活動を実施するための必要な

資金を供与するように呼びかけるものである。同時に、分散化、大衆参加、特定のグループ

にしぼり込むこと、国家の対応能力を向上させるなどの方法を取ることで、現在存在してい

る資金を効率的に使うこともまた重要である。 

行動の呼びかけ 

12．人々の代表として社会から与えられた役割という点から、私達はカイロで採択されるIC 

PD行動計画を国家レベルで実施する上において、また国家のそして地方のそして私達の惑

星に対する新しい関心を呼び起こす上において、そして政府が人類のための国家政策を作る

上で、特別な役割を持っている。従ってすべての国会議員に以下のことを呼びかける】 

各国政府が国家人口政策とプログラムを形成することを可能にするための立法を行う。特

に、女性の地位を法的、社会的、経済的そして文化的に向上させることを目的とした立法を

行う。 

女性に対する差別撤廃条約を批准していない政府に対して、批准を求め、そして実施の監

視を求める。 

そのような政策とプログラムを監視し、評価するための国会議員のための組織を設立する。 

人口政策とプログラムを実施する上で、増加する資金需要に対して予算上で承認する。そ

してそれを支援する立法を行う。 
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国家の人口・開発政策およびプログラムを実行するために必要な国内の資金の利用につい

て選挙民の支持をとりつける。 

持続可能な開発という地球全体の視点から見た人口と持続可能な開発に関する政策決定者

と一般市民の認識を高める。 

各地方（サブ・ナショナル）、各国、地域、地球レベルにおける人口と開発に関する国会

議員の委員会を設立または強化する。 

世界中の人口と持続可能な開発の分野に携わる国会議員の間の協カを促進し拡大する。 

関与から行動へ 

私達はここに、このもはや猶予のない挑戦を行うために国家の立法者としてまたそれ以外の

部分でも、適切に私達の個人的な関与から政治的な行動へと移行することを誓約し、その他の

人々を私達の活動に加えていくことを促進することを誓うものである。 
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クアラルンプール宣言 

環境と持続可能な開発に関するクアラルンプール・ステイツメン 

1 ，私たち国会議員はマレーシア国シャーアラームに 11月 8 日から10日、 「環境と持続

可能な開発に関するアジア国会議員国際会議」に集まった。 

― 環境と開発に関するリオ宣言と森林原則の声明がもつ法的ではない拘東を思い起こす。 

ー リオ宣言で約東された先進国からの資金と環境に適合的な新しい技術の移転が、ほとん 

どの先進国で遅れており、更に関与が欠如していることについて深い懸念を表明する。 

― 貧困と、人口増加及び環境悪化が密接に相互連関していることを認識し、貧困撲滅と環 

境保全のめの経済開発という視点を開発過程の中に不可欠の部分として組込む。 

― 人々が環境を構成している一部であり、人口増加が環境に悪い影響を与えることを認識

する。 

そして 

― 人々と政府を結ぶ者としての国会議員の行為が経済開発、保護および環境の向上に大し

て深い関わりを持っていることを改めてここに述べる。 

2．人々の代表としての私たちの役割として次のように述べる。 

― 人口計画、環境保全と持続可能な開発を支えるために国内資源を動員し配分するために 

必要な支援を取り付けるためにできる限り全ての努力を行う。 

環境開発を一貫して、そしてバランスをとって扱う手法を採用する。 

― 持続可能な開発を通して貧困を根絶する。 

― 私たちの個人的な関心を政治的な行動へと移行する。 

3一私たち国会議員は以下のように勧告する。 

ー アジェンダ21の目的を達成する上で、能力の構築は途上国にとって必要不可欠な触媒

であり、促進されなければならない。 

ー 環境問題を貿易上障壁とその他の経済的な制裁を導入する上での理由としてはならない。 

― 持続可能な開発を導く上でのプログラムを実行するために地方政府、地域グループ民間

部門、非政府組織、女性と青年の積極的な参加を促進する。 

ー 人々に対する教育、認識とコミュニケーションを促進し情報交換を行うことで人々の効

率的でより広い参加を促進する。 

ー アジェンダ21の成功を実現する上で、地球全体のパートナーシップが必要不可欠であ 

る。 

国際社会は全ての国に対して海岸汚染と海洋資源 枯渇に対して早急t 

に導く。 

ー 先進国は資金と技術を準備するとした誓約を充分に実行すべきである。 

枯渇に対して早急な対応を取るよう 
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再生可能なエネルギーの持続可能な使用の促進を含む各国及び地域内のエネルギー保護 

政策を作成する。 

一 生物資源の使用から得られる利益を公正に分配する。 

― 環境を守るためには適切な人口計画が必要である。 

― 持続可能な開発のためのアジア衛星テレビ網のような新しい情報活動を支援する。 

ー マレーシアはアジア・太平洋地域における生物学的多様性を守るための活動の指導的役 

割を果たす。 

ー 環境に害を与える廃棄物の生産、輸送、貯蔵に対して国際的な合意を形成する。 

― 害となる化学物質を輸出するいかなる場合にも、事前に連絡をする事を国際的な合意に 

より法的に強制できるようにする。 

環境に有害な農薬およびに化学肥料に対する依存を減らし安全な代替案を促進する。 

私たちはすべての政府に対して1992年のUNC EDでなされた環境を守る持続可能な開

発を達成することで得られる恩恵と幸福を人々と分かち合うよう強く求めるものである。 
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国際人口・社会開発国会議員会議 

コペンハーゲン宣言 

1995年3月 4 日と 5日、デンマーク国コペンハーゲンで開催された、国際人口・社会開

発国会議員会議に参加した国会議員は人口と社会開発に関連する課題について協議を行った。 

世界社会開発サミットはこれまで協議が行われてきた、また行われつつある一連の国際会

議、なかでも国連環境・開発会議、国際人口・開発会議、第 4 回世界女性会議の一連の会議

の中の不可欠な一部である。 

ー 人口、着実な経済成長、社会開発、持続可能な開発、安全と平和は、相互依存的で相互補

強的な関係にある。従って、人口の急激な増加の抑制、貧困の根絶、環境保護、雇用の創出

と失業の低減、および社会的統合の促進を行うことで、全ての人、特に女性と障害者が社会、 

文化、経済そして政治の全ての分野に、平等にそして充分に参加できるようにする努力が必

要である。 

― 従って、この相互依存関係にあり相互補強的な関係にある課題を解決するために、立法を

行う上でのイニシアティブをとり、政治的な意志を表明し、政府と民間の支持を取り付ける

責任をもつ。 

社会開発は基本的には各国の責任である。社会開発は個人と社会が自らの問題として取り

組むことが重要であると同時に国際社会が国際社会の問題として積極的に関わり、取り組ま

なければならない問題である。 

貧困、非識字率の高さ、民族紛争とその他の紛争および社会的な不統合は、多くの国を今

も苦しめ続けている。この貧困、非識字率の高さ、民族紛争とその他の紛争および失業と社

会的な不統合は、女性と子供に対して特に影響を与えることに強い関心を持っ。 

一 途上国および経済移行期にある元社会主義国で、債務と外部市場へ容易に参入できないこ

とが貧困を持続させる原因となっている。従って国際社会がこの問題に対してその政策を見

直すことを強く求める。 

（人口と社会開発の問題を解決する上で）食料の自給を行うことが適切な場所での食料の

自給を含む、持続可能な農業生産が重要である。 
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― 全ての人が、雇用、収入、生きていけるだけの食料、水および衛生、資源、社会サービス

をより公正に利用できる社会・経済環境をつくり上げなければならない。 

人類は地球規模的な問題、特に国際人口移動、開発による環境への影響、国際的な麻薬の

密輸等の問題に直面している。これらの問題の解決のためには、国際的な理解と全てのレベ

ルでの協力が必要である。 

また、教育およびリプロダクティブ・ヘルスケアと家族計画サービスを含むヘルスケア・

サービスがどこでも得られるようにすることが必要であり、家庭でも、経済的にも、社会で

も男性と女性が平等なパートナーシップが得られるよう促進することが必要である。 

人々のベイシック・ニーズ（基本的な必要性）を満たし、人々の間の不平等を減らすよう

に、各国の予算と国家政策における優先順位を決定しなければならない。この優先順位の再

構築に当たって、社会開発における 2 0/2 0の原則は貧困と戦い、開発協力を行う上で有

用な概念である。 

この点で国会議員はユニークで重要な役割を持っており、その役割を果たす上で必要な国

会議員のネットワークを国家レベルでも、地域レベルでも、地域間レベルでも展開すること

が必要である。このようなネットワークは国会議員に、社会における課題と経済における課

題の相互依存関係に対する認識を創出し理解を求めることだけではなく、その経験を交換し、 

これらの問題を解決するための協力を促進し拡大すべきである。 

この観点から、政府および非政府部門の双方で、人間中心的な社会開発の枠組みを構築し、 

個人の物心両面にわたるニーズに答えうる、各国の対応能力を構築することが重要である。 

このための各国間および国際間の協力、特に南・南協力を推進することが重要である。 

持続可能な開発、安定的な経済成長、社会開発、人口問題の相互関係のもとにある諸問題

を根本的に解決する上で、女性の地位の向上を果たし、教育、健康、雇用、財産と金融の利

用などを容易に、平等に利用できるようにすることが、基礎であり不可欠である。 

私達は、世界社会開発サミットで採択される行動計画、特に国際人口・開発会議で採択され

た行動計画の原則と目的に関係する部分に対して、確実なコミットメントを行っていくことを

宣言し、世界中の国会議員に、国際人口・開発会議と世界社会開発サミットの行動計画を実施

する上で必要となる資源を確保するために、努力を倍増させることを呼びかける。この観点か

ら、すでに合意された目標である国民総生産の 0. 7％を政府開発援助に向けるという目標を、 

できるだけ早く達成するべきである。またその援助が途上国にとってもっとも効率的になるよ

うにその分配のありかたについて再吟味する。 
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